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はじめに

本資料は高浜発電所 1号炉、2号炉、3号炉及び 4号炉における耐津波設計方

針の内容を補足するもののうち、既提出資料から変更があるものを示す。

なお、既提出資料からの変更要否の整理結果を表 1に示す。
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表司(1/3)補足説明資料の既提出資料からの変更要否整理

その他

防潮ゲートの運用については、補足資料
「津波防護施設・津波監視設備の運用方

針について」にて記載している。

変更・追加の理由

基準津波の追加による申請範囲を網羅的
に説明する必要がある。

基準津波の追加により防護対象設備が変
更となることはない。

津波監視設備である潮位計を、津波防護
施設と兼用することから、設備の分類を整
理する必要があるため。

基準津波の追加による入力津波高さに変
更がなく、浸水防護対策に追加がないこと
から、浸水対策 (水密扉、貫通部止水処
置)の位置等が追加・変更となることはな
いィ、

基準津波の追加により、防潮ゲート閉止手
順を追加する必要であるが、本資料では

なく、新たに追加した補足説明資料に反映
している。

基準津波の追加により、浮遊砂濃度に影
響がないことを確認する必要がある。

漂流物の衝突力を算定するのは基準津波
1のみを対象にしているため、基準津波を
追加しても変更はない。

基準津波を追加した場合においても防潮
堤の構造形式等に変更はない。

今回追加した基準津波は津波荷重の算定
には用いないことから、余震荷重との組み

合わせを考慮する必要はなく、記載の変
更はない。

基準津波を追加した場合においても検討
対象の漂流物に変更はない。

要

否

Ｏ

×

他プラントの審
査状況の考慮

の要否

検討項目内容
の変更に伴う
技術的な考慮

の要否
要

否

Ｏ

ｘ

〇

O

O

O

有

無

Ｏ

ｘ

基準津波の追
加に伴う検討
項目の記載内
容変更の有無

○

O

O

O

資 料 概 要

「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド」
の記載に対して設置許可の申請内容を対比させる
ことで、申請内容が審査ガイ ドの項目を網羅してい

ることを説明

津波防護対象施設としているクラス 1,2及 び耐震
Sク ラス設備の名称と位置を配置図とともに記載

高浜発電所の津波防護施設・浸水防止設備・津波影
響軽減施設の分類の定義やその設置目的を一覧で

整理

浸水防護重点化範囲との境界に設置 している浸水
対策 (水 密扉、貫通部止水処置)の位置等を明記。

高浜発電所固有の設備である取水I善 防潮ゲー トの

構造、運用等をまとめて説明

海水ボンプの軸受けに混入した浮遊砂に対して軸
受けが摩耗により損傷しないことを説明

漂流物の衝突力を考慮する際に用いる漂流物の漂
流速度の設定方法について説明

放水口例防潮堤の耐震設計について、構造形式 ,解

析条件といつた工認設計の実施内容を説明

審査ガイ ドで要求されている津波荷重と組み合わ
せる余震の設定において、考慮する津波の震源を踏
まえて耐津波設計で考慮する余震を説明

発電所構内における漂流物について詳細に検討し、
放水口倒防潮堤の設計における漂流物の衝突荷重
として適切なものを抽出していることを説明

資料内容

資 料 名

審査ガイ ドとの適合性
(耐津波設計方針)

設計基準対象施設の津
波防護対象設備とその
配置について

津波防護対策の設備の
位置づけについて

内郭防護 浸水対策箇
所の位置等

取水路防潮ゲー トの設
計等について

海水ポンプ軸受の浮遊
砂耐性について

漂流物の評価に考慮す
る津波の流速・流向に
ついて

放水口側防潮堤の耐震
設計について

耐津波設計における余
震荷重と津波荷重の組
合せついて

漂流物の詳細検討結果
について

及び

3号炉

4号炉

資料 1

資*キ 2

資料3

資料4

資料5

資料6

資料7

資料8

資料9

資刈10

既提出
資料

1号炉
及び
2号炉

資器 1

資料2

資料3

資料4

資料5

資料6

資料7

資料8

資料9

資料10

今回申請の

資料番号

資料 1

資料2

資料3
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表刊(2/3)補 足説明資料の既提出資料からの変更要否整理

その他変更・追加の理由

津波替報等が発表されない可能性がある
基準津波の追加により、その津波の流速
等においても燃料等輸送船が係留状態を
維持できることを確認する必要があるた
め。

津波警報等が発表されない可能性がある
基準津波の追加により、その津波の高さ
等においても燃料等輸送船が岸壁に乗り
上がることはないことや漂流物にならない
こと等を確認する必要があるため^

基準津波を追加した場合においても、遡
上・浸水域の評価の考え方には変更な
い。

基準津波を追加した場合においても現場
確認プロセスの変更はない。

新たに設置する津波監視設備については

既往の評価に準ずる設計となることから、
内容を変更する必要はない。

基準津波1の選定結果に影響を与えるこ

とはないことから、取水性への影響確認の
内容を変更する必要はない。

基準津波の追加により、防潮ゲート閉止手
順を追加する必要があるため。

今回追加した基準津波は津波波力の算定
に用いないため、記載の変更はない。

基準津波の追加により局所的な海面の励
起が生じていないかの確認が必要である
ため。

基準津波を追加した場合においても防潮
扉の運用管理に変更はない。

要

否

Ｏ

ｘ

他プラントの審
査状況の考慮

の要否

〇

要

否

Ｏ

ｘ

検討項目内容
の変更に伴う
技術的な考慮

の要否

○

○

O

O

有

無

Ｏ

ｘ

基準津波の追
加に伴う検討
項目の記載内
容変更の有無

O

O

O

O

資 鶏 概 要

緊急退避ができない極めて短時間に津波が襲来す
る場合を想定し、燃料等輸送船が係留状態を保つこ
とを係留素の耐力評価にて説明

緊急退避ができない極めて短時間に津波が襲来す
る場合を想定し、押し波に対し燃料等輸送船が岸壁
に乗り上がることはないこと、また、退避中、引き

波で着底・座礁し輸送船が漂流物にならないことを
説明

審査ガイ ドで要求されている地震に起因する変状
による地形、河川流路の変化についての検討内容を
説明

耐津波設計を行うに当たつて必要となる現場確認
について、遡上解析に必要となる敷地モデル作成に

関する現場確認プロセスと、耐津波設計の入力条件

等 (配置、寸法等)の現場確認プロセスの 2つ に分
けて説明

屋外に設置される津波監視設備に対して考慮する
自然条件 (積雪、風荷重等)による荷重のうち、風

荷重の組み合わせの考え方を説明。

海水ポンプの取水性への影響については、基準津波
2を選定しているが、防潮ゲー ト閉止・地盤変状考
慮条件での基準津波 1に おける海水ポシプの取水
性への影響について説明

基準津波・入力津波の選定における津波シミュレー
ションに用いるプログラム・計算モデル等を説明

津波波力の算定方法が記載されている規格・基準類

を整理したうえで、高浜発電所の各設備における波
圧算定式適用に対する考え方を説明

入力津波の設定に当たつて評価地点における局所
的な海面の励起が生じているかどうかを確認した

結果を説明

津波防護施設として設置する防潮扉については原
則閉止運用とするが、開放後の確実な閉止操作、閉
止されていない状態が確認された場合の開止操作
を確実に実施するための運用管理方針を説明

資料内容

資 料 名

燃料等輸送船の係留素
の耐力について

燃料等輸送船の喫水と

津波高さの関係につい
て

基準津波による敷地周
辺の遡上・浸水域の評
価の考え方について

耐津波設計における現
場確認プロセスについ

て

津波監視設備の風加重
の組合せの考え方につ
いて

基準津波 1に おける海
水ポンプの取水性への

影響について

津波シミュレーション
に用いる数値計算モデ
ルについて

津波波力の算定に用い

た規格・基準類の適用
性について

発電所の湾内の局所的
な海面の励起について

防潮扉の運用管理につ
いて

及び

3号炉

4号炉

資料 1ヽ

資料12

資料13

資料14

資料15

資料16

資料17

資料18

資料19

資料20

醐鉛
1号炉
及び
2号炉

資料11

資料12

資料13

資料14

資料15

資料16

資料17

資料18

資料19

資料20

今回申請の

資料番号

資料4

資料5

資料6

資料7
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表 1(3/3) 補足説明資料の既提出資料からの変更要否整理

その他

資料9

資料10

資料11

高浜 1,2号機の海水ポンプは引き波水位
が設計取水可能水位を下回ることから実
力値の確認をすることで取水性を確保して
いることを説明。

タービン建屋からの途水を考慮する必要
があるのは高浜1,2号機のみ。

第三編にて警報なし津波の対応の詳細を
説明するため、本補足資料では説明を追
加しない。

変更・追加の理由

こつ い

て、各衝突力算定式の適用条件 (種類、被
衝突体からの距離、適用流速)を踏まえた
上で検討している。特に砕波の発生の有
無により適用される衝突力算定式が異な
つている。高浜では、ソリトシ分裂波に伴う
砕波は発生しないと評価しており、衝突力
算定式は道路橋示方書式が適切であるこ
とか

基準津波を追加した場合においても検討
対象の漂流物に変更はない。

基準津波の追加による高浜 1,2号機の入
力津波高さに変更がないことから、海水ポ
ンプの設計・評価条件が変更となることは
ない。

基準津波の追加による入力津波高さに変
更がなく、浸水防護対策に追加がないこと
から、タービン建屋における浴水評価が追
加・変更となることはない。

津波監視設備である潮位計を用いた手順
が追加となる。

今回追加した基準津波の傾向が、これま
での漂流物評価において検討を実施して
いた内容に影響を与えることが無いことを
説明する必要があることから、新規に資料
を追加する。

防潮ゲートの保守作業時の運用は、追加
したゲート閉止手順を踏まえて新たに設定
することから、新規に資料を追加する。(詳
細は保安規定審査にて確認。)

女川2号機における評価と同様に燃料等
輸送船による輸送時の、陸側にある輸送
物及び輸送車両の漂流物評価を実施す
る。

一般車両の退避については漂流物を少な
くする観点から運用を検討していることか
ら、新規に資料を追加する。なお、運用に
ついては必要に応じて実施する方針として
いる。

他プラントの審
査状況の考慮

の要否

O:要
X:否

○

検討項目内容
の変更に伴う
技術的な考慮

の要否
O:要
×:否

※

O

O

○

基準津波の追
加に伴う検討
項目の記載内
容変更の有無

O:有
X:無

資料内容

資 料 概 要

漂流物衝突荷重の算定方法が記載されている規
格・基準類を整理したうえで、高浜発電所の漂流物
である漁船に対する適用の考え方を説明

高浜発電所周辺の港湾施設として、内浦湾内に位置
する内浦港に存在する輸送船等について漂流物と
しての検討を説明

高浜 1,2号機の海水ポンプは引き波水位がボンプ
の設計取水可能水位を下回ることから、水理試験に
よリポンプ取水性能の実力値 (取水可能水位)を確
認し、取水性に影響がないことを説明

タービン建屋における途水が屋外へ排出される際
に、海水ポンプ室周辺エリア防護フェンスの堰高さ
050m(TP+400m)に 至らずに取水路まで流れるた
め、海水ポンプの機能に影響がないことを説明

津波防護施設を 1～ 4号炉共用とすることに対す
る運用方針 (情報収集、運転操作等)について、責
任分担を含めて整理した結果を説明

凛流物の検討事項のうち漂流物の動向に影響を与
える津波の流況・流向について詳細を説明

卜の に てヽは、違隔
機能が停止する期間が生じることから、当該期間中
において津波警報が発表されない津波が襲来した
場合及び大津波警報が発表された場合の対応につ
し

燃料等輸送船による輸送時の、陸側にある輸送物及
び輸送車両の漂流物評価を説明

基準津波に対して一般車両を退避する運用とした場合
の成立性を説明。

資 料 名

漂流物の衝突荷重算定
式について

内浦港漂流物検討結果
について

海水ポンプの水理試験
について

タービン建屋からの浴
水流出による海水ポシ
プ周辺エリアヘの影響
評価について

津波防護施設・津波監
視設備の運用方針につ
いて

漂流物影響評価におけ
る津波の流向等の確認
について

取水路防潮ゲートの保
守作業時の対応につい
て

輸送物及び輸送車両の

漂流物評価について

一般車両の退避運用の
検討状況について

既提出
資料

3号炉

及び

4号炉

資*キ 21

資料22

資料23

新規

新規

新規

新規

1号炉
及び
2号炉

資料21

資料22

資料23

資料24

資料25

今回申請の
資料番号

資料8
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次

1.審査ガイ ドとの適合性 (耐津波設計方針 )

2.津波防護対策の設備の位置づけについて

3.海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について

4.燃料等輸送船の係留素の耐力について

5.燃料等輸送船の喫水と津波高さの関係について

6.津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについて

7.発電所の湾内の局所的な海面の励起について

8.漂流物影響評価における津波の流向等の確認について

9.取水路防潮ゲー トの保守作業時の対応について

10.輸送物及び輸送車両の漂流物評価について

11.一般車両の退避運用の検討状況について
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補足資料 1.

審査ガイ ドとの適合性 (耐津波設計方針 )

消
――
討

Ⅵ
」
辣
Ｔ
説
沖
ふ



1.1号炉及び 2号炉

淋
――
謝

削
工
鶉
Ｔ
討
部
業

高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

Ⅱ .耐 津波設計方針

1 総則

2.基本方針

2.1基本方針の概要

高浜原子力発電所 1,2号炉の耐津波設計の基本方針については、『重要な安

全機能を有する施設は、施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可

能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがある津波 (基準津波)に対し

て、その安全機能を損なわない設計であること』としている。この基本方針に

関して、以下の要求事項に対応 した設計としている。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

Ⅱ .耐 津波設計方針

1.総則

11目 的

本ガイ ドは、発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐津波設計方針に関

わる審査において、審査官等が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 5号)並

びに実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則の解釈 (原規技発第 1306193号 (平成 25年 6月 19日 原子力規制委員会決

定))(以下「設置許可基準規則及び同規則の解釈」という。)の趣旨を十分踏

まえ、耐津波設計方針の妥当性を厳格に確認するために活用することを目的と

する。

12適用範囲

本ガイ ドは、発電用軽水型原子炉施設に適用される。なお、本ガイ ドの基本

的な考え方は、原子力関係施設及びその他の原子炉施設にも参考となるもので

ある。

2.基本方針

2.1基本方針の概要

原子炉施設の耐津波設計の基本方針については、『重要な安全機能を有する

施設は、施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施

設に大きな影響を与えるおそれがある津波 (基準津波)に対して、その安全機

能を損なわない設計であること』である。この基本方針に関して、設置許可に

係る安全審査において、以下の要求事項を満たした設計方針であることを確認

する。
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

(1)津波の敷地への流入防止

設計基準対象施設の津波防護対象設備 (津波防護施設、浸水防止設備、津

波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を内包する建屋及び区画の設置さ

れた敷地において、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させな

い設計とする。また、取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とす

る。

(2)漏水による安全機能への影響防止

取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏水

による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止できる設計とす

る。

(3)津波防護の多重化

上記 2方針のほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋

及び区画については、浸水防護をすることにより、津波による影響等から隔

離可能な設計とする。

(4)水位低下による安全機能への影響防止

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止できる設

計とする。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(1)津波の敷地への流入防止

重要な安全機能を有する施設の設置された敷地において、基準津波によ

る遡上波を地上部から到達、流入させない。また、取水路、放水路等の経

路から流入させない。

(2)漏水による安全機能への影響防止

取水 日放水施設、地下部において、漏水可能性を考慮の上、

浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する。

漏水による

(3)津波防護の多重化

上記 2方針のほか、重要な安全機能を有する施設については、浸水防護

をすることにより津波による影響等から隔離すること。

(4)水位低下による安全機能への影響防止

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する。

これらの要求事項のうち (1)及 び (2)に ついては、津波の敷地への浸水を

基本的に防止するものである。 (3)に ついては、津波に対する防護を多重

化するものであり、また、地震 日津波の相乗的な影響や津波以外の浴水要

因も考慮 した上で安全機能への影響を防止するものである。なお、 (3)は 、

設計を超える事象 (津波が防潮堤を超え敷地に流入する事象等)に対して

一定の耐性を付与するものでもある。ここで、 (1)に おいては、敷地への

浸水を防止するための対策を施すことも求めており、 (2)に おいては、敷

地への浸水対策を施 した上でもなお漏れる水、及び設備の構造上、津波に

よる圧力上昇で漏れる水を合わせて「漏水」と位置付け、漏水による浸水

範囲を限定し、安全機能への影響を防止することを求めている。



高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

本ガイ ドの項目と設置許可基準規則及び同規則の解釈の関係を以下に

示す。

設置許可基準

角卒X尺 (男1言E3)

3-①

3-②

3五 ②

3七

3-～ 三

3-① ,③

3二 ①～③

3

規則

第二章 第五条

第二章 第五条

第二章 第五条

第二章 第五条

第二章 第五条

第二章 第五条

第二章 第五条

第二章 第五条

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガ

イ ド Ⅱ .耐津波設計方針

1.総則

1.1目 的

12適用範囲

2.基本方針

2.1概要

2.2安全審査範囲及び事項

3.基本事項

31敷地及び敷地周辺における地形及び

施設の配置等

3.2基準津波による敷地及び敷地周辺の

遡上 日浸水域

3.3入力津波の設定

3.4津波防護方針の審査にあたつての考

慮事項 (水位変動 色地殻変動 )

4.津波防護方針

4.1敷地の特性に応 じた基本方針

4.2敷地への浸水防止 (外郭防護 )

43漏水による重要な安全機能への影響

防止 (外郭防護)

44重要な安全機能を有する施設の隔離

(内郭防護 )
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

2.2安全審査範囲及び事項

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

4.5水位変動に伴う取水性低下による重

要な安全機能への影響防止
第二章 第五条 3 ハ

4.6津波監視 第二章 第五条 3 五

5.施設・設備の設計の方針及び条件

51津波防護施設の設計 第二章 第五条 3五 ③、六

5.2浸水防止設備の設計 第二章 第五条 3五 ④、六

5.3津波監視設備の設計
第二章 第五条

3五 ⑤,⑥ ,

③

5.4津波防護施設、浸水防止設備等の設

計における検討事項
第二章 第五条 3五 ⑦

2.2安全審査範囲及び事項

設置許可に係る安全審査においては、基本設計段階における審査として、主

に、基本事項、津波防護方針の妥当性について確認する。施設 日設備の設計に

ついては、方針、考え方を確認し、その詳細を後段規制 (工事計画認可)にお

いて確認することとする。津波に対する設計方針に係る安全審査の範囲を表一

1に示す。それぞれの審査事項ごとの審査内容は以下のとおりである。

(1)基本事項

略

(2)津波防護方針

略

(3)施設 日設備の設計方針

略



酬
――
諭

瀬
二
郭
Ｔ
討
脳
占

岸

高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

表-1 津波に対する設計方針に係る安全審査の範囲

大項目 中項目 審査事項
審査の

範囲※1

確認内容

① 敷地の地形 日施設の

配置等

② 敷地周辺の遡上 日浸

水域

③ 入力津波

④ 水位変動、地殻変動

◎

基本

事項

◎
評 価 の 妥

当性

◎

◎
考 慮 の 妥

当性

① 基本方針

敷地の特性に応 じ

た津波防護の考え

方

◎ 妥当性

地上からの

浸水経路 日対策
◎ 経路 H対策

の妥当性
流入経路 日対策 ◎

② 外郭防護 1 位置・仕様

※4
津波防護施設 ◎

津波防

護設計 設 置 の 方

針
浸水防止設備 ※2 O

漏水経路日浸水想定

範囲・対策※ 2
O

経 路 日範

囲日対策の

方針③ 外郭防護2

浸水防止設備※ 2 O
設 置 の 方

針

O④ 内郭防護 浸水防護重点化範 基 本 設 計
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

※ 2

による

範 囲設 定

及び方針

浸水防止設備※ 2 O
仕 様 の 方

針

⑤海水ポンプ取水性
安全機能保持の評

十面
◎

評 価 の 妥

当性 ※4

⑥津波監視 津波監視設備※ 2 O
設 置 の 方

針

荷重設定 Ｏ

Ｏ

Ｏ

それ ぞれ

の方針
①津波防護施設 ※3 荷重組合せ

許容限界
計

け

討

項

設

お

検

事

に

る
②浸水防止設備 ※3 同 上 O 同 上

③津波監視設備 ※3 同 上 O 同 上

④漂流物対策 ※3 O
対 策 の 方

針

③津波影響軽減施設・

設備 ※3
O

設 置 時 の

方針

※1◎安全審査で妥当性を確認

O安全審査で方針等を確認 (設計の詳細は工事計画認可で確認 )

※2仕様、配置等の詳細については、基本設計段階では確定していないことから、

詳細設計段階で確認

※3施設 日設備毎の具体的な設計方針、検討方針 日構造・強度については、工事

計画認可において確認

※4施設 “設備の構造・強度については、工事計画認可において確認
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

3.基本事項

3.1敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等

敷地及び敷地周辺の図面等に基づき、以下を示している。

(1)敷地及び敷地周辺の地形、標高、河川の存在

高浜発電所の敷地は音海半島の根元部に位置する。敷地の地形は、北 `

西 B南側を標高 100～ 200m程度の山で囲まれており、中央部の平地は南西

一北東方向に延び若狭湾に臨んでいる。

敷地周辺の地形は、標高 150～ 200m程度の山なみが敷地の南側、北側を

走り、東側は直接高浜湾に、西側は内浦湾に臨んでいる。

また、発電所付近の河川としては敷地の南方約 5kmの ところに二級河川

の関屋川があり、また敷地西側境界に接 して渓流 (才谷川)がある。

(2)敷地における施設の位置、形状等

① 設計基準対象施設の津波防護対象設備等を内包する建屋及び区画とし

て、T.P,+3.5mの 敷地に原子炉格納施設、原子炉補助建屋 (補助建屋、

燃料取扱建屋、制御建屋、中間建屋及びディーゼル建屋)がある。

② 設計基準対象施設の津波防護対象設備を有する屋外設備としては、

T.P.+3.5mの 敷地に海水ポンプ室、T.P+5.2mの 高さに復水タンク、

T.P.+24.9mの 高さに燃料油貯油そうがある。

③ 津波防護施設として、取水路上に取水路防潮ゲー ト、放水口側の敷地に

放水口側防潮堤及び防潮扉、放水路沿いの屋外排水路に屋外排水路逆流

防止設備並びに放水ピットに 1号及び 2号炉放水ピット止水板、

④ 浸水防止設備として、海水ポンプエリア床面 T.P.+3.Omに 海水ポンプ室

浸水防止蓋、循環水ポンプ室床面に 1号炉は TP.+06m、 2号炉は

T.P.+0.5mに 、循環水ポンプ室浸水防止蓋を設置する。浸水防護重点化

海水ポンプ室 T.P.+7.lm、 2号炉海水ポンプ室 T.P.+7.lm及 び 3,4

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

3.基本事項

31敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等

敷地及び敷地周辺の図面等に基づき、以下を把握する。

(1)敷地及び敷地周辺の地形、標高、河川の存在

(2)敷地における施設 (以下、例示)の位置、形状等

① 耐震Sク ラスの設備を内包する建屋

② 耐震Sク ラスの屋外設備

③ 津波防護施設 (防潮堤、防潮壁等)

④ 浸水防止設備 (水密扉等)※
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

範囲境界壁のうち、中間建屋、制御建屋及びディーゼル建屋の壁貫通部

に水密扉の設置及び貫通部上水処置を実施する。

⑤ 津波監視設備として、3号炉原子炉格納施設壁面 T.P,+46.8m及 び4号

炉原子炉補助建屋壁面TP.+362mに 津波監視カメラを設置する。

⑥ 敷地内の遡上域の建物・構築物等としては、T.P.+35mの 敷地に使用済

燃料輸送容器保管建屋、協力会社事務所等がある。

(3)敷地周辺の人工構造物の位置、形状等

① 港湾施設として、発電所構内に物揚岸壁があり、燃料等輸送船が不定期

に停泊する。発電所構外には、内浦湾内に内浦港があり、輸送船が不定

期に停泊する。また、漁港として音海、上瀬、高浜湾内に小黒飯がある。

② 各々の漁港には防波堤が設置されている。

③ 海上設置物としては、周辺の漁港に船舶日漁船が約 140隻、浮き後が約

170床、発電所取水口にクラゲ防止網が設置されている。

④ 敷地周辺に民家、倉庫等がある。

⑤ 敷地前海域における海上交通としては、発電所沖合約 14kmに舞鶴から

小樽 (北海道)へのフェリー航路がある。

32敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等

321敷 地周辺の遡上 日浸水域の評価

【要求事項等への対応方針】

遡上 日浸水域の評価に当たつては、次に示す事項を考慮した津波シミュレ

ーションを実施して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を検討

する。

日敷地及び敷地周辺の地形とその標高

口敷地沿岸域の海底地形

・津波の敷地への侵入角度

口敷地及び敷地周辺の河川、水路の存在

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

⑤ 津波監視設備 (潮位計、取水ピット水位計等)※
※ 基本設計段階で位置が特定されているもの

⑥ 敷地内 (防潮堤の外側)の遡上域の建物 B構築物等 (一 般建物、鉄塔、

タンク等)

(3)敷地周辺の人口構造物 (以下は例示である。)の位置、形状等

① 港湾施設 (サイト内及びサイト外)

② 河川堤防、海岸線の防波堤、防潮堤等

③ 海上設置物 (係留された船舶等)

④ 遡上域の建物 E構築物等 (一般建物、鉄塔、タンク等)

⑤ 敷地前面海域における通過船舶

3。 2基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域

3.2.1敷地周辺の遡上 口浸水域の評価

【規制基準における要求事項等】

遡上・浸水域の評価に当たつては、次に示す事項を考慮 した遡上解析を実

施 して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を検討すること。

・敷地及び敷地周辺の地形とその標高

H敷地沿岸域の海底地形

・津波の敷地への侵入角度

日敷地及び敷地周辺の河川、水路の存在

・陸上の遡上・伝播の効果
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

ヨ陸上の遡上 日伝播の効果 口伝播経路上の人工構造物

・伝播経路上の人工構造物

【確認状況】

(1)上記の考慮事項に関して、津波シミュレーションの手法、データ及び条

件を以下のとおり確認している。

① 敷地については、敷地形状を適切にモデル化しており、メッシュサイズ

は最小 3125mと している。また、敷地周辺については、安全側評価のた

め、遡上を考慮しておらず、完全反射条件としている。

② 敷地沿岸域及び海底地形は、海上保安庁等による海底地形図、海上音波

探査結果及び取水口付近の深浅測量結果を使用する。また、取・放水路

(取水路及び非常用海水路等)の結元、敷地標高については、発電所の

竣工図を使用する。

③ 敷地に影響を及ぼす箇所には河川は存在していない。また、敷地内に存

在する取日放水路および遡上域のメッシュサイズを最小 3125mと して適

切にモデル化している。敷地周辺は安全側評価のため、遡上を考慮して

おらず、完全反射条件としている。

④ 陸上の遡上・伝播効果について、遡上 B伝播経路の状態に応じた解析モ

デル・解析条件が適切に設定された遡上域のモデルを作成する。

⑤ 伝播経路上の人工構造物については、図面を基に遡上影響を及ばす構造

物、津波防護施設を考慮する。津波の浸入に対して、津波防護施設で防

護する方針であるため、津波防護施設より内側の建屋等のモデル化を行

っていない。

(2)敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たつて以下のとおり確認する。

① 敷地の複数の評価地点の時刻歴波形を確認することにより、津波水位や

流速の経時変化を確認している。また、敷地周辺における時々刻々の水

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

B伝播経路上の人工構造物

【確認内容】

(1)上記の考慮事項に関して、遡上解析 (砂移動の評価を含む)の手法、デ

ータ及び条件を確認する。確認のポイントは以下のとおり。

① 敷地及び敷地周辺の地形とその標高について、遡上解析上、影響を及

ぼすものが考慮されているか。遡上域のメッシュサイズを踏まえ適切な

形状にモデル化されているか。

② 敷地沿岸域の海底地形の根拠が明示され、その根拠が信頼性を有する

ものか。

③ 敷地及び敷地周辺に河川、水路が存在する場合には、当該河川、水路

による遡上を考慮する上で、遡上域のメッシュサイズが十分か、また、

適切な形状にモデル化されているか。

④ 陸上の遡上・伝播の効果について、遡上、伝播経路の状態に応じた解

析モデル、解析条件が適切に設定されているか。

⑤ 伝播経路上の人工構造物について、遡上解析上、影響を及ぼすものが

考慮されているか。遡上域のメッシュサイズを踏まえ適切な形状にモデ

ル化されているか。

(2)敷地周辺の遡上 B浸水域の把握に当たつての考慮事項に対する確認のポ

イントは以下のとおり。

① 敷地前面 B側面及び敷地周辺の津波の侵入角度及び速度、並びにそれ

らの経時変化が把握されているか。また、敷地周辺の浸水域の寄せ波 日
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位分布図や流速分布図により、津波の侵入角度についても確認 してい

る。

② 敷地の形状及び津波防護施設をモデル化して計算を実施しており、津波

防護施設を越流しないことを確認している。

③敷地に影響を与えるような、標高の局所的な変化、河川及び水路等はな

いため、遡上波の敷地への回り込みの可能性は考えられない。

3.2.2地震 H津波による地形等の変化に係る評価

【要求事項等への対応方針】

次に示す可能性について検討し、可能性がある場合は、敷地への遡上経路

に及ぼす影響を検討する。

日地震に起因する変状による地形、河川流路の変化

・繰り返し襲来する津波による洗掘 B堆積により地形、河川流路の変化

【確認状況】

(1)津波シミュレーション結果を踏まえ、遡上及び流下経路上の地盤並びに

その周辺の地盤について、地震による液状化、流動化又はすべり、もしく

は津波による地形変化、標高変化について検討 し、遡上波が津波防護施設

を越流 して敷地に到連する可能性が無いことを確認 した。

(2)敷地西側に才谷川が存在するが、発電所と才谷川は標高約 100mの 山を隔

てており、敷地への遡上波に影響することはない。取水路及び放水路が存

在するが、取水路防潮ゲー ト及び放水口側防潮堤等を設置 しており、遡上

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

引き波の津波の遡上 口流下方向及びそれらの速度について留意されてい

るか。

② 敷地前面又は津波浸入方向に正対した面における敷地及び津波防護施

設について、その標高の分布と施設前面の津波の遡上高さの分布を比較

し、遡上波が敷地に地上部から到達 B流入する可能性が考えられるか。

③ 敷地及び敷地周辺の地形、標高の局所的な変化、並びに河川、水路等

が津波の遡上・流下方向に影響を与え、遡上波の敷地への回り込みの可

能性が考えられるか。

322地 震・津波による地形等の変化に係る評価

【規制基準における要求事項等】

次に示す可能性が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検

討すること。

H地震に起因する変状による地形、河川流路の変化

B繰 り返し襲来する津波による洗掘・堆積により地形、河川流路の変化

【確認内容】

(1)(3.2.1)の 遡上解析結果を踏まえ、遡上及び流下経路上の地盤並びにそ

の周辺の地盤について、地震による液状化、流動化又はすべり、もしくは

津波による地形変化、標高変化が考えられる場合は、遡上波の敷地への到

達 (回 り込みによるものを含む)の可能性について確認する。なお、敷地

の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に対して障壁となっている場合は、

当該斜面の地震時及び津波時の健全性について、重要施設の周辺斜面と同

等の信頼性を有する評価を実施する等、特段の留意が必要である。

(2)敷地周辺の遡上経路上に河川、水路が存在 し、地震による河川、水路の

堤防等の崩壊、周辺斜面の崩落に起因して流路の変化が考えられる場合

は、遡上波の敷地への到達の可能性について確認する。
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波の敷地への到達の可能性が無いことを確認 した。

(3)高浜発電所への津波の浸入経路は、敷地及びプラン トの配置より、取水

口側と放水口付近の 2箇所である。このうち、放水口付近は、埋立層およ

び沖積層が分布 し基準地震動 Ssが作用 した場合地盤が液状化により沈下

するおそれがあることから、有効応力解析により沈下量を算出し、津波シ

ミュレーションに反映 している。初期潮位は朔望平均満潮位 T,P.+049m

とし、潮位のパラツキ 0.15mに ついては津波シミュレーションより求めた

津波水位に加えることで考慮する。

液状化により地盤が沈下し、津波が放水口側防潮堤の下から回り込む懸

念に対しては、地中部に鋼矢板及びコンクリー ト基礎を設置することによ

り防護する。

取水口側の流入経路の大半は岩盤であり取水口についても地盤改良を行

つていることから、基準地震動 Ssが作用 した場合においても沈下は殆ど生

じない。また、取水路防潮ゲー トおよび取水ロケーソン周辺斜面について

も、基準地震動 Ssに対する安定性を評価 した結果いずれについてもすべ り

安全率は評価基準値を満足しており、斜面の変状 (崩 壊)が津波の遡上に

影響を及ばさないことを確認 している。また、取水路上に内浦大橋 (県道 )

が架橋 しているが、落橋防止対策がされており、万一落橋 したとしても、

落橋位置で津波が一時的に競 り上がる可能性はあるものの取水路を完全閉

塞する形状となることは考えにくく、敷地奥への津波の遡上高さに影響す

ることはない。

(4)地震による地盤変状、斜面崩落等の評価について、地質調査等に基づき

条件を設定し確認 している。

3.3入力津波の設定

【要求事項等への対応方針】

・基準津波については、「高浜発電所 1号炉及び 2号炉 基準津波の評価」に

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(3)遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当たつては、地形変化、標

高変化、河川流路の変化について、基準地震動 Ssに よる被害想定を基に

遡上解析の初期条件として設定していることを確認する。

(4)地震による地盤変状、斜面崩落等の評価については、適用する手法、デ

ータ及び条件並びに評価結果を確認する。

3.3入力津波の設定

【規制基準における要求事項等】

基準津波は、波源域から沿岸域までの海底地形等を考慮 した、津波伝播及
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て説明する。

・入力津波は、基準津波の波源から各施設 B設備等の設置位置において算定

される時刻歴波形として設定している。

口基準津波の設定に当たつては、敷地及び敷地周辺をモデル化し、津波によ

る局所的な海面の励起を評価できるモデルを用いていることを確認 して

いる。

【確認状況】

(1)入力津波は、海水面の基準レベルから算定した水位変動量を表示してい

る。潮位変動等については、入力津波を設計、評価に用いる場合に考慮 し

ている。

(2)入力津波の設定に当たつては、津波の高さ、速度、津波波力に着目し、

各施設 日設備において算定された数値を安全側に評価 した値を入力津波高

さや速度として設定することで、各施設 B設備の構造・機能の損傷に影響

する浸水高、波カ ロ波圧について安全側に評価 している。また、津波防護

施設等の新規の施設・設備の設計においては、入力津波高さ以上の高さの

津波を設計荷重とし、より安全側の評価を行っている。なお、津波防護施

設等の構造に影響する洗掘力、浮力が生じる可能性がある場所においては、

地表面舗装を実施するなどの対策を実施 している。

(3)取水路防潮ゲー ト、放水口側防潮堤、防潮扉、屋外排水路逆流防止設備

並びに 1号及び 2号炉放水路ピット止水板に対し最も大きな影響を与える

波形を入力津波として設定している。

敷地への津波の流入及び水位変動に伴う取水性低下による海水ポンプヘ

の影響を防ぐため取水路防潮ゲー トを設置 し、発電所を含む地域に大津波

警報が発表された場合、原則、循環水ポンプ停止後、取水路防潮ゲー トを

開止する手順等を定めることから、大津波警報が発表された場合で、取水

路防潮ゲー ト閉止後に敷地に到達する津波については、取水路防潮ゲー ト

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

び遡上解析により時刻歴波形として設定していること。入力津波は、基準津

波の波源から各施設 B設備等の設置位置において算定される時刻歴波形とし

て設定していること。基準津波及び入力津波の設定に当たつては、津波によ

る港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適切に評価 し考慮すること。

【確認内容】

(1)入力津波は、海水面の基準 レベルからの水位変動量を表示 しているこ

と。なお、潮位変動等については、入力津波を設計又は評価に用いる場合

に考慮するものとする。

(2)入 力津波の設定に当たつては、入力津波が各施設・設備の設計に用いる

ものであることを念頭に、津波の高さ、津波の速度、衝撃力等、着目する

荷重因子を選定した上で、各施設 日設備の構造・機能損傷モー ドに対応す

る効果 (浸水高、波力 B波圧、洗掘力、浮力等)が安全側に評価されるこ

とを確認する。

(3)施設が海岸線の方向において広がりを有している場合 (例 えば敷地前面

の防潮堤、防潮壁)は、複数の位置において荷重因子の値の大小関係を比

較し、当該施設に最も大きな影響を与える波形を入力津波として設定して

いることを確認する。



識
――
謝

瀬
工
辣
Ｔ
郭
部
と
ｏ

高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

閉止を前提として評価する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド
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(4)取水口及び放水国内外で最高水位や傾向に大きな差異はなく、取水口及

び放水口近傍で局所的な海画の励起は生じていないことを確認している。

3.4津波防護方針の審査にあたっての考慮事項 (水位変動、地殻変動 )

【要求事項等への対応方針】

日入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位および、朔望平均潮位のば

らつきも考慮 して安全側の評価を実施する。

日潮汐以外の要因による潮位変動として、高潮について適切に評価 し考慮す

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(4)基準津波及び入力津波の設定に当たつては、津波による港湾内の局所的

な海面の固有振動の励起について、以下の例のように評価 し考慮している

ことを確認する。

① 港湾内の局所的な海面の固有振動に関しては、港湾周辺及び港湾内の

水位分布、速度ベク トル分布の経時的変化を分析することにより、港湾

内の局所的な現象として生じているか、生じている場合、その固有振動

による影響が顕著な範囲及び固有振動の周期を把握する。

② 局所的な海面の固有振動により水位変動が大きくなっている箇所があ

る場合、取水ピット、津波監視設備 (敷地の潮位計等)と の位置関係を

把握する。(設計上クリティカルとなる程度に応じて緩和策、設備設置

位置の移動等の対応を検討)

3.4津波防護方針の審査にあたつての考慮事項 (水位変動、地殻変動 )

【規制基準における要求事項等】

入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位 (注)を考慮 して安全側の

評価を実施すること。

注):朔 (新月)および望 (満 月)の日から 5日 以内に観測された、各月
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る。

地震により陸域の隆起または沈降が想定される場合、地殻変動による敷地

の隆起または沈降及び、強震動に伴う敷地地盤の沈下を考慮 して安全側の

評価を実施する。

【確認状況】

(1)津波計算で考慮する朔望平均潮位は、高浜発電所の南西約 20kmの観測地

点舞鶴検潮所 (気象庁所管)における観測記録に基づき設定している。

(2)上昇側の水位変動に対して朔望平均満潮位 T,P.+O.49m及 び潮位のパラ

ッキ0.15mを 考慮し、上昇側評価水位を設定している。また、下降側の水

位変動に対して朔望平均千潮位T,P.-0.01m及び潮位のバラツキ017mを考

慮し、下降側評価水位を設定している。

(3)潮汐以外の要因による潮位変動については、以下の通り評価し考慮して

いる。

① 観測地点舞鶴検潮所 (気象庁所管)における至近約 40年 (1969～ 2011

年)の潮位観測記録に基づき、高潮発生状況 (発生確率、台風等の高潮要

因)について示している。

② 高潮要因の発生履歴及びその状況を考慮して、高潮発生可能性とその程

度 (ハザー ド)について検討している。

③ 高潮発生可能性とその程度 (ハザー ド)について検討する。基準津波に

対するその他の評価地点における水位の年超過確率は 1併4～ 10-5程度で

あり、独立事象としての津波と高潮が重畳する可能性は極めて低いと考

えられるものの、高潮ハザー ドについては、プラント運転期間を超える

再現期間 100年 に対する期待値 T.P.+1.13mと し、入力津波で考慮した朔

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

の最高満潮面および最低干潮面を 1年以上にわたって平均した高さの水

位をそれぞれ、朔望平均満潮位および朔望平均干潮位という。

潮汐以外の要因による潮位変動についても適切に評価し考慮すること。地

震により陸域の隆起または沈降が想定される場合、地殻変動による敷地の

隆起または沈降及び、強震動に伴う敷地地盤の沈下を考慮して安全側の評

価を実施すること。

【確認内容】

(1)敷地周辺の港又は敷地における潮位観測記録に基づき、観測期間、観測

設備の仕様に留意の上、朔望平均潮位を評価 していることを確認する。

(2)上昇側の水位変動に対して朔望平均満潮位を考慮 し、上昇側評価水位を

設定していること、また、下降側の水位変動に対して朔望平均千潮位を考

慮 し、下降側評価水位を設定していることを確認する。

(3)潮汐以外の要因による潮位変動について、以下の例のように評価し考慮

していることを確認する。

① 敷地周辺の港又は敷地における潮位観測記録に基づき、観測期間等に

留意の上、高潮発生状況 (程度、台風等の高潮要因)について把握する。

② 高潮要因の発生履歴及びその状況、並びに敷地における汀線の方向等

の影響因子を考慮して、高潮の発生可能性とその程度 (ハザー ド)につ

いて検討する。

③ 津波ハザー ド評価結果を踏まえた上で、独立事象としての津波と高潮

による重畳頻度を検討した上で、考慮の可否、津波と高潮の重畳を考慮

する場合の高潮の再現期間を設定する。
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

望平均満潮位 T.P.+0.49m及 び潮位のバラツキ0.15mと の差である049m

を外郭防護の裕度評価において参照している。

(4)地震による陸域の隆起または沈降について、地殻変動量を適切に考慮 し、

安全側の評価を実施 している。

① 広域的な地殻変動を評価すべき波源は、基準津波 1の若狭海丘列付近断

層と基準津波 2の FO一A～ FO―B～熊川断層である

② 高浜発電所は若狭湾 (日 本海側)に位置しており、プレー ト間地震は考

慮対象外である。

③ 入力津波については、「日本海における大規模地震に関する調査検討会」

の波源モデルを踏まえて、Mansinha and Smylie(1971)の方法により算定

した敷地地盤の地殻変動量は、基準津波 1の若狭海丘列付近断層で±Om、

基準津波 2の FO一A～ FO―B～熊川断層で0.30mの 隆起である。

④ 基準津波 2に よる地殻変動が隆起であるので、下降側の水位変動に対す

る安全評価としては、対象物の高さに隆起量を加算した後で、下降側評

価水位と比較する。また、上昇側の水位変動に対して安全評価する際に

は、隆起しないものと仮定して、対象物の高さと上昇側評価水位を直接

比較する。

⑤ 基準地震動評価における震源モデルから算定される広域的な地殻変動

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(4)地震により陸域の隆起または沈降が想定される場合、以下の例のように

地殻変動量を考慮 して安全側の評価を実施 していることを確認する。

① 広域的な地殻変動を評価すべき波源は、地震の震源と解釈し、津波波

源となる地震の震源 (波源)モデルから算定される広域的な地殻変動を

考慮することとする。

② プレー ト間地震の活動に関連して局所的な地殻変動があつた可能性が

指摘されている場合 (南海 トラフ沿岸部に見られる完新世段丘の地殻変

動等)は、局所的な地殻変動量による影響を検討する。

③ 地殻変動量は、入力津波の波源モデルから適切に算定し設定すること。

④ 地殻変動が隆起又は沈降によって、以下の例のように考慮の考え方が

異なることに留意が必要である。

a)地殻変動が隆起の場合、下降側の水位変動に対して安全機能への影

響を評価 (以下「安全評価」という。)する際には、対象物の高さに隆

起量を加算した後で、下降側評価水位と比較する。また、上昇側の水

位変動に対して安全評価する際には、隆起しないものと仮定して、対

象物の高さと上昇側評価水位を直接比較する。

b)地殻変動が沈降の場合、上昇側の水位変動に対して安全評価する際

には、対象物の高さから沈降量を引算した後で、上昇側評価水と比較

する。また、下降側の水位変動に対して安全評価する際には、沈降し

ないものと仮定して、対象物の高さと下降側評価水位を直接比較す

る。

⑤ 基準地震動評価における震源モデルから算定される広域的な地殻変動
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

量は0.30mの 隆起が起こると評価している。

⑥ 基準地震動評価における震源において広域的な余効変動は確認されて

い充えい。

4.津波防護方針

41敷地の特性に応 じた津波防護の基本方針

【要求事項等への対応方針】

敷地の特性に応 じた津波防護方針は以下のとおりとする。

日敷地の特性に応 じた津波防護の基本方針を敷地及び敷地周辺全体図、施

設配置図等により明示する。

日津波防護施設、浸水防止施設、津波監視設備等として設置するものの概

要を網羅かつ明示する。

【確認状況】

(1)敷地の特性 (敷地の地形、敷地周辺の津波の遡上、浸水状況等)に応じ

た基本方針は以下のとおりである。

・重要な安全機能を有する施設の設置された敷地において、基準津波によ

る遡上波 (地震による広域的な隆起・沈降、地震による変状等を考慮)

を地上部から到達又は流入させない設計とするため、外郭防護として取

水路に取水路防潮ゲー ト、放水口側に放水口側防潮堤及び防潮扉、団

を設置する。また、取水路及び排水路等の経路から流

入させない設計とするため、外郭防護として放水路に屋外排水路逆流防

止設備並びに放水ピットに 1号及び2号炉放水ピット止水板、海水ボン

プエリアに海水ポンプ室浸水防止蓋、循環水ポンプ室に循環水ポンプ室

浸水防止蓋を設置する。重要な安全機能を内包する建屋については、遡

上波が到達しない十分に高い位置に設置されていることを確認する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

についても、津波に対する安全性評価への影響を検討する。

⑥ 広域的な余効変動が継続中である場合は、その傾向を把握し、津波に

対する安全性評価への影響を検討する。

4.津波防護方針

4.1敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

【規制基準における要求事項等】

敷地の特性に応 じた津波防護の基本方針が敷地及び敷地周辺全体図、施設

配置図等により明示されていること。津波防護施設、浸水防止設備、津波監

視設備等として設置されるものの概要が網羅かつ明示されていること。

【確認内容】

(1)敷地の特性 (敷地の地形、敷地周辺の津波の遡上、浸水状況等)に応じ

た基本方針 (前述 2の とおり)を確認する。
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口取水・放水施設及び地下部などにおいて、漏水する可能性を考慮の上、

漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する設

計とする。

・上記 2方針のほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建

屋及び区画については、浸水防護をすることにより津波による影響から

隔離可能な設計とする。

・水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する設

計とする。

日津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持できる

設計とする。

(2)敷地の特性に応 じた津波防護の概要 (外殻防護の位置及び浸水想定範囲
｀

の設定、並びに内郭防護の位置及び浸水防護重点化範囲の設定等)を示し

ている。設計基準対象施設の津波防護対象設備 (津波防護施設、浸水防止

設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を内包する建屋及び区画

として、原子炉格納施設、原子炉補助建屋 (補助建屋、燃料取扱建屋、制

御建屋、中間建屋及びディーゼル建屋 )、 海水ポンプ室、復水タンク、燃料

油貯油そうを設定する。

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とするため、

して取水路に取水路防潮ゲー ト、放水口側に放水口側防潮堤及び防潮扉

また、取水路及び排水路等の経路から流入させない設計とするため、外

郭防護として放水路に屋外排水路逆流防止設備、放水ピットに 1号及び 2

号炉放水ピット止水板、海水ボンプエリアに海水ポンプ室浸水防止蓋、循

環水ポンプ室に循環水ポンプ室浸水防止蓋を設置する。

設計基準対象施設の津波防護対象設備 (津波防護施設、浸水防止設備、

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を 内包する建屋及び区画につい

号炉海水ポンプ室、2号炉海水ポンプ室及び 3,4号炉海水ポンプ室に潮

計を設置する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(2)敷地の特性に応 じた津波防護の概要 (外殻防護の位置及び浸水想定範囲

の設定、並びに内郭防護の位置及び浸水防護重点化範囲の設定等)を確認

する。



沸
――
謝

削
二
郭
Ｔ
討
諄
誌
ω

高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

ては、津波による影響等から隔離可能な設計とするため、浸水防護重点化

範囲境界壁のうち、中間建屋、制御建屋及びディーゼル建屋とタービン建

屋の壁貫通部に水密扉の設置及び貫通部上水処置を実施する。

引き波時の水位低下に対して、海水ポンプの取水可能水位を下回らない

ように取水路防潮ゲー ト及び潮位計を設置する。

津波が発生した場合に、その影響を俯日敢的に把握するため、津波監視設

備として、 3号炉原子炉格納施設壁面及び 4号炉原子炉補助建屋壁面に津

波監視カメラ、1号炉海水ポンプ室、2号炉海水ポンプ室及び 3,4号炉海

水ポンプ室に潮位計を設置する。

さらに、津波影響軽減施設として、発電所周辺を波源とした津波の波力

を軽減するために取水ロカーテンウォールを設置する。

4.2敷地への浸水防止 (外郭防護 1)

4.2.1遡上波の地上部からの到達、流入の防止

【要求事項等への対応方針】

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画は、基準津

波による遡上波が到達 しない十分高い場所に設置 していることを確認し、基

準津波による遡上波が到達する高さにある場合には、津波防護施設、浸水防

止設備を設置することにより遡上波が到達 しないようにする。

【確認状況】

(1)敷地への浸水の可能性のある経路 (遡上経路)の特定(32.1)に おける敷

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

4.2敷地への浸水防止 (外郭防護 1)

4.2.1遡上波の地上部からの到達、流入の防止

【規制基準における要求事項等】

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び重要な安全機能を有

する屋外設備等は、基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置

すること。基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には、防潮堤等

の津波防護施設、浸水防止設備を設置すること。

【確認内容】

(1)敷地への浸水の可能性のある経路 (遡上経路)の特定
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地周辺の遡上の状況、浸水域の分布等を踏まえ、以下を確認している。

① 遡上波の地上部からの到達、流入の防止

・設計基準対象施設の津波防護対象設備 (津波防護施設、浸水防止設備、

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を 内包する建屋及び区画並

びに海水ポンプ室が設置されている周辺敷地高さは TP.+3.5m、 復水

タンクについては、TP+52mで あり、取水路、放水路から津波によ

る遡上波が地上部から到達 B流入する可能性があるため、津波防護施

設として取水路防潮ゲー ト、放水口側防潮堤、防潮扉、 1号及び2号

炉放水ピット止水板を設置する。なお、燃料油貯油そうについては、

T,P.+24.9mに設置されており、津波による遡上波は地上部から到達、

流入 しない。

② 既存の地山斜面、盛土斜画等の活用

地山斜面、盛土斜画等の活用はしていない。

(2)津波防護施設の位置・仕様

[取水路防潮ゲー ト]

・取水路側からの津波の流入防止を目的として、取水路を横断するように

設置するもので、鋼製のゲー ト扉体、ゲー ト落下機構、防潮壁及び鉄筋

コンクリー ト製の躯体等からなる構造物である。

[放水口側防潮堤]

・放水口側からの津波の流入防止を目的として、放水口側護岸沿い及び 1

号及び 2号炉放水路沿いに設置するもので、杭基礎に鋼製の上部工を設

置する杭基礎形式部と放水ピットに鉄筋コンクリー ト製の防潮壁を設置

する鉄筋コンクリー ト壁部と、セメン ト改良土による防潮堤を構築する

地盤改良部の 3種類からなる。

放水口側防潮堤のうち杭基礎形式部は、液状化対策による地盤改良を行

つた地盤に設置する。また、主要な構造体の境界部には、想定される荷

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(321)における敷地周辺の遡上の状況、浸水域の分布等を踏まえ、以

下を確認する。

① 重要な安全機能を有する設備又はそれを内包する建屋の設置位置 日高

さに、基準津波による遡上波が到達しないこと、または、到達しないよ

う津波防護施設を設置していること。

② 津波防護施設を設置する以外に既存の地山斜面、盛土斜画等の活用の

有無。また、活用に際して補強等の実施の有無。

(2)津波防護施設の位置 B仕様を確認する。

① 津波防護施設の種類 (防潮堤、防潮壁等)及び箇所

② 施設ごとの構造形式、形状
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重の作用を考慮 し、試験等にて止水性を確認 した止水ジョイン ト等で止

水処置を請 じる設計とする。

[防潮扉]

・ 1号及び 2号炉放水路脇の西側の敷地からの津波の流入防止を目的とし

て、放水口側防潮堤と連結するよう、鋼管杭に支持された鉄筋コンクリ

ー ト製の基礎の上に、アルミニウム合金製の防潮扉を設置する。

[屋外排水路逆流防止設備]

日放水口側護岸及び放水路に連接する屋外排水路からの津波の流入防止を

目的として設置するもので、ステンレス製のゲー ト構造物である。

[1号及び2号炉放水ピット止水板]

・放水ピットからの津波の流入防止を目的として、設置するもので、鋼製

の上水板からなる構造物である。

4.2.2取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(3)津波防護施設における浸水防止設備の設置の方針に関して、以下を確認

する。

① 要求事項に適合するよう、特定した遡上経路に浸水防止設備を設置す

る方針であること。

② 止水対策を実施する予定の部位が列記されていること。以下、例示。

a)電路及び電線管貫通部、並びに電気ボックス等における電線管内処

理

b)躯体開口部 (扉、排水口等 )

4.2.2取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止
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【要求事項等への対応方針】

取水路、放水路等の経路から、津波が流入する可能性のある経路を検討す

る。特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を防止する。

【確認状況】

(1)敷地への海水流入の可能性のある経路 (流入経路)の特定

以下の経路からの津波の流入を検討し、流入の可能性のある経路を下表

のとおり特定した。

流入経路

非常用海水路、海水ポンプ室、
海水管、海水管 トレンチ

取水路、循環水ポンプ室、循環水管

海水取水 トンネル、点検用 トンネル、
海水ポンプ室、海水管、海水管 トレンチ、連絡水路

取水路、循環水ポンプ室、循環水管

クリーンアップ排水管、復水処理建屋排水槽排水管

タービンブローダウン排水管、クリーンアップ排水管、
タービンサンプ排水管

海水管

循環水管、放水ピット、放水路

海水管

循環水管、放水ピット、放水管

集水枡、屋外排水管

海水系

循環水系

海水系

循環水系

その他配管

海水系

循環水系

海水系

循環水系

屋外排水路

1号及び2号炉

3号及び4号炉

1号及び2号炉

3号及び4号炉

1号及び2号炉

3号及び4号炉

取水路

放水路

(2)特定した流入経路における津波防護施設の配置・仕様については以下の

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

【規制基準における要求事項等】

取水路、放水路等の経路から、津波が流入する可能性について検討した上

で、流入の可能性のある経路 (扉、開口部、貫通部等)を特定すること。特

定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を防止すること。

【確認内容】

(1)敷地への海水流入の可能性のある経路 (流入経路)の特定以下のような

経路 (例示)か らの津波の流入の可能性を検討し、流入経路を特定してい

ることを確認する。

① 海域に連接する水路から建屋、土木構造物地下部へのバイパス経路 (水

路周辺の トレンチ開口部等)

② 津波防護施設 (防潮堤、防潮壁)及び敷地の外側から内側 (地上部、

建屋、土木構造物地下部)へのバイパス経路 (排水管、道路、アクセス

通路等)

③ 敷地前面の沖合から埋設管路により取水する場合の敷地内の取水路、

点検口及び外部に露出した取水ピット等 (沈砂池を含む)

④ 海域への排水管等

(2)特定した流入経路における津波防護施設の配置 〔仕様を確認する。
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とおりである。

[取水路防潮ゲー ト]

・取水路側からの津波の流入防止を目的として、取水路を横断するように

設置するもので、鋼製のゲー ト扉体、ゲー ト落下機構、防潮壁及び鉄筋

コンクリー ト製の躯体等からなる構造物である。

[放水口側防潮堤]

・放水口側からの津波の流入防止を目的として、放水口側護岸沿い及び 1

号及び 2号炉放水路沿いに設置するもので、杭基礎に鋼製の上部工を設

置する杭基礎形式部と放水ピットに鉄筋コンクリー ト製の防潮壁を設置

する鉄筋コンクリー ト壁部と、セメン ト改良上による防潮堤を構築する

地盤改良部の 3種類からなる。

放水口側防潮堤のうち杭基礎形式部は、液状化対策による地盤改良を行

った地盤に設置する。また、主要な構造体の境界部には、想定される荷

重の作用を考慮 し、試験等にて止水性を確認 した止水ジョイン ト等で止

水処置を請 じる設計とする。

[防潮扉 ]

・ 1号及び 2号炉放水路脇の西側の敷地からの津波の流入防止を目的とし

て、放水口側防潮堤と連結するよう、鋼管杭に支持された鉄筋コンクリ

ー ト製の基礎の上に、アルミニウム合金製の防潮扉を設置する。

[屋外排水路逆流防止設備 ]

・放水口側護岸及び放水路に連接する屋外排水路からの津波の流入防止を

目的として設置するもので、ステンレス製のゲー ト構造物である。

[1号及び 2号炉放水ピット止水板]

・放水ピットからの津波の流入防止を目的として、設置するもので、鋼製

の止水板からなる構造物である。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド

① 津波防護施設の種類 (防潮壁等)及び箇所

② 施設ごとの構造形式、形状
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(3)特定した流入経路における浸水防止設備

① 浸水防止設備として、海水ポンプエリア床面に海水ポンプ室浸水防止

蓋、循環水ポンプ室床面に循環水ポンプ室浸水防止蓋を設置する。

② 設置位置

B海水ポンプエリア床面 :海水ポンプ室浸水防止蓋

B循環水ポンプ室床面 :循環水ポンプ室浸水防止蓋

[浸水防止蓋]

・海水ポンプ設置床面高さは TP.+3.Omで あり、外郭防護の裕度評価で参

照する+049mを 考慮した場合は津波高さが T.P.+3.lmと なることから、

海水ポンプエリア床面並びに循環水ポンプ室床面に浸水防止設備として

海水ポンプ室浸水防止蓋及び循環水ポンプ室浸水防止蓋を設置する。

4.3漏水による重要な安全機能への影響防止 (外郭防護 2)

4.3.1漏水対策

【要求事項等への対応方針】

取水 日放水設備の構造上の特徴等を考慮 して、取水・放水施設や地下部等

における漏水の可能性を検討 している。

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定 (以下「浸水想定範囲」とい

う)する。

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路、浸水口 (扉 、開口

部、貫通口等)を特定する。

特定した経路、浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定

する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(3)特定した流入経路における浸水防止設備の設置の方針に関して、以下を

確認する。

① 要求事項に適合するよう、特定した流入経路に浸水防止設備を設置す

る方針であること。

② 浸水防止設備の設置予定の部位が列記されていること。以下、例示。

a)配管貫通部

b)電路及び電線管貫通部、並びに電気ボックス等における電線管内処

理

c)空調ゲク ト貫通部

d)躯体開口部 (扉、排水口等)

4.3漏水による重要な安全機能への影響防止 (外郭防護 2)

431漏 水対策

【規制基準における要求事項等】

取水 日放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水 日放水施設や地下部等

における漏水の可能性を検討すること

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定 (以下「浸水想定範囲」とい

う。)すること。

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路、浸水口 (扉、開ロ

部、貫通口等)を特定すること。

特定した経路、浸水日に対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定

すること。
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【確認状況】

(1)漏水の可能性の検討として、海水取水設備については海水ポンプ周辺

地盤及び前面壁の高さがT.P.+35mで あり、津波は地上部から到達、流入

はしない。 1号及び2号機海水ポンプの据付エリアの床面高さは

T,P,+3.Omで あり、 1号及び2号炉海水ポンプ室前の入力津波高さは

T.P.+2.6mで あるが、保守的に高潮との重畳を考慮した場合、海水ポンプ

エリア開口部が津波の浸水経路となる可能性がある。また、海水ポンプ

エリアに隣接する循環水ポンプ室は、 1号機循環水ポンプの据付エリア

の床面高さがT.P.+0.6m、 2号機循環水ポンプの据付エリアの床面高さが

T,P.+0.5mで あり、基準津波が流入する可能性があるため、漏水が継続す

ることによる浸水の範囲 (以下「浸水想定範囲」)と して想定する。

浸水想定範囲への浸水の可能性のある経路として、海水ポンプエリア

及び循環水ポンプ室床面に開口部が存在するため、浸水防止設備として

海水ポンプ室浸水防止蓋及び循環水ポンプ室浸水防止蓋を設置する。こ

れらの浸水防止蓋は、ステンレス製の蓋であり、蓋と床面の間にゴム板

を挿入、蓋と床面はボル トにて締め付け固定することで漏水を防止する。

(2)浸水想定範囲である海水ポンプエリア及び循環水ポンプ室は、以下の①

～③の理由により、浸水の可能性はない。

① 海水ポンプエリア床面貫通箇所については、浸水対策を実施しており、

津波時においても浸水防止機能が充分に保持できる設計としている。

② 循環水ポンプ室床面貫通箇所については、浸水対策を実施しており、津

波時においても浸水防止機能が充分に保持できる設計としている。

③ 海水ポンプのグランド部高さは T,P+39mで あり、一方、循環水ポンプ

のグランド部高さは 1号炉については T,P,+49m、 2号炉については

TP+4.8mで あり、海水ポンプ室前面の津波高さT.P.+2.6mよ り高い位

置にあることから、浸水の可能性がある経路とはならない。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

【確認内容】

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。なお、後段規制 (工事

計画認可)においては、浸水想定範囲、浸水経路 日浸水口 日浸水量及び浸

水防止設備の仕様について、確認する。
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43.2安全機能への影響確認

【要求事項等への対応方針】

浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備等がある場合は、防水区

画化する。

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し、安全機能への影響がない

ことを確認する。

【確認状況】

浸水想定範囲である循環水ポンプ室の周辺には、重要な安全機能を有する

屋外設備である海水ポンプが設置されているため、海水ポンプ室を防水区画

化する。

海水ポンプの安全機能に対しては、モータ本体、電源ケーブル、現場操作

箱及び電源からの影響が考えられる。

電源ケーブルは端子台高さがモータ下端より約 024m高 く、また現 場操

作箱下端高さは、 1号機が T.P,+5.32m、 2号機が T,P,+5.18mで あるため、

機能を維持できる水位としては、モータ下端高さT.P.+4.67mと なる。さらに、

電源については常用電源回路と分離しており、地絡影響は回避できる系統と

なっている (図-2-3-9,表 -2-3-2)。

なお、海水ポンプモータについては、予備品 (1,2号機で 2台)を確保し

ており、津波の影響を受けないT.P.+10.Omに 保管している。

2.3(1)で述べたように海水ポンプエリア及び循環水ポンプ室には、浸水

防止設備として海水ポンプ室浸水防止蓋及び循環水ポンプ室浸水防止蓋を

設置するため、床面からの浸水はない設計としている。これらの浸水防止

蓋は、ステンレス製の蓋であり、蓋と床面の間にゴム板を挿入、蓋と床面

はボル トにて締め付け固定することで漏水を防止する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

4.3.2安全機能への影響確認

【規制基準における要求事項等】

浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備等がある場合は、防水

区画化すること。

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し、安全機能への影響がな

いことを確認すること。

【確認内容】

(1)要求事項に適合する影響確認の方針であることを確認する。なお、後段

規制 (工事計画認可)においては、浸水想定範囲、浸水経路 二浸水口 B浸

水量及び浸水防止設備の仕様を確認する。
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4.3.3排水設備設置の検討

【要求事項等への対応方針】

浸水想定範囲である海水ボンプエリアにおいて浸水を検討し、長期間の冠

水が想定される場合は、排水設備を設置する。

【確認状況】

(1)重要な安全機能を有する設備等内包する建屋及び区画のうち、最も津波

が接近すると考えられる 1号及び2号炉海水ポンプエリアにおいても、浸

水する可能性はないことから、排水設備は不要である。

44重要な安全機能を有する施設の隔離 (内郭防護 )

4.4.1浸水防護重点化範囲の設定

【要求事項等への対応方針】

・設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画について

は、浸水防護重点化範囲として明確化する。

【確認状況】

(1)設計基準対象施設の津波防護対象設備 (津波防護施設、浸水防止設備、

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を内包する建屋及び区画は、原

子炉格納施設、原子炉補助建屋 (補助建屋、燃料取扱建屋、制御建屋、中

間建屋及びディーゼル建屋 )、 海水ポンプ室、復水タンク並びに燃料油貯油

そうであり、津波に対する浸水防護重点化範囲として設定し、機器配置図

等で示している。

(2)現段階において、設計基準対象施設の津波防護対象設備 (津波防護施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を内包する建屋

および区画については、浸水防護重点化範囲として設定し、機器配置図等

で明確化 している。位置が確定していない設備等に対しては、工認段階で

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

4.3.3排水設備設置の検討

【規制基準における要求事項等】

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、排水設備を設置

すること。

【確認内容】

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。なお、後段規制 (工事

計画認可)においては、浸水想定範囲における排水設備の必要性、設置す

る場合の設備仕様について確認する。

44重要な安全機能を有する施設の隔離 (内郭防護 )

441浸 水防護重点化範囲の設定

【規制基準における要求事項等】

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区画については、浸水

防護重点化範囲として明確化すること

【確認内容】

(1)重要な安全機能を有する設備等 (耐震 Sク ラスの機器 日配管系)の うち、

基本設計段階において位置が明示されているものについては、それらの設

備等を内包する建屋、区画が津波防護重点範囲として設定されていること

を確認する。

(2)基本設計段階において全ての設備等の位置が明示されているわけでは

ないため、工事計画認可の段階において津波防護重点化範囲を再確認する

必要がある。したがつて、基本設計段階において位置が確定していない設

備等に対しては、内包する建屋及び区画単位で津波防護重点化範囲を工認



酬
日
謝

ｗ
二
郭
Ｔ
郭
部
占
ふ

高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

浸水防護重点化範囲として再設定する方針としている。

4.4.2浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

【要求事項等への対応方針】

津波による浴水を考慮した浸水範囲、浸水量を安全側に想定する。

浸水範囲、浸水量の安全側の想定に基づき、浸水防護重点化範囲への浸水

の可能性のある経路、浸水口 (貫通口等)はないことを確認している。

浸水防護重点化範囲の境界にある扉、貫通部等に対して、T.P.+10.lmま で

の浸水対策を実施している。

【確認状況】

(1)地震後の津波による浴水の影響としては、以下の a及び bの事象が考え

られ、各事象に関して浸水防護重点化範囲への影響を評価 している。

a 地震に起因するタービン建屋内の循環水管伸縮継手の破損により、津波

が循環水管に流れ込み、循環水管の損傷箇所を介して、タービン建屋内

に流入することが考えられる。このため、タービン建屋内に流入した津

波により、タービン建屋に隣接する浸水防護重点化範囲 (中 間建屋、制

御建屋及びディーゼル建屋)への影響を評価 した。

b.地下水については、地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範囲へ与え

る影響について評価する。

なお、浸水防護重点化範囲の境界にある扉、貫通部に対 して、

T.P.+10.lmま での浸水対策を実施 している。

(2)津波による浴水を考慮 した浸水範囲、浸水量については、地震による浴

水の影響も含めて、以下の例のように安全側の想定を実施する方針である

ことを確認する。

① タービン建屋内の浴水については、循環水管の伸縮継手の全円周状の破

損を想定し、循環水管の損傷箇所からの津波の流入量がタービン建屋空

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

段階で設定することが方針として明記されていることを確認する。

442浸 水防護重点化範囲の境界における浸水対策

【規制基準における要求事項等】

津波による浴水を考慮した浸水範囲、浸水量を安全側に想定すること。浸

水範囲、浸水量の安全側の想定に基づき、浸水防護重点化範囲への浸水の可

能性のある経路、浸水口 (扉、開口部、貫通口等)を特定し、それらに対し

て浸水対策を施すこと。

【確認内容】

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。なお、後段規制 (工事

計画認可)においては、浸水範囲、浸水量の想定、浸水防護重点化範囲ヘ

の浸水経路・浸水口及び浸水防止設備の仕様について、確認する。

(2)津波による浴水を考慮した浸水範囲、浸水量については、地震による浴

水の影響も含めて、以下の例のように安全側の想定を実施する方針である

ことを確認する。

① 地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配管の損傷による建屋

内への津波及び系統設備保有水の浴水、下位クラス建屋における地震時
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

間部に滞留するものとして浴水水位を算出した。

② 地震B津波による屋外循環水系配管や敷地内のタンク等の損傷による敷

地内への津波及び系統設備保有水の浴水等の事象については内部浴水に

て評価している。

③ 循環水系機器 日配管損傷による津波浸水量については、入力津波の時刻

歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来を考慮し、タービン建屋の浴水

水位は津波等の流入の都度上昇するものとして計算した。また、ピット

水位が低い場合、流入経路を逆流してタービン建屋外へ流出する可能性

があるが、保守的に一度流入したものは流出しないものと考える。

④ 機器 日配管等の損傷による浴水量については、内部浴水の評価にて考慮

して算定している。

③ 地震によるタービン建屋の地下部外壁からの流入については、タービン

建屋付近の地下水位を考慮し、別途実施する内部浴水の影響評価でのタ

ービン建屋の想定浸水水位との比較評価を行う。

⑥ 津波及び浴水により浸水を想定するタービン建屋において、施工上生じ

うる建屋間の隙間部には、止水処置を行い、浸水防護重点化範囲への浸

水を防止する設計とする。なお、 1号及び2号炉のタービン建屋につい

ては、建屋内で繋がつていることから、あわせて浴水量評価を実施する

ものとする。

4.5水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止

4.5。 1非常用海水冷却系の取水性

【要求事項等への対応方針】

・非常用海水冷却系の取水性については、次に示すとおりである。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

の ドレン系ポンプの停止による地下水の流入等の事象が想定されてい

ること。

② 地震・津波による屋外循環水系配管や敷地内のタンク等の損傷による

敷地内への津波及び系統設備保有水の浴水等の事象が想定されている

こと。

③ 循環水系機器・配管損傷による津波浸水量については、入力津波の時

刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの来襲が考慮されていること。

④ 機器 B配管等の損傷による浴水量については、内部浴水における浴水

事象想定を考慮して算定していること。

⑤ 地下水の流入量については、例えば、 ドレン系が停止した状態での地

下水位を安全側 (高め)に設定した上で、当該地下水位まで地下水の流

入を考慮するか、又は対象建屋周辺の ドレン系による 1 日当たりの排

水量の実績値に対して、外部の支援を期待しない約7日 間の積算値を

採用する等、安全側の仮定条件で算定していること。

⑥ 施設・設備施工上生じうる隙間部等についても留意 し、必要に応じて

考慮すること。

45水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止

4.51非常用海水冷却系の取水性

【規制基準における要求事項等】

非常用海水冷却系の取水性については、次に示す方針を満足すること。
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

日基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持できる設計と

する。

・基準津波による水位の低下に対して冷却に必要な海水が確保できる設計

とする。

【確認状況】

(1)取水路の特性を考慮した海水ポンプ位置の評価水位を適切に算定してい

る。ポイントは以下のとおり。

① 基準津波による水位の低下に伴う取水路等の特性を考慮した海水ポン

プ位置の評価水位を適切に算出するため、津波シミュレーションにおい

て管路部分に仮想スロットモデルによる一次元不定流の連続式及び運動

方程式を組み込んだ詳細数値計算モデルにより管路解析を併せて実施す

る。また、その際、取水日から海水ポンプ室に至る系統をモデル化し、

管路の形状、材質及び表面の状況に応じた摩擦損失を考慮するとともに、

貝付着及びスクリーンの有無並びに取水路防潮ゲー トの開口幅、取水口

ケーソン重量コンクリー トの有無を考慮し、計算結果に潮位のバラツキ

の加算や安全側に評価した値を用いるなど、計算結果の不確実性を考慮

した評価を実施する。

② 取水路の形状や材質を考慮し、摩擦損失の計算におけるマニング粗度係

数としては、開水路において 0.015、 閉管路 (海水路 トンネル、1,2号炉

非常用海水路及び海水路)において 0020を用いて計算している。

(2)前述 (3.4(4))の とおり地殻変動量を安全側に考慮して、水位低下に対

する耐性 (海水ポンプの仕様、取水日の資料、取水路又は取水ピットの仕

様等)について、以下を確認している。

① l号及び2号炉海水ポンプ室前の入力津波高さは、TP.-2.3mで あり、

1号及び 2号機海水ポンプの取水可能水位 T.P.-3.21m、 地盤変動量

030m隆起を考慮しT.P-291mを 上回ることから、水位低下によつても

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

口基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持できる設計で

あること。

・基準津波による水位の低下に対して冷却に必要な海水が確保できる設計

であること。

【確認内容】

(1)取水路の特性を考慮した海水ポンプ位置の評価水位が適切に算定され

ていることを確認する。確認のポイントは以下のとおり。

① 取水路の特性に応じた手法が用いられていること。(開水路、閉管路の

方程式)

② 取水路の管路の形状や材質、表面の状況に応じた摩擦損失が設定さ

れていること。

(2)前述 (34(4))の とおり地殻変動量を安全側に考慮 して、水位低下に対

する耐性 (海水ポンプの仕様、取水国の資料、取水路又は取水ピットの仕

様等)について、以下を確認する。

① 海水ポンプの設計用の取水可能水位が下降側評価水位を下回る等、水

位低下に対して海水ポンプが機能保持できる設計方針であること。
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② 引き波時の水位低下に対して、海水ポンプの取水可能水位を下回らない

ように取水路防潮ゲー ト及び潮位計を設置する。また、循環水ポンプ室

及び海水ポンプ室は隣接しているため、発電所を含む地域に大津波警報

が発表された場合又は通常の潮汐とは異なる潮位変動を把握した場合、

引き波時における海水ポンプの取水量を確保するため、原則、循環水ポ

ンプを停止 (プラント停止)し、取水路防潮ゲー トを閉止する手順を整

備する。

高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

海水ポンプは機能保持できる。

4.5.2津波の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能保持確認

【要求事項等への対応方針】

日基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積を適切に評価する。

・基準津波に伴う取水口付近の漂流物を適切に評価する。

・非常用海水冷却系については、次に示す方針を満足すること。

日基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積、陸上斜面崩壊による

土砂移動・堆積及び漂流物に対して取水口及び取水路の通水性は確保でき

る設計であることを確認する。

・基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対して海水ポンプが機能

保持できる設計であることを確認する。

【確認状況】

(1)基準津波による砂移動に対する取水性確保

取水回は、非常用海水路呑み口底面が T.P-5.Omで あり、取水口底版

T.P.-6.2mよ り約 1.2m高い位置にある、また、非常用海水路の高さは約

2.Om、 幅は約 20m、 海水ポンプ室は、海水ポンプ下端から床面まで約 1号

炉は約 5.95m、 2号炉は約 6.05mと なっている。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

② 引き波時の水位が実際の取水可能水位を下回る場合には、下回つてい

る時間において、海水ポンプの継続運転が可能な貯水量を十分確保でき

る取水路又は取水ピットの構造仕様、設計方針であること。なお、取水

路又は取水ピットが循環水系と非常系で併用される場合においては、循

環水系運転継続等による取水量の喪失を防止できる措置が施される方

針であること。

4.5。 2津波の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能保持確認

【規制基準における要求事項等】

基準津波に伴う取水日付近の砂の移動・地積が適切に評価されているこ

と。基準津波に伴う取水口付近の漂流物が適切に評価されていること。非常

用海水冷却系については、次に示す方針を満足すること。

・基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積、陸上斜面崩壊によ

る土砂移動・堆積及び漂流物に対して取水口及び取水路の通水性が確保

できる設計であること。

・基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対 して海水ボンプが機

能保持できる設計であること。

【確認内容】

(1)基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積については、(3.21)の 遡

上解析結果における取水口付近の砂の堆積状況に基づき、砂の堆積高さが

取水口下端に到達 しないことを確認する。取水口下端に到達する場合は、

取水口及び取水路が閉塞する可能性を安全側に検討 し、閉塞 しないことを

確認する。「安全側Jな検討とは、浮遊砂濃度を合理的な範囲で高めてパラ
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

砂移動に関する数値シミュレーションを実施した結果、基準津波による

砂移動に伴う砂堆積量は、海水取水 トンネル呑み口において約 0.02m、 海

水ポンプ室において約 0.24mで あり、砂の堆積に伴つて、非常用海水路呑

み日から海水ポンプ下端までの海水取水経路が閉塞することはない。

(2)混入した浮遊砂に対する取水性確保

海水ポンプ取水時に浮遊砂の一部が軸受潤滑水としてポンプ軸受に混入

したとしても、海水ポンプの軸受に設けられた異物逃がし溝から排出され

る構造とする。また、仮に砂が混入した場合においても、海水ポンプの軸

受に設けられた約 3.7mmの 異物逃がし溝から排出される構造とする。

これに対して、発電所周辺の砂の平均粒径は約 0 2mmで 、数ミリ以上の

砂はごくわずかであることに加えて、粒径数ミリの砂は浮遊 し難いもので

あることを踏まえると、大きな粒径の砂は殆ど混入 しないと考えられ、砂

混入に対して海水ポンプの取水機能は維持できる。

(3)基準津波に伴つて漂流物になり得る船舶等が取水性に影響を及ばさない

ことを漂流物評価フローに基づき確認 した。なお、漂流物となる可能性の

ある施設 日設備として発電所周辺約 5kmの範囲を網羅的に調査 した結果、

漁船・輸送船等の船舶、浮き後、クラゲ防止網等を選定した。定期船に関

しては、発電所沖合約 14kmに 定期航路があるが、半径 5km以内の敷地前面

海域にないことから発電所に対する漂流物とならない。

設置物については、地震で倒壊する可能性のあるものは倒壊させた上で、

浮力計算により漂流するか否かの検討を行う。この内、船舶については、

漁船及び燃料等輸送船が挙げられる。停泊中の漁船については、津波の流

向に対し、停泊地の位置・地形を考慮すると発電所に対する漂流物とはな

らない。

基準津波の津波シミュレーション結果によると、取水日付近については

取水路防潮ゲー トまで、物揚岸壁付近については放水口側防潮堤及び防潮

扉まで津波が遡上する。基準地震動による液状化等に伴う敷地の変状を考

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

メータスタディすることによって、取水口付近の堆積高さを高めに、また、

取水路における堆積砂混入量、堆積量を大きめに算定すること等が考えら

れる。

(2)混入 した浮遊砂は、取水スクリーン等で除去することが困難なため、

海水ポンプそのものが運転時の砂の混入に対 して軸回着 しにくい仕様で

あることを確認する。

(3)基準津波に伴う取水口付近の漂流物については、(321)の遡上解析結果

における取水口付近を含む敷地前面及び遡上域の寄せ波及び引き波の方

向、速度の変化を分析 した上で、漂流物の可能性を検討し、漂流物により

取水日が閉塞 しない仕様の方針であること、又は閉塞防止措置を施す方針

であることを確認する。なお、取水スクリーンについては、異物の混入を

防止する効果が期待できるが、津波時には破損 して混入防止が機能 しない

だけでなく、それ自体が漂流物となる可能性が有ることに留意する必要が

ある。
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

慮 した場合、 3号及び4号炉放水ピット付近も津波が遡上する。これらを

踏まえ、基準津波により漂流物となる可能性のある施設 口設備が海水ポン

プの取水確保へ影響を及ぼさないことを確認する。

この結果、発電所構内で漂流する可能性があるものとして、放水口側の

協力会社事務所等があるが、放水口側防潮堤及び防潮扉で防護されるため、

取水性への影響はない。また、これらの設置位置及び津波の流向を考慮す

ると漂流物は取水口へは向かわない。

発電所構外で漂流する可能性があるものとして、発電所近傍で航行不能

になつた漁船が挙げられるが、取水口側は取水路防潮ゲー ト、放水口側は

放水口側防潮堤及び防潮扉により防護されるため、取水性への影響はない。

取水路防潮ゲー ト及び放水口側防潮堤の設計においては、漂流物として衝

突する可能性がある小型漁船を衝突荷重として評価する。

一部、取水口に向かう漁船については、取水路に沿つて取水路防潮ゲー

トに向かうが、万一、取水路内を漂流する場合においても、非常用海水路

呑み日前にとどまることはなく、また非常用海水路呑み日前面に閉塞防止

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド
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措置を設置することから、漂流物により非常用海水路呑み口が閉塞するこ

とはない。なお、閉塞防止措置については、非常用海水路の通水機能に影

響のない設計とする。

発電所近傍を通過する定期船に関しては、発電所沖合約 14kmに定期航路

があるが、半径 5km以内の敷地前面海域にないことから発電所に対する漂

流物とならない。

除塵装置であるロータリースクリーンについては、基準津波の流速に対

し、十分な強度を有 していることから、漂流物とはならず、取水性に影響

を及ぼすことはないことを確認 している。

4.6津波監視

【要求事項等への対応方針】

敷地への津波の繰り返 しの襲来を察知 し、津波防護施設、浸水防止設備の

機能を確実に確保するために、津波監視設備を設置する。

日津波監視カメラ

・潮位計

【確認状況】

津波監視設備は、津波襲来を監視でき、かつ基準津波の影響を受けない位

置に設置する。

設置位置は、津波監視カメラ (3号炉原子炉格納施設壁面 T.P.+468m、 4

号炉原子炉補助建屋壁面 T.P.+36.2m)、

津波監視カメラは光学及び赤外線撮象機能を有 し、昼夜問わず監視可能で

T.P+7.lm、 2号炉海水ポンプ室 T.P.+7.lm、 3, 4号炉海水ポンプ

T.P+4.6m)で ある。1号炉海水ボンプ室前面及び2号炉海水ポンプ室前面

入力津波高さ T,P,+2.6m又 は3, 4号炉海水ポンプ室前面の入力津波高

T.P.+2.9mに 対し、十分高い位置に設置している。

潮位計 (1号炉海水ポンプ

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

4.6津波監視

【規制基準における要求事項等】

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し、津波防護施設、浸水防止設備の

機能を確実に確保するために、津波監視設備を設置すること。

【確認内容】

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。また、設置の概要とし

て、おおよその位置と監視設備の方式等について把握する。
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ある。

津波監視カメラは、取水口・放水口側を監視できるものを各 1台設置し、

光学及び赤外線撮象機能を有し、昼夜問わず監視可能である。

潮位計は、上昇側及び下降側の津波高さを計測できるよう、 1号炉海水ポ

ンプ室及び2号炉海水ポンプ室に設置の潮位計については、T.P,約-9,9m～

T.P。 約+6.6mを測定範囲とし、3, 4号炉海水ポンプ室に設置の潮位計につ

いては、T.P.約-4.Om～ T.P.約+4.Omを 測定範囲とした設計としている。

5.施設 日設備の設計 ユ評価の方針及び条件

5.1津波防護施設の設計

【要求事項等への対応方針】

津波防護施設 (取水路防潮ゲー ト、放水口側防潮堤、防潮扉、屋外排水路

逆流防止設備並びに 1号及び 2号炉放水ピット止水板)については、その構

造に応じ、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転任1に

対する安定性を評価 し、越流時の耐性にも配慮 した上で、入力津波に対する

津波防護機能が十分に保持できるよう設計する。なお、津波監視設備と兼用

の潮位計については、津波の影響 (波 力、漂流物の衝突等)に対して、影響

を受けない位置へ設置することから、方針については「5,3津波監視設備の

設計」に基づく設計とする。

【確認状況】

(1)津波防護施設である取水路防潮ゲー ト、放水口側防潮堤、防潮扉及び屋

外排水路逆流防止設備の設計においては、その構造に応じ、波力による侵

食及び洗掘に対する抵抗性を確保し、またすべり及び転倒に対する安定性

を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機

能が十分に保持できるよう設計する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

5,施設・設備の設計 日評価の方針及び条件

5.1津波防護施設の設計

【規制基準における要求事項等】

津波防護施設については、その構造に応 じ、波力による侵食及び洗掘に対

する抵抗性並びにすべ り及び転佳1に対する安定性を評価 し、越流時の耐性に

も配慮 した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できるよう設

計すること。

【確認内容】

(1)要求事項に適合する設計方針であることを確認する。なお、後段規制 (エ

事計画認可)においては、施設の寸法、構造、強度及び支持性能 (地盤強

度、地盤安定性)が要求事項に適合するものであることを確認する。
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(2)以下の項目について、設定の考え方を示す。

① 荷重の組合せ

取水路防潮ゲー ト 常時荷重+地震荷重

常時荷重十津波荷重

常時荷重+津波荷重十余震荷重

常時荷重+津波荷重+漂流物荷重

常時荷重十地震荷重

常時荷重+津波荷重

常時荷重十津波荷重十余震荷重

常時荷重+津波荷重+漂流物荷重

常時荷重+地震荷重

常時荷重+津波荷重

常時荷重+津波荷重十余震荷重

常時荷重+津波荷重十漂流物荷重

常時荷重+地震荷重

常時荷重十津波荷重

常時荷重十津波荷重+余震荷重

常時荷重十地震荷重

常時荷重+津波荷重

常時荷重+津波荷重+余震荷重

放水口側防潮堤

防潮扉

屋外排水路逆流防止設備

¬号及び 2号炉放水ピット止水板

② 荷重の設定方法

a)常時荷重 :

b)地震荷重 :

c)津波荷重 :

自重を考慮する。

基準地震動を考慮する。

「港湾の施設の技術上の基準 日同解説 (平成 19年 )」 及

び津波避難ビルガイ ドラインに基づき設定する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(2)設計方針の確認に加え、入力津波に対して津波防護機能が十分保持でき

る設計がなされることの見通 しを得るため、以下の項目について、設定の

考え方を確認する。確認内容を以下に例示する。

① 荷重組合せ

a)余震が考慮されていること。耐津波設計における荷重組合せ : 常時

+津波、常時+津波+地震 (余震)

② 荷重の設定

a)津波による荷重 (波圧、衝撃力)の設定に関して、考慮する知見

(例 えば、国交省の暫定指針等)及 びそれらの適用性。

b)余震による荷重として、サイ ト特性 (余震の震源、ハザー ド)が考

慮され、合理的な頻度、荷重レベルが設定される。
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d)余震荷重  :水平方向に弾性設計用地震動 Sd-5H(NS)を 考慮 し、鉛直

方向に弾性設計用地震動 Sd-5vを考慮する。

e)漂流物荷重 :漂流物として総 トン数 10t級 (排水 トン数 30t)の 小型

漁船を考慮 し、「道路橋示方書 (I共通編・Ⅳ下部構造

編)・ 同解説」に基づき設定する。

f)放水口側防潮堤及び防潮扉については、堆積層及び盛土の上に設置さ

れており、基準地震動が作用 した場合、設置位置周辺の地盤が液状化

する可能性があることから、基礎杭に作用する側方流動力の影響を考

慮 し、津波防護機能が十分保持できるように設計する。

③ 許容限界

a)津波防護機能に対する機能保持限界として、当該構造物全体の変形能

力 (終局耐力時の変形)に対して十分な余裕を有し、止水性の面も踏

まえることにより津波防護機能を保持することを確認する。

5.2浸水防止設備の設計

【要求事項等への対応方針】

浸水防止設備 (海水ポンプ室浸水防止蓋、循環水ポンプ室浸水防止蓋、水

密扉、貫通部止水処置)については、浸水想定範囲における浸水時及び冠水

後の波圧等に対する耐性等を評価 し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力

津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。

【確認状況】

(1)

浸水防止設備 (海水ポンプ室浸水防止蓋、循環水ポンプ室浸水防止蓋、

水密扉、貫通部止水処置)については、基準地震動による地震力に対し

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

c)地震により周辺地盤に液状化が発生する場合、防潮堤基礎杭に作用

する側方流動力等の可能性を考慮すること。

③ 許容限界

a)津波防護機能に対する機能保持限界として、当該構造物全体の変形

能力 (終局耐力時の変形)に対して十分な余裕を有し、津波防護機能

を保持すること。(な お、機能損傷に至った場合、補修に、ある程度

の期間が必要となることから、地震、津波後の再使用性に着日した許

容限界にも留意する必要がある。)

5.2浸水防止設備の設計

【規制基準における要求事項等】

浸水防止設備については、浸水想定範囲における浸水時及び冠水後の波圧

等に対する耐性等を評価 し、越流時の耐性にも配慮 した上で、入力津波に対

して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計すること。

【確認内容】

(1)要求事項に適合する設計方針であることを確認する。なお、後段規制 (エ

事計画認可)においては、設備の寸法、構造、強度等が要求事項に適合す

るものであることを確認する。
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て浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。また、浸水時の波圧

等に対する耐性等を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波

に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。

日これらの浸水防止設備については、浸水時の波圧等に対する耐性等を評

価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。

日以下に浸水防止設備についての設計方針を示す。

海水ポンプ室浸水防止蓋及び循環水ポンプ室浸水防止蓋は、津波荷重

や地震荷重に対して浸水防止機能が十分保持できる設計とする。

なお、水密扉及び貫通部止水処置については、別途実施する浴水によ

る損傷等の防止において示す。

(2)、 (3)

以下に浸水防止設備について荷重組合せ、荷重の設定及び許容限界につ

いて考え方を示す。

なお、水密扉及び貫通部上水処置については、別途実施する浴水による

損傷等の防止において示す。

E荷重の組合せ

常時荷重、津波荷重及び地震荷重を適切に組合わせる。

① 常時荷重+地震荷重

② 常時荷重+津波荷重

③ 常時荷重+津波荷重十余震荷重

日荷重の設定

① 常時荷重 :自 重を考慮する。

② 地震荷重 :基準地震動を考慮する。

③ 津波荷重 :入力津波+高潮の影響を考慮する。

④ 余震荷重 :余震として、弾性設計用地震動Sd-1を考慮する。

・許容限界

浸水防止機能に対する機能保持限界として、地震後、津波後の再使

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(2)浸水防止設備のうち水密扉等、後段規制において強度の確認を要する設

備については、設計方針の確認に加え、入力津波に対して浸水防止機能が

十分保持できる設計がなされることの見通 しを得るため、津波防護施設と

同様に、荷重組合せ、荷重の設定及び許容限界 (当 該構造物全体の変形能

力に対して十分な余裕を有 し、かつ浸水防止機能を保持すること)の項目

についての考え方を確認する。

(3)浸水防止設備のうち床 ユ壁貫通部の上水対策等、後段規制において仕様

(施工方法を含む)の確認を要する設備については、荷重の設定と荷重に

対する性能確保についての方針を確認する。
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用性や、津波の繰 り返 し作用を想定し、止水性の面も踏まえることに

より当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有し、浸水防止

機能を保持していることを確認する。

5.3津波監視設備の設計

【要求事項等への対応方針】

津波監視設備については、津波の影響 (波力、漂流物の衝突等)に対して、

影響を受けにくい位置へ設置し、入力津波に対して津波監視機能が十分に保

持できるよう設計する。

【確認状況】

(1)設置位置は、津波監視カメラ (3号炉原子炉格納施設壁面 T.P,約 +46.3m、

4号炉原子炉補助建屋壁面 T,P.+36.2m)、 潮位計 (1号炉海水ポンプ室

T.P.+7.lm、 2号炉海水ポンプ室 T.P,+7.lm、 3,4号炉海水ポンプ室

T.P+4.6m)で ある。1号炉海水ポンプ室前面及び 2号炉海水ポンプ室前面

の入力津波高さT.P.+2.6m又 は 3,4号炉海水ポンプ室前面の入力津波高さ

T.P.+2.9mに 対し、十分高い位置に設置している。

(2)津波監視設備は以下の 2つの条件で評価を行い、入力津波に対して津波

監視機能が十分に保持できるよう設計することとしている。

① 常時荷重+地震荷重

② 常時荷重十津波荷重

③ 常時荷重+津波荷重+余震荷重

余震荷重として、弾性設計用地震動 Sd-1を考慮する。

5.4施設 H設備等の設計・評価に係る検討事項

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

5.3津波監視設備の設計

【規制基準における要求事項等】

津波監視設備については、津波の影響 (波力、漂流物の衝突等)に対して、

影響を受けにくい位置への設置、影響の防止策 B緩和策等を検討し、入力津

波に対して津波監視機能が十分に保持できるよう設計すること。

【確認内容】

(1)(3.2.1)の 遡上解析結果に基づき、津波影響を受けにくい位置、及び津

波影響を受けにくい建屋・区画・口い等の内部に設置されることを確認す

る。

(2)要求事項に適合する設計方針であることを確認する。なお、後段規制 (エ

事計画認可)においては、設備の位置、構造 (耐水性を含む)、 地震荷重 B

風荷重との組合せを考慮 した強度等が要求事項に適合するものであるこ

とを確認する。

5,4施設 B設備等の設計・評価に係る検討事項
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541津 波防護施設、浸水防止設備等の設計における検討事項

【要求事項等への対応方針】

津波防護施設、浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当たつては、

次に示す方針 (津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し作用の考

慮)を満足していることを確認する。

日各施設 日設備等の機能損傷モー ドに対応 した荷重 (浸水高、波力・波圧

等)について、入力津波から十分な余裕を考慮 して設定する。

・サイ トの地学的背景を踏まえ、余震の発生の可能性を検討する。

日余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による荷重との組

合せを考慮する。

・入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来による作用が津

波防護機能、浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する。

【確認状況】

(1)津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し作用の考慮のそれぞ

れについて、要求事項に適合する方針であることの概要を以下に示す。

① 津波荷重については、以下の不確かさを考慮している。

a)入力津波が有する数値計算上の不確かさ

b)各施設 B設備等の機能損傷モー ドに対応 した荷重の算定過程に介在す

る不確かさ

上記の不確かさの考慮に当たつては、入射津波高さaIま たは最大遡上

水深 η maxを 1.5倍することで考慮 している。

② 基準津波の波源である若狭海丘列付近断層およびFO一 A～ FO一 B

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

541津 波防護施設、浸水防止設備等の設計における検討事項

【規制基準における要求事項等】

津波防護施設、浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当たつては、

次に示す方針 (津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰 り返 し作用の考

慮)を満足すること。

日各施設 日設備等の機能損傷モー ドに対応 した荷重 (浸水高、波力・波圧、

洗掘力、浮力等)について、入力津波から十分な余裕を考慮 して設定す

ること。

・サイ トの地学的背景を踏まえ、余震の発生の可能性を検討すること。

・余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による荷重との組

合せを考慮すること。

日入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰 り返 しの襲来による作用が津

波防護機能、浸水防止機能へ及ぼす影響について検討すること。

【確認内容】

(1)津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し作用の考慮のそれぞ

れについて、要求事項に適合する方針であることを確認する。以下に具体

的な方針を例示する。

① 津波荷重の設定については、以下の不確かさを考慮する方針であるこ

と。

a)入力津波が有する数値計算上の不確かさ

b)各施設 日設備等の機能損傷モー ドに対応した荷重の算定過程に介在

する不確かさ

上記 b)の不確かさの考慮に当たつては、例えば抽出した不確かさの

要因によるパラメータスタディ等により、荷重設置に考慮する余裕の程

度を検討する方針であること。

② 余震荷重の考慮については、基準津波の波源の活動に伴い発生する可
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高浜 1号炉及び 2号炉 耐津波設計方針

～熊川断層について、その活動に伴い発生する余震による荷重を設定す

る。入力津波が若狭海丘列付近断層による津波で決まる場合は、弾性設

計用地震動 Sd-5H(NS)、 Sd-5vを余震荷重として津波荷重と組合せる。入

力津波が FO一 A～ FO一 B～熊川断層で決まる場合は、弾性設計用地

震動 Sd-1を 余震荷重として津波荷重と組合せる。

上記のとおり、津波の波源となる断層と余震の組合せが 2ケースあり、

入力津波の波源となる断層についての組合せを考慮 して検討することと

しているが、他方の組合せも必要に応 じて検討を行う。

③ 津波の繰返 し作用の考慮については、漏水、二次的影響 (砂移動等)に

よる累積的な作用又は経時的な変化が考えられる場合は、時刻歴波形に

基づいた、安全性を有する検討をしている。具体的には以下のとおりで

ある。

口循環水機器・配管損傷による津波浸水量について、入力津波の時刻

歴波形に基づき、津波の繰 り返 しの襲来を考慮 している。

H基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積については、基準津波

に伴う砂移動の数値シミュレーションにおいて、津波の繰り返 しの

襲来を考慮 している。

・基準津波に伴う取水日付近の漂流物については、非常用海水路付近

の寄せ波および引き波の方向を分析 した上で、漂流物の可能性を検

討 し、非常用海水路呑み口が閉塞することはないことを確認 してい

る。

5.4.2漂流物による波及的影響の検討

【要求事項等への対応方針】

津波防護施設、浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当たつては、

次に示す方針 (津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し作用の考

慮)を満足していることを確認する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

能性がある余震 (地震)について、そのハザー ドを評価するとともに、

基準津波の継続時間のうち最大水位変化を生起する時間帯において発

生する余震レベルを検討する方針であること。また、当該余震レベルに

よる地震荷重と基準津波による荷重は、これらの発生確率の推定に幅が

あることを考慮して安全側に組み合わせる方針であること。

③ 津波の繰 り返 し作用の考慮については、各施設 口設備の入力津波に対

する許容限界が当該構造物全体の変形能力 (終局耐力時の変形)に対 し

て十分な余裕を有 し、かつ津波防護機能・浸水防止機能を保持するとし

て設定されていれば、津波の繰り返 し作用による直接的な影響は無いも

のとみなせるが、漏水、二次的影響 (砂移動、漂流物等)に よる累積的

な作用又は経時的な変化が考えられる場合は、時刻歴波形に基づいた、

安全性を有する検討方針であること。

5,4.2漂流物による波及的影響の検討

【規制基準における要求事項等】

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構築物、設置

物等が破損、倒壊、漂流する可能性について検討すること。上記の検討の結

果、漂流物の可能性がある場合には、防潮堤等の津波防護施設、浸水防止設
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・各施設・設備等の機能損傷モー ドに対応 した荷重 (浸水高、波力・波圧

等)について、入力津波から十分な余裕を考慮 して設定する。

・サイ トの地学的背景を踏まえ、余震の発生の可能性を検討する。

3余震発生の可能性に応 じて余震による荷重と入力津波による荷重との組

合せを考慮する。

・入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰 り返 しの襲来による作用が津

波防護機能、浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する

【確認状況】

漂流物となる可能性のある施設・設備を抽出するため、発電所周辺約 5km

の範囲を、発電所構内については遡上域を網羅的に調査する。設置物につい

ては、地震で倒壊する可能性のあるものは倒壊させた上で、浮力計算により

漂流するか否かの検討を行つた。

この結果、発電所構内で漂流する可能性があるものとして、放水口側の協

力会社事務所等があるが、放水口側防潮堤及び防潮扉で防護されるため、取

水性への影響はない。また、これらの設置位置及び津波の流向を考慮すると

漂流物は取水日へは向かわない。

発電所構外で漂流する可能性があるものとして、発電所近傍で航行不能に

なつた漁船が挙げられるが、取水口側は取水路防潮ゲー ト、放水口側は放水

口側防潮堤及び防潮扉により防護する。

取水路防潮ゲー ト及び放水口側防潮堤の設計においては、漂流物として衝

突する可能性がある小型漁船を衝突荷重として評価する。

5.4.3津波影響軽減施設・設備の扱い

【要求事項等における要求事項等】

日津波影響軽減施設としては、取水日のカーテンウォールがあり、基準津波

に対して津波による影響の軽減機能が保持されるよう設計する。津波影響

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

備に波及的影響を及ばさないよう、漂流防止装置または津波防護施設・設備

への影響防止措置を施すこと。

【確認内容】

(1)漂流物による波及的影響の検討方針が、要求事項に適合する方針である

ことを確認する。

(2)設計方針の確認に加え、入力津波に対して津波防護機能が十分保持でき

る設計がなされることの見通しを得るため、以下の例のような具体的な方

針を確認する。

① 敷地周辺の遡上解析結果等を踏まえて、敷地周辺の陸域の建物・構築

物及び海域の設置物等を網羅的に調査した上で、敷地への津波の襲来経

路及び遡上経路並びに津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍に

おいて発生する可能性のある漂流物を特定する方針であること。なお、

漂流物の特定に当たつては、地震による損傷が漂流物の発生可能性を高

めることを考慮する方針であること。

② 漂流防止装置、影響防止装置は、津波による波力、漂流物の衝突によ

る荷重との組合せを適切に考慮して設計する方針であること。

5.4.3津波影響軽減施設・設備の扱い

【規制基準における要求事項等】

津波防護施設 日設備の設計において津波影響軽減施設 B設備の効果を期待

する場合、津波影響軽減施設 口設備は、基準津波に対して津波による影響の
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軽減施設は次に示す事項を考慮する。

① 基準地震動Ssが津波影響軽減機能に及ぼす影響

② 漂流物の衝突カ

③ 機能損傷モードに対応した荷重について十分な余裕

④ 余震による荷重と地震による荷重の荷重組合せ

⑤ 津波の繰り返し襲来による作用が津波影響軽減機能に及ぼす影響

【確認状況】

(1)津波影響軽減施設の設計においては、以下の通り、常時荷重、津波荷重、

地震荷重、余震荷重、漂流物荷重を適切に組合せて設計を行う。

また、設計に当たつては、漂流物による荷重及び自然現象との組合せを

適切に考慮する。

① 荷重の組合せ

常時荷重+津波荷重

常時荷重十地震荷重

常時荷重+津波荷重+余震荷重

常時荷重+津波荷重+漂流物荷重

② 荷重の設定

津波影響軽減施設の設計において考慮する荷重は以下のように設定す

る。

a)常時荷重

b)地震荷重

c)津波荷重

自重を考慮する。

基準地震動 Ssを考慮する。

取水ロカーテンウォールについては「取水口前面」での

入力津波をもとに考慮する。津波波力は、「港湾の施設

の技術上の基準 ユ同解説」(以下、「港湾基準」という。)

により設定する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

軽減機能が保持されるよう設計すること。津波影響軽減施設 日設備は、次に

示す事項を考慮すること。

日地震が津波影響軽減機能に及ぼす影響

・漂流物による波及的影響

日機能損傷モー ドに対応した荷重について十分な余裕を考慮 した設定

・余震による荷重と地震による荷重の荷重組合せ

・津波の繰り返 し襲来による作用が津波影響軽減機能に及ぼす影響

【確認内容】

(1)津波影響軽減施設 日設備の効果に期待する場合における当該施設 日設備

の検討方針が、要求事項に適合する方針であることを確認する。
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d)余震荷重  :水平方向に弾性設計用地震動 Sd-5H(NS)を 考慮 し、鉛直

方向に弾性設計用地震動 Sd-5vを考慮する。

e)漂流物荷重 :漂流物として総 トン数 10t級 (排水 トン数 30t)の 小型

漁船を考慮 し、「道路橋示方書 (I共通編・Ⅳ下部構造

編)・ 同解説」に基づき設定する。

③ 許容限界

津波影響軽減施設に対する機能保持限界として、地震後、津波後の再

使用性や、津波の繰り返し作用を想定し、当該構造物全体の変形能力に

対して十分な余裕を有するよう、構成する部材が弾性域内に収まること

を基本として、津波影響軽減機能を維持していることを確認する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

Ⅲ .附則

この規定は、平 25年 7月 8日 より施行する。

本ガイ ドに記載されている手法等以外の手法等であつても、その妥当性が

適切に示された場合には、その手法等を用いることは妨げない。また、本ガイ

ドは、今後の新たな知見と経験の蓄積に応 じて、それらを適切に反映するよう

見直 していくものとする。
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Ⅱ .耐 津波設計方針

1.総則

2.基本方針

21基本方針の概要

高浜原子力発電所 3, 4号炉の耐津波設計の基本方針については、『重要な

安全機能を有する施設は、施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する

可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがある津波 (基準津波)に対

して、その安全機能を損なわない設計であること』としている。この基本方針

に関して、以下の要求事項に対応 した設計としている。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

Ⅱ .耐 津波設計方針

1.総則

1.1目 的

本ガイ ドは、発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐津波設計方針に関

わる審査において、審査官等が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 5号)並

びに実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則の解釈 (原規技発第 1306193号 (平成 25年 6月 19日 原子力規制委員会決

定))(以下「設置許可基準規則及び同規則の解釈」という。)の趣旨を十分踏

まえ、耐津波設計方針の妥当性を厳格に確認するために活用することを目的と

する。

1.2適用範囲

本ガイ ドは、発電用軽水型原子炉施設に適用される。なお、本ガイ ドの基本

的な考え方は、原子力関係施設及びその他の原子炉施設にも参考となるもので

ある。

2.基本方針

2.1基本方針の概要

原子炉施設の耐津波設計の基本方針については、『重要な安全機能を有する

施設は、施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施

設に大きな影響を与えるおそれがある津波 (基準津波)に対して、その安全機

能を損なわない設計であること』である。この基本方針に関して、設置許可に

係る安全審査において、以下の要求事項を満たした設計方針であることを確認
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(1)津波の敷地への流入防止

設計基準対象施設の津波防護対象設備 (津波防護施設、浸水防止設備、

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を内包する建屋及び区画の設

置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入

させない設計とする。また、取水路及び放水路等の経路から流入させない

設計とする。

(2)漏水による安全機能への影響防止

取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏

水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止できる設計

とする。

(3)津波防護の多重化

上記 2方針のほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建

屋及び区画については、浸水防護をすることにより、津波による影響等か

ら隔離可能な設計とする。

(4)水位低下による安全機能への影響防止

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止でき

る設計とする。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

する。

(1)津波の敷地への流入防止

重要な安全機能を有する施設の設置された敷地において、基準津波によ

る遡上波を地上部から到達、流入させない。また、取水路、放水路等の経

路から流入させない。

(2)漏水による安全機能への影響防止

取水 口放水施設、地下部において、漏水可能性を考慮の上、

浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する。

漏水による

(3)津波防護の多重化

上記 2方針のほか、重要な安全機能を有する施設については、浸水防護

をすることにより津波による影響等から隔離すること。

(4)水位低下による安全機能への影響防止

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する。

これらの要求事項のうち (1)及 び (2)に ついては、津波の敷地への浸水を

基本的に防止するものである。 (3)に ついては、津波に対する防護を多重

化するものであり、また、地震 B津波の相乗的な影響や津波以外の浴水要

因も考慮 した上で安全機能への影響を防止するものである。なお、 (3)は 、

設計を超える事象 (津波が防潮堤を超え敷地に流入する事象等)に対して

一定の耐性を付与するものでもある。ここで、 (1)に おいては、敷地への

浸水を防止するための対策を施すことも求めており、 (2)に おいては、敷

地への浸水対策を施 した上でもなお漏れる水、及び設備の構造上、津波に

よる圧力上昇で漏れる水を合わせて「漏水」と位置付け、漏水による浸水

範囲を限定し、安全機能への影響を防止することを求めている。



高浜 3号炉及び4号炉 耐津波設計方針基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

本ガイ ドの項目と設置許可基準規則及び同規則の解釈の関係を以下に

示す。

設置許可基準

解釈 (別記 3)

3-①

3-②

3五 ②

3七

3-～ 三

3-① ,③

3二 ①～③

3

規則

第二章 第五条

第二章 第五条

第二章 第五条

第二章 第五条

第二章 第五条

第二章 第五条

第二章 第五条

第二章 第五条

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガ

イ ド Ⅱ .耐津波設計方針

1.総則

1.1 目的

12 適用範囲

2.基本方針

2.1 概要

2.2 安全審査範囲及び事項

3基本事項

3.1敷地及び敷地周辺における地形及び

施設の配置等

3.2基準津波による敷地及び敷地周辺の

遡上・浸水域

33入力津波の設定

34津波防護方針の審査にあたつての考

慮事項 (水位変動・地殻変動 )

4.津波防護方針

4.1敷地の特性に応じた基本方針

4.2敷地への浸水防止 (外郭防護 )

4.3漏水による重要な安全機能への影響

防止 (外郭防護)

4,4重要な安全機能を有する施設の隔離

(内 郭防護 )
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針

22安全審査範囲及び事項

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

4.5水位変動に伴う取水性低下による重

要な安全機能への影響防止

3四 、六

46津波監視 第二章 第五条 3 五

5.施設 B設備の設計の方針及び条件

5.1津波防護施設の設計 第二章 第五条 3五 ③、六

5。 2浸水防止設備の設計 第二章 第五条 3五 ④、六

53津波監視設備の設計 第二章 第五条 3五 ⑤,⑥ ,

③

5.4津波防護施設、浸水防止設備等の設

計における検討事項

第二章 第五条 3五 ⑦

22安全審査範囲及び事項

設置許可に係る安全審査においては、基本設計段階における審査として、主

に、基本事項、津波防護方針の妥当性について確認する。施設・設備の設計に

ついては、方針、考え方を確認 し、その詳細を後段規制 (工事計画認可)に お

いて確認することとする。津波に対する設計方針に係る安全審査の範囲を表―

1 に示す。それぞれの審査事項ごとの審査内容は以下のとおりである。

(1)基本事項

略

(2)津波防護方針

略

(3)施設・設備の設計方針

略
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

表-1 津波に対する設計方針に係る安全審査の範囲

大項目 中項目 審査事項
審査の

範囲※1

確認内容

①敷地の地形 日施設の

配置等

②敷地周辺の遡上 B浸

水域

③入力津波

④水位変動、地殻変動

◎

基本

事項

◎
評 価 の 妥

当性

◎

◎
考 慮 の 妥

当性

①基本方針

敷地の特性に応 じ

た津波防護の考え

方

◎ 妥当性

地上か らの

浸水経路・対策
◎ 経路 日対策

の妥当性
流入経路・対策 ◎

②外郭防護 1

津波防護施設
位置・仕様

津 波 防

護設計

◎
※ 4

浸水防止設備 ※2 O
設 置 の 方

針

漏水経路日浸水想定

範囲 二対策※ 2
O

経 路 ・ 範

囲・対策の

方針③外郭防護2

浸水防止設備※ 2 O
設 置 の 方

針

O④内郭防護 浸水防護重点化範 基 本 設 計
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

※ 2

による

範 囲設 定

及び方針

浸水防止設備※ 2 O
仕 様 の 方

針

⑤海水ポンプ取水性
安全機能保持の評

イ面
◎

評 価 の 妥

当性 ※4

⑥津波監視 津波監視設備※ 2 O
設 置 の 方

針

荷重設定 Ｏ

Ｏ

Ｏ

それ ぞれ

の方針
①津波防護施設 ※3 荷重組合せ

許容限界
設計に

おける

検討

事項

②浸水防止設備 ※3 同 上 O 同 上

③津波監視設備 ※3 同 上 O 同 上

④漂流物対策 ※3 O
対 策 の 方

針

③津波影響軽減施設 ロ

設備 ※3
O

設 置 時 の

方針

※1◎安全審査で妥当性を確認

O安全審査で方針等を確認 (設計の詳細は工事計画認可で確認 )

※2仕様、配置等の詳細については、基本設計段階では確定していないことから、

詳細設計段階で確認

※3施設・設備毎の具体的な設計方針、検討方針・構造・強度については、工事

計画認可において確認

※4施設 L設備の構造 日強度については、工事計画認可において確認
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針

3.基本事項

3.1敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等

敷地及び敷地周辺の図画等に基づき、以下を示している。

(1)敷地及び敷地周辺の地形、標高、河川の存在

高浜発電所の敷地は音海半島の根元部に位置する。敷地の地形は、北 “

西 `南側を標高 100～ 200m程度の山で囲まれており、中央部の平地は南西

―北東方向に延び若狭湾に臨んでいる。

敷地周辺の地形は、標高 150～ 200m程度の山なみが敷地の南側、北側を

走り、東側は直接高浜湾に、西側は内浦湾に臨んでいる。

また、発電所付近の河川としては敷地の南方約 5kmの ところに二級河川

の関屋川があり、また敷地西側境界に接して渓流 (才谷川)がある。

(2)敷地における施設の位置、形状等

① 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画とし

て、TP.+3.5mの 敷地に原子炉格納施設、原子炉補助建屋、制御建屋、

中間建屋がある。

② 設計基準対象施設の津波防護対象設備を有する屋外設備としては、

T.P+3.5mの 敷地に海水ポンプ室、燃料油貯油そう、TP.+15.Omの高さ

に復水タンクがある。

③ 津波防護施設として、取水路に取水路防潮ゲー ト、T.P+35mの敷地に

放水口側防潮堤及び防潮扉、放水路に

ぴ 2号 炉放水 ピッ トに放水 ピッ ト

防止設備、 1号及

止水板、

④ 浸水防止設備として、海水ボンプ室床面 T.P+155mに 海水ポンプ室浸

水防止蓋を設置している。

⑤ 津波監視設備として、3号炉原子炉格納施設壁面 T.P.+46.8m及 び4号

T.P.+7.lm、 2号炉海水ポンプ室 T.P,+7.lm及 び 3,4号炉海水ポン

計 (T.P.+4.6mに I胡

1号 炉海水ポ ンプ

と

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

3.基本事項

31敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等

敷地及び敷地周辺の図面等に基づき、以下を把握する。

(1)敷地及び敷地周辺の地形、標高、河川の存在

(2)敷地における施設 (以下、例示)の位置、形状等

① 耐震Sク ラスの設備を内包する建屋

② 耐震Sク ラスの屋外設備

③ 津波防護施設 (防潮堤、防潮壁等)

④ 浸水防止設備 (水密扉等)※

⑤ 津波監視設備 (潮位計、取水ピット水位計等)※
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針

炉原子炉補助建屋壁面 T.P.+36.2mに 津波監視カメラを設置している。

⑥ 敷地内の遡上域の建物 日構築物等としては、T.P+35mの敷地に協力会

社事務所等がある。

(3)敷地周辺の人工構造物の位置、形状等

① 港湾施設として、発電所構内に物揚岸壁があり、燃料等輸送船が不定

期に停泊する。発電所構外には、内浦湾内に内浦港があり、輸送船が不

定期に停泊する。また、漁港として音海、上瀬、高浜湾内に小黒飯があ

る。

② 各々の漁港には防波堤が設置されている。

③ 海上設置物としては、周辺の漁港に船舟自B漁船が約 140隻、浮き後が

約 170床 、発電所取水口にクラゲ防止網が設置されている。

④ 敷地周辺に民家、倉庫等がある。

③ 敷地前海域における海上交通としては、発電所沖合約 14kmに舞鶴から

小樽 (北海道)へのフェリー航路がある。

3.2敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等

3.2.1敷地周辺の遡上 日浸水域の評価

【要求事項等への対応方針】

遡上・浸水域の評価に当たっては、次に示す事項を考慮 した津波シミュレ

ーションを実施して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を検討

する。

・敷地及び敷地周辺の地形とその標高

日敷地沿岸域の海底地形

・津波の敷地への侵入角度

・敷地及び敷地周辺の河川、水路の存在

B陸上の遡上 B伝播の効果・伝播経路上の人工構造物

・伝播経路上の人工構造物

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

※ 基本設計段階で位置が特定されているもの

⑥ 敷地内 (防潮堤の外側)の遡上域の建物・構築物等 (一般建物、鉄塔、

タンク等)

(3)敷地周辺の人口構造物 (以下は例示である。)の位置、形状等

① 港湾施設 (サイ ト内及びサイ ト外)

② 河川堤防、海岸線の防波堤、防潮堤等

③ 海上設置物 (係留された船舶等)

④ 遡上域の建物・構築物等 (一般建物、鉄塔、タンク等)

⑤ 敷地前面海域における通過船舶

3.2基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域

3.2.1敷地周辺の遡上 B浸水域の評価

【規制基準における要求事項等】

遡上 B浸水域の評価に当たつては、次に示す事項を考慮 した遡上解析を実

施 して、遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を検討すること。

日敷地及び敷地周辺の地形とその標高

ヨ敷地沿岸域の海底地形

・津波の敷地への侵入角度

・敷地及び敷地周辺の河川、水路の存在

・陸上の遡上・伝播の効果

・伝播経路上の人工構造物
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針

【確認状況】

(1)上記の考慮事項に関して、津波シミュレーションの手法、データ及び条

件を以下のとおり確認している。

① 敷地については、敷地形状を適切にモデル化しており、メッシュサイ

ズは最小 3,125mと している。また、敷地周辺については、安全側評価

のため、遡上を考慮しておらず、完全反射条件としている。

② 敷地沿岸域及び海底地形は、海上保安庁等による海底地形図、海上音

波探査結果及び取水口付近の深浅測量結果を使用する。また、取・放水

路 (取水路及び海水取水 トンネル等)の緒元、敷地標高については、発

電所の竣工図を使用する。

③ 敷地に影響を及ばす箇所には河川は存在していない。また、敷地内に

存在する取 日放水路および遡上域のメッシュサイズを最小 3.125mと し

て適切にモデル化している。敷地周辺は安全側評価のため、遡上を考慮

しておらず、完全反射条件としている。

④ 陸上の遡上 口伝播効果について、遡上・伝播経路の状態に応じた解析

モデル・解析条件が適切に設定された遡上域のモデルを作成する。

③ 伝播経路上の人工構造物については、図面を基に遡上影響を及ぼす構

造物、津波防護施設を考慮する。津波の浸入に対して、津波防護施設で

防護する方針であるため、津波防護施設より内側の建屋等のモデル化を

行つていない。

(2)敷地周辺の遡上 E浸水域の把握に当たつて以下のとおり確認する。

① 敷地の複数の評価地点の時刻歴波形を確認することにより、津波水位

や流速の経時変化を確認している。また、敷地周辺における時々刻々の

水位分布図や流速分布図により、津波の侵入角度についても確認してい

る。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

【確認内容】

(1)上記の考慮事項に関して、遡上解析 (砂移動の評価を含む)の手法、デ

ータ及び条件を確認する。確認のポイントは以下のとおり。

① 敷地及び敷地周辺の地形とその標高について、遡上解析上、影響を及

ぼすものが考慮されているか。遡上域のメッシュサイズを踏まえ適切な

形状にモデル化されているか。

② 敷地沿岸域の海底地形の根拠が明示され、その根拠が信頼性を有する

ものか。

③ 敷地及び敷地周辺に河川、水路が存在する場合には、当該河川、水路

による遡上を考慮する上で、遡上域のメッシュサイズが十分か、また、

適切な形状にモデル化されているか。

④ 陸上の遡上・伝播の効果について、遡上、伝播経路の状態に応じた解

析モデル、解析条件が適切に設定されているか。

⑤ 伝播経路上の人工構造物について、遡上解析上、影響を及ぼすものが

考慮されているか。遡上域のメッシュサイズを踏まえ適切な形状にモデ

ル化されているか。

(2)敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たつての考慮事項に対する確認のポ

イントは以下のとおり。

① 敷地前画・側面及び敷地周辺の津波の侵入角度及び速度、並びにそれ

らの経時変化が把握されているか。また、敷地周辺の浸水域の寄せ波 E

引き波の津波の遡上・流下方向及びそれらの速度について留意されてい

るか。
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② 敷地の形状及び津波防護施設をモデル化して計算を実施しており、津

波防護施設を越流しないことを確認している。

③ 敷地に影響を与えるような、標高の局所的な変化、河川及び水路等は

ないため、遡上波の敷地への回り込みの可能性は考えられない。

3.2.2地震 B津波による地形等の変化に係る評価

【要求事項等への対応方針】

次に示す可能性について検討 し、可能性がある場合は、敷地への遡上経路

に及ばす影響を検討する。

B地震に起因する変状による地形、河川流路の変化

・繰 り返 し襲来する津波による洗掘 口堆積により地形、河川流路の変化

【確認状況】

(1)津波シミュレーション結果を踏まえ、遡上及び流下経路上の地盤並びに

その周辺の地盤について、地震による液状化、流動化又はすべり、もしく

は津波による地形変化、標高変化について検討 し、遡上波が津波防護施設

を越流して敷地に到達する可能性が無いことを確認 した。

(2)敷地西側に才谷川が存在するが、発電所と才谷川は標高約 100mの山を

隔てており、敷地への遡上波に影響することはない。取水路及び放水路が

存在するが、取水路防潮ゲー ト及び放水口側防潮堤等を設置 しており、遡

上波の敷地への到達の可能性が無いことを確認 した。

(3)高浜発電所への津波の浸入経路は、敷地及びプラントの配置より、取水

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

② 敷地前面又は津波浸入方向に正対した面における敷地及び津波防護施

設について、その標高の分布と施設前画の津波の遡上高さの分布を比較

し、遡上波が敷地に地上部から到達・流入する可能性が考えられるか。

③ 敷地及び敷地周辺の地形、標高の局所的な変化、並びに河川、水路等

が津波の遡上 日流下方向に影響を与え、遡上波の敷地への回り込みの可

能性が考えられるか。

3.22地震・津波による地形等の変化に係る評価

【規制基準における要求事項等】

次に示す可能性が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検

討すること。

・地震に起因する変状による地形、河川流路の変化

・繰 り返 し襲来する津波による洗掘 日堆積により地形、河川流路の変化

【確認内容】

(1)(3.2.1)の 遡上解析結果を踏まえ、遡上及び流下経路上の地盤並びにそ

の周辺の地盤について、地震による液状化、流動化又はすべり、もしくは

津波による地形変化、標高変化が考えられる場合は、遡上波の敷地への到

達 (回 り込みによるものを含む)の可能性について確認する。なお、敷地

の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に対して障壁となっている場合は、

当該斜面の地震時及び津波時の健全性について、重要施設の周辺斜面と同

等の信頼性を有する評価を実施する等、特段の留意が必要である。

(2)敷地周辺の遡上経路上に河川、水路が存在 し、地震による河川、水路の

堤防等の崩壊、周辺斜面の崩落に起因 して流路の変化が考えられる場合

は、遡上波の敷地への到達の可能性について確認する。

(3)遡 上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当たつては、地形変化、標
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口側と放水口付近の 2箇所である。このうち、放水口付近は、埋立層およ

び沖積層が分布し基準地震動 Ssが作用した場合地盤が液状化により沈下

するおそれがあることから、有効応力解析により沈下量を算出し、津波シ

ミュレーションに反映 している。初期潮位は朔望平均満潮位 T.P.+0.49m

とし、潮位のバラツキ 0,15mに ついては津波シミュレーションより求めた

津波水位に加えることで考慮する。

液状化により地盤が沈下し、津波が放水口側防潮堤の下から回り込む懸

念に対しては、地中部に鋼矢板及びコンクリー ト基礎を設置することによ

り防護する。

取水口側の流入経路の大半は岩盤であり取水口についても地盤改良を

行つていることから、基準地震動 Ssが作用した場合においても沈下は殆

ど生じない。また、取水路防潮ゲー トおよび取水ロケーソン周辺斜面につ

いても、基準地震動 Ssに対する安定性を評価 した結果いずれについても

すべ り安全率は評価基準値を満足しており、斜面の変状 (崩壊)が津波の

遡上に影響を及ぼさないことを確認している。また、取水路上に内浦大橋

(県道)が架橋 しているが、落橋防止対策がされており、万一落橋 したと

しても、落橋位置で津波が一時的に競 り上がる可能性はあるものの取水路

を完全閉塞する形状となることは考えにくく、敷地奥への津波の遡上高さ

に影響することはない。

(4)地震による地盤変状、斜面崩落等の評価について、地質調査等に基づき

条件を設定し確認 している。

3.3入力津波の設定

【要求事項等への対応方針】

日基準津波については、「高浜発電所 3号炉及び 4号炉 基準津波の評価」

にて説明する。

日入力津波は、基準津波の波源から各施設 E設備等の設置位置において算定

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

高変化、河川流路の変化について、基準地震動 Ssに よる被害想定を基に遡

上解析の初期条件として設定していることを確認する。

(4)地震による地盤変状、斜面崩落等の評価については、適用する手法、デ

ータ及び条件並びに評価結果を確認する。

33入力津波の設定

【規制基準における要求事項等】

基準津波は、波源域から沿岸域までの海底地形等を考慮 した、津波伝播及

び遡上解析により時刻歴波形として設定していること。入力津波は、基準津

波の波源から各施設 日設備等の設置位置において算定される時刻歴波形とし
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される時刻歴波形として設定している。

・基準津波の設定に当たつては、敷地及び敷地周辺をモデル化 し、津波によ

る局所的な海面の励起を評価できるモデルを用いていることを確認 して

いる。

【確認状況】

(1)入 力津波は、海水面の基準レベルから算定した水位変動量を表示してい

る。潮位変動等については、入力津波を設計、評価に用いる場合に考慮し

ている。

(2)入力津波の設定に当たつては、津波の高さ、速度、津波波力に着目し、

各施設 B設備において算定された数値を安全側に評価 した値を入力津波高

さや速度として設定することで、各施設 B設備の構造・機能の損傷に影響

する浸水高、波力・波圧について安全側に評価 している。また、津波防護

施設等の新規の施設 B設備の設計においては、入力津波高さ以上の高さの

津波を設計荷重とし、より安全側の評価を行つている。なお、津波防護施

設等の構造に影響する洗掘力、浮力が生 じる可能性がある場所において

は、地表面舗装を実施するなどの対策を実施 している。

(3)取水路防潮ゲー ト、放水口側防潮堤、防潮扉、屋外排水路逆流防止設備

並びに 1号及び 2号炉放水路ピッ ト止水板に対 し最も大きな影響を与え

る波形を入力津波として設定している。

敷地への津波の流入及び水位変動に伴 う取水性低下による海水ボンプ

ヘの影響を防ぐため取水路防潮ゲー トを設置 し、発電所を含む地域に大津

波警報が発表された場合、原則、循環水ポンプ停止後、取水路防潮ゲー ト

を閉止する手順等を定めることから、大津波警報が発表された場合で、取

水路防潮ゲー ト閉止後に敷地に到達する津波については、取水路防潮ゲー

また、潮位計のうち、2台の観測潮位が 1

上0.5m こ0.5m10

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

て設定していること。基準津波及び入力津波の設定に当たつては、津波によ

る港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適切に評価 し考慮すること。

【確認内容】

(1)入力津波は、海水面の基準 レベルからの水位変動量を表示 しているこ

と。なお、潮位変動等については、入力津波を設計又は評価に用いる場合

に考慮するものとする。

(2)入力津波の設定に当たつては、入力津波が各施設・設備の設計に用いる

ものであることを念頭に、津波の高さ、津波の速度、衝撃力等、着目する

荷重因子を選定した上で、各施設 日設備の構造・機能損傷モー ドに対応す

る効果 (浸水高、波力・波圧、洗掘力、浮力等)が安全側に評価されるこ

とを確認する。

(3)施設が海岸線の方向において広がりを有している場合 (例 えば敷地前面

の防潮堤、防潮壁)は、複数の位置において荷重因子の値の大小関係を比

較し、当該施設に最も大きな影響を与える波形を入力津波として設定して

いることを確認する。
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(4)取水口及び放水国内外で最高水位や傾向に大きな差異はなく、取水口及

び放水口近傍で局所的な海面の励起は生じていないことを確認している。

3.4津波防護方針の審査にあたつての考慮事項 (水位変動、地殻変動)

【要求事項等への対応方針】

日入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位および、朔望平均潮位のば

らつきも考慮 して安全側の評価を実施する。

・潮汐以外の要因による潮位変動として、高潮について適切に評価 し考慮す

る。

・地震により陸域の隆起または沈降が想定される場合、地殻変動による敷地

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(4)基準津波及び入力津波の設定に当たつては、津波による港湾内の局所的

な海面の固有振動の励起について、以下の例のように評価し考慮している

ことを確認する。

① 港湾内の局所的な海面の固有振動に関しては、港湾周辺及び港湾内の

水位分布、速度ベク トル分布の経時的変化を分析することにより、港湾

内の局所的な現象として生じているか、生じている場合、その固有振動

による影響が顕著な範囲及び固有振動の周期を把握する。

② 局所的な海面の固有振動により水位変動が大きくなっている箇所があ

る場合、取水ピット、津波監視設備 (敷地の潮位計等)と の位置関係を

把握する。(設計上クリティカルとなる程度に応じて緩和策、設備設置

位置の移動等の対応を検討)

3.4津波防護方針の審査にあたっての考慮事項 (水位変動、地殻変動 )

【規制基準における要求事項等】

入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位 (注 )を考慮 して安全側の

評価を実施すること。

注):朔 (新月)および望 (満 月)の 日から 5日 以内に観測された、各月

の最高満潮面および最低干潮面を 1年以上にわたつて平均した高さ

の水位をそれぞれ、朔望平均満潮位および朔望平均千潮位という。
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の隆起または沈降及び、強震動に伴う敷地地盤の沈下を考慮 して安全側の

評価を実施する。

【確認状況】

(1)津波計算で考慮する朔望平均潮位は、高浜発電所の南西約 20kmの観測

地点舞鶴検潮所 (気象庁所管)における観測記録に基づき設定している。

(2)上昇側の水位変動に対して朔望平均満潮位 T.P.+0.49m及 び潮位のパラ

ッキ0.15mを 考慮し、上昇側評価水位を設定している。また、下降側の水

位変動に対して朔望平均干潮位 T.P.-0.01m及び潮位のバラツキ 017mを

考慮し、下降側評価水位を設定している。

(3)潮 汐以外の要因による潮位変動については、以下の通り評価し考慮して

いる。

① 観測地点舞鶴検潮所 (気象庁所管)における至近約 40年 (1969～ 2011

年)の潮位観測記録に基づき、高潮発生状況 (発生確率、台風等の高潮

要因)について示 している。

② 高潮要因の発生履歴及びその状況を考慮して、高潮発生可能性とその

程度 (ハザード)について検討している。

③ 高潮発生可能性とその程度 (ハザー ド)について検討する。基準津波

に対するその他の評価地点における水位の年超過確率は 104～ 105程度

であり、独立事象としての津波と高潮が重畳する可能性は極めて低いと

考えられるものの、高潮ハザー ドについては、プラント運転期間を超え

る再現期間 100年 に対する期待値 T.P.+1.13mと し、入力津波で考慮し

た朔望平均満潮位 T.P.+O.49m及び潮位のバラツキ 0.15mと の差である

0.49mを 外郭防護の裕度評価において参照している。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

潮汐以外の要因による潮位変動についても適切に評価 し考慮するこ

と。地震により陸域の隆起または沈降が想定される場合、地殻変動

による敷地の隆起または沈降及び、強震動に伴う敷地地盤の沈下を

考慮 して安全側の評価を実施すること。

【確認内容】

(1)敷地周辺の港又は敷地における潮位観測記録に基づき、観測期間、観測

設備の仕様に留意の上、朔望平均潮位を評価していることを確認する。

(2)上昇側の水位変動に対して朔望平均満潮位を考慮し、上昇側評価水位を

設定していること、また、下降側の水位変動に対して朔望平均干潮位を考

慮し、下降側評価水位を設定していることを確認する。

(3)潮汐以外の要因による潮位変動について、以下の例のように評価 し考慮

していることを確認する。

① 敷地周辺の港又は敷地における潮位観測記録に基づき、観測期間等に

留意の上、高潮発生状況 (程度、台風等の高潮要因)について把握する。

② 高潮要因の発生履歴及びその状況、並びに敷地における汀線の方向等

の影響因子を考慮して、高潮の発生可能性とその程度 (ハザー ド)につ

いて検討する。

③ 津波ハザー ド評価結果を踏まえた上で、独立事象としての津波と高潮

による重畳頻度を検討した上で、考慮の可否、津波と高潮の重畳を考慮

する場合の高潮の再現期間を設定する。
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(4)地震による陸域の隆起または沈降について、地殻変動量を適切に考慮

し、安全側の評価を実施している。

① 広域的な地殻変動を評価すべき波源は、基準津波 1の若狭海丘列付近

断層と基準津波 2の FO一A～ FO―B～ サ|| で

② 高浜発電所は若狭湾 (日 本海側)に位置しており、プレー ト間地震は

考慮対象外である。

③ 入力津波については、「日本海における大規模地震に関する調査検討

会」の波源モデルを踏まえて、Mansinha and Smytie(1971)の方法によ

り算定した敷地地盤の地殻変動量は、基準津波 1の若狭海丘列付近断層

で±Om、 基準津波 2の FO―A～ FO―B～熊川断層で0.30mの 隆起である。

④ 基準津波 2に よる地殻変動が隆起であるので、下降側の水位変動に対

する安全評価としては、対象物の高さに隆起量を加算した後で、下降側

評価水位と比較する。また、上昇側の水位変動に対して安全評価する際

には、隆起しないものと仮定して、対象物の高さと上昇側評価水位を直

接比較する。

⑤ 基準地震動評価における震源モデルから算定される広域的な地殻変動

量は0.30mの 隆起が起こると評価している。

⑥ 基準地震動評価における震源において広域的な余効変動は確認されて

津波 4の隠岐 トラフ海底地すべりについては考慮対象外である。

基準津波 3及

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(4)地震により陸域の隆起または沈降が想定される場合、以下の例のように

地殻変動量を考慮 して安全側の評価を実施 していることを確認する。

① 広域的な地殻変動を評価すべき波源は、地震の震源と解釈し、津波波

源となる地震の震源 (波源)モデルから算定される広域的な地殻変動を

考慮することとする。

② プレー ト間地震の活動に関連して局所的な地殻変動があつた可能性が

指摘されている場合 (南海 トラフ沿岸部に見られる完新世段丘の地殻変

動等)は、局所的な地殻変動量による影響を検討する。

③ 地殻変動量は、入力津波の波源モデルから適切に算定し設定すること。

④ 地殻変動が隆起又は沈降によつて、以下の例のように考慮の考え方が

異なることに留意が必要である。

a)地殻変動が隆起の場合、下降側の水位変動に対して安全機能への影

響を評価 (以下「安全評価」という。)する際には、対象物の高さに隆

起量を加算した後で、下降側評価水位と比較する。また、上昇側の水

位変動に対して安全評価する際には、隆起しないものと仮定して、対

象物の高さと上昇側評価水位を直接比較する。

b)地殻変動が沈降の場合、上昇側の水位変動に対して安全評価する際

には、対象物の高さから沈降量を引算した後で、上昇側評価水と比較

する。また、下降側の水位変動に対して安全評価する際には、沈降し

ないものと仮定して、対象物の高さと下降側評価水位を直接比較す

る。

③ 基準地震動評価における震源モデルから算定される広域的な地殻変動

についても、津波に対する安全性評価への影響を検討する。

⑥ 広域的な余効変動が継続中である場合は、その傾向を把握し、津波に
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針

いイIい。

4 津波防護方針

4.1敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

【要求事項等への対応方針】

敷地の特性に応じた津波防護方針は以下のとおりとする。

・敷地の特性に応じた津波防護の基本方針を敷地及び敷地周辺全体図、施

設配置図等により明示する。

・津波防護施設、浸水防止施設、津波監視設備等として設置するものの概

要を網羅かつ明示する。

【確認状況】

(1)敷地の特性 (敷地の地形、敷地周辺の津波の遡上、浸水状況等)に応じ

た基本方針は以下のとおりである。

日重要な安全機能を有する施設の設置された敷地において、基準津波によ

る遡上波 (地震による広域的な隆起 日沈降、地震による変状等を考慮)

を地上部から到達又は流入させない設計とするため、外郭防護として取

水路に取水路防潮ゲー ト、 1号及び2号炉放水路側に放水口側防潮堤、

防潮扉、 設置する。重要な安全機能を内包する

建屋については、遡上波が到達 しない十分に高い位置に設置されている

ことを確認する。また、取水路及び排水路等の経路から流入させない設

計とするため、外郭防護として 1号及び 2号炉放水路に屋外排水路逆流

防止設備並びに放水ピットに 1号及び 2号炉放水ピット止水板、海水ポ

ンプ室に浸水防止蓋を設置する。重要な安全機能を内包する建屋につい

ては、それらが設置されている周辺敷地に対して、取水路及び排水路等

の経路からの津波が達 しないことを確認する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

対する安全性評価への影響を検討する。

4.津波防護方針

4.1敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

【規制基準における要求事項等】

敷地の特性に応 じた津波防護の基本方針が敷地及び敷地周辺全体図、施設

配置図等により明示されていること。津波防護施設、浸水防止設備、津波監

視設備等として設置されるものの概要が網羅かつ明示されていること。

【確認内容】

(1)敷地の特性 (敷地の地形、敷地周辺の津波の遡上、浸水状況等)に応じ

た基本方針 (前述 2の とおり)を確認する。
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針

B取水 日放水施設及び地下部などにおいて、漏水する可能性を考慮の上、

漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能への影響を防止する設

計とする。

・上記 2方針のほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建

屋及び区画については、浸水防護をすることにより津波による影響から

隔離可能な設計とする。

・水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する設

計とする。

・津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持できる

設計とする。

(2)敷地の特性に応じた津波防護の概要 (外殻防護の位置及び浸水想定範囲

の設定、並びに内郭防護の位置及び浸水防護重点化範囲の設定等)を示し

ている。設計基準対象施設の津波防護対象設備 (津波防護施設、浸水防止

設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を 内包する建屋及び区

画として、原子炉格納施設、原子炉補助建屋、制御建屋、中間建屋、海水

ポンプエリア、燃料油貯油そう、復水タンクを設定する。

遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とするため、外郭防護と

して取水路に取水路防潮ゲー ト、 1号及び 2号炉放水口側に放水口側防潮

また、取水路及び排水路等の経路から流入させない設計とするため、外

郭防護として 1号及び2号炉放水路に屋外排水路逆流防止設備、放水ピッ

トに 1号及び2号炉放水ピット止水板、海水ポンプ室に浸水防止蓋を設置

する。

津波が発生した場合に、その影響を備日敢的に把握するため、津波監視設

1号炉海水ポンプ室、2号炉海水ポンプ室及び 3,4号炉

水ポンプ室に潮位計を設置する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(2)敷地の特性に応じた津波防護の概要 (外殻防護の位置及び浸水想定範囲

の設定、並びに内郭防護の位置及び浸水防護重点化範囲の設定等)を確認

する。
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針

備として、3号炉原子炉格納施設壁面及び4号炉原子炉補助建屋壁面に津

波監視カメラ、1号炉海水ポンプ室、2号炉海水ポンプ室及び 3,4号炉海

水ポンプ室に潮位計を設置する。

さらに、津波影響軽減施設として、発電所周辺を波源とした津波の波力

を軽減するために取水ロカーテンウォールを設置する。

4.2敷地への浸水防止 (外郭防護 1)

4.2.1遡上波の地上部からの到達、流入の防止

【要求事項等への対応方針】

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画は、基準津

波による遡上波が到達 しない十分高い場所に設置 していることを確認 し、基

準津波による遡上波が到達する高さにある場合には、津波防護施設、浸水防

止設備を設置することにより遡上波が到達 しないようにする。

【確認状況】

(1)敷地への浸水の可能性のある経路 (遡上経路)の特定 (3.2.1)に おける

敷地周辺の遡上の状況、浸水域の分布等を踏まえ、以下を確認している。

① 遡上波の地上部からの到達、流入の防止

・設計基準対象施設の津波防護対象設備 (津波防護施設、浸水防止設備、

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を 内包する建屋及び区画

並びに海水ポンプ室及び燃料油貯油そうが設置されている周辺敷地

高さはT.P.+3.5mで あり、取水路、放水路から津波による遡上波が地

上部から到達 日流入する可能性があるため、津波防護施設として取水

基準津波 3及び基準津波 4は津波警報等が発表されない可能性があるこ

とを踏まえて、発電所構外の観測潮位を活用し、可能な限り早期に対応す

るための運用を定める。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

4.2敷地への浸水防止 (外郭防護 1)

4.2.1遡上波の地上部からの到達、流入の防止

【規制基準における要求事項等】

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び重要な安全機能を有

する屋外設備等は、基準津波による遡上波が到達 しない十分高い場所に設置

すること。基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には、防潮堤等

の津波防護施設、浸水防止設備を設置すること。

【確認内容】

(1)敷地への浸水の可能性のある経路 (遡上経路)の特定

(3.2.1)に おける敷地周辺の遡上の状況、浸水域の分布等を踏まえ、以

下を確認する。

① 重要な安全機能を有する設備又はそれを内包する建屋の設置位置・高

さに、基準津波による遡上波が到達しないこと、または、到達しないよ

う津波防護施設を設置していること。
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針

路防潮ゲー ト、放水口側防潮堤、防潮扉、 1号及び 2号機放水ピット

止水板を設置する。なお、復水タンクについては、T.P.+150mに設

置されており、津波による遡上波は地上部から到達、流入 しない。

② 既存の地山斜面、盛土斜面等の活用

地山斜面、盛土斜面等の活用はしていない。

(2)津波防護施設の位置・仕様

[取水路防潮ゲー ト]

B取水路側からの津波の流入防止を目的として、取水路を横断するように

設置するもので、鋼製のゲー ト扉体、ゲー ト落下機構、防潮壁及び鉄筋

コンクリー ト製の躯体等からなる構造物である。

[放水口側防潮堤 ]

・放水口側からの津波の流入防止を目的として、放水口側護岸沿い及び 1

号及び 2号炉放水路沿いに設置するもので、杭基礎に鋼製の上部工を設

置する杭基礎形式部と 1号及び 2号炉放水 ピッ トに鉄筋コンクリー ト

製の防潮壁を設置する鉄筋コンクリー ト壁部と、セメン ト改良土による

防潮堤を構築する地盤改良部の 3種類からなる。

[防潮扉 ]

日1号及び 2号炉放水路脇の西側の敷地からの津波の流入防止を目的とし

て、放水口側防潮堤と連結するよう、鋼管杭に支持された鉄筋コンクリ

ー ト製の基礎の上に、アルミニウム合金製の防潮扉を設置する。

[屋外排水路逆流防止設備]

・放水口側護岸及び放水路に連接する屋外排水路からの津波の流入防止を

目的として設置するもので、ステンレス製のゲー ト構造物である。

[1号及び 2号炉放水ピット止水板]

・ 1号及び 2号炉放水ピットからの津波の流入防止を目的として、設置す

るもので、鋼製の上水板からなる構造物である。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

② 津波防護施設を設置する以外に既存の地山斜面、盛土斜面等の活用の

有無。また、活用に際して補強等の実施の有無。

(2)津波防護施設の位置 B仕様を確認する。

① 津波防護施設の種類 (防潮堤、防潮壁等)及び箇所

② 施設ごとの構造形式、形状
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(3)浸水防止設備の位置・仕様

① 基準津波による遡上波が到達する高さにある場合は、浸水防止設備を

設置している。

具体的には、重要な安全機能を有する屋外設備である海水ポンプ室に

対して、基準津波による遡上波が地上部から到達、流入しないことを防

止するため、浸水防止設備として浸水防止蓋を設置する。

② 止水対策を実施した部位は以下のとおりである。

a)海水ポンプ室床面における浸水防止蓋

4.2.2取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止

【要求事項等への対応方針】

取水路、放水路等の経路から、津波が流入する可能性のある経路を検討す

る。特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を防止す

る。

【確認状況】

(1)敷地への海水流入の可能性のある経路 (流入経路)の特定

以下の経路からの津波の流入を検討し、流入の可能性のある経路を下表の

とおり特定した。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(3)津波防護施設における浸水防止設備の設置の方針に関して、以下を確認

する。

① 要求事項に適合するよう、特定した遡上経路に浸水防止設備を設置す

る方針であること。

② 止水対策を実施する予定の部位が列記されていること。以下、例示。

a)電路及び電線管貫通部、並びに電気ボックス等における電線管内処理

b)躯体開口部 (扉、排水口等)

4.2.2取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止

【規制基準における要求事項等】

取水路、放水路等の経路から、津波が流入する可能性について検討した上

で、流入の可能性のある経路 (扉、開口部、貫通部等)を特定すること。特

定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を防止すること。

【確認内容】

(1)敷地への海水流入の可能性のある経路 (流入経路)の特定以下のよう

な経路 (例示)か らの津波の流入の可能性を検討し、流入経路を特定して

いることを確認する。

① 海域に連接する水路から建屋、土木構造物地下部へのバイパス経路

(水路周辺の トレンチ開口部等)
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流入経路

海水取水 トンネル、点検用 トン
海水ポンプ室、海水管、海水管
連絡水路

ネル、
トレンチ、

取水路、循環水ポンプ室、循環水管

海水取水 トンネル、循環水ポンプ室～
海水管、海水管 トレンチ

取水路、循環水ポンプ室、循環水管

タービンブローダウン排水管、クリーンアップ排水管、
タービンサンプ排水管

海水管

循環水管、放水ピット、放水管

海水管

循環水管、放水ピット、放水路

集水枡、屋外排水管

海水系

循環水系

海水系

循環水系

その他配管

海水系

循環水系

海水系

循環水系

屋外排水路

3,4号機

3,4号機

1,2号機

1,2号機

3,4号機

3,4号機

3,4号機

1,2号機

1,2号機

取水路

放水路

(2)特定した流入経路における津波防護施設の配置 日仕様については以下の

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

② 津波防護施設 (防潮堤、防潮壁)及び敷地の外側から内側 (地上部、

建屋、土木構造物地下部)へのパイパス経路 (排水管、道路、アクセス

通路等)

③ 敷地前面の沖合から埋設管路により取水する場合の敷地内の取水

路、点検口及び外部に露出した取水ピット等 (沈砂池を含む)

④ 海域への排水管等

(2)特定した流入経路における津波防護施設の配置 二仕様を確認する。
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針

とおりである。

[取水路防潮ゲー ト]

・取水路側からの津波の流入防止を目的として、取水路を横断するように

設置するもので、鋼製のゲー ト扉体、ゲー ト落下機構、防潮壁及び鉄筋

コンクリー ト製の躯体等からなる構造物である。

[放水口側防潮堤 ]

・放水口側からの津波の流入防止を目的として、放水口側護岸沿い及び 1

号及び 2号炉放水路沿いに設置するもので、杭基礎に鋼製の上部工を設

置する杭基礎形式部と 1号及び 2号炉放水 ピッ トに鉄筋コンクリー ト

製の防潮壁を設置する鉄筋コンクリー ト壁部と、セメント改良上による

防潮堤を構築する地盤改良部の 3種類からなる。

[防潮扉 ]

日1号及び 2号炉放水路脇の西側の敷地からの津波の流入防止を目的とし

て、放水口側防潮堤と連結するよう、銅管杭に支持された鉄筋コンクリ

ー ト製の基礎の上に、アルミニウム合金製の防潮扉を設置する。

[屋外排水路逆流防止設備]

B放水口側護岸及び放水路に連接する屋外排水路からの津波の流入防止を

目的として設置するもので、ステンレス製のゲー ト構造物である。

[1号及び 2号炉放水ピット止水板]

・ 1号及び 2号炉放水ピットからの津波の流入防止を目的として、設置す

るもので、鋼製の上水板からなる構造物である。

(3)特定した流入経路における浸水防止設備については、以下のとおりであ

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

① 津波防護施設の種類 (防潮壁等)及び箇所

② 施設ごとの構造形式、形状

(3)特定した流入経路における浸水防止設備の設置の方針に関して、以下を
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る。

①浸水防止設備として、海水ポンプ室床面に浸水防止蓋を設置する。

②設置位置

日海水ポンプ室床面 :浸水防止蓋

[浸水防止蓋]

・浸水防止設備は、海水ポンプ室床面に海水ポンプ室浸水防止蓋を設置

することにより浸水範囲を限定する設計とする。

43漏水による重要な安全機能への影響防止 (外郭防護 2)

431漏 水対策

【要求事項等への対応方針】

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮 して、取水・放水施設や地下部等

における漏水の可能性を検討 している。

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定 (以下「浸水想定範囲」とい

う)する。

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路、浸水口 (扉、開口

部、貫通口等)を特定する。

特定した経路、浸水口に対 して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定

する。

【確認状況】           
‐

(1)漏水の可能性の検討として、海水取水設備については海水ボンプ周辺地

盤及び前面壁の高さがT.P.+3.5mで あり、津波は地上部から到達、流入し

ないが、海水ポンプの据付エリアの床面高さは、T.P.+1.55mで あり、3,4

号炉海水ポンプ室の入力津波高さT.P.+2.9mで ある。海水ポンプ室につい

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

確認する。

① 要求事項に適合するよう、特定した流入経路に浸水防止設備を設置す

る方針であること。

② 浸水防止設備の設置予定の部位が列記されていること。以下、例示。

a)配管貫通部

b)電路及び電線管貫通部、並びに電気ボックス等における電線管内処

理

c)空調ダク ト貫通部

d)躯体開口部 (扉、排水口等)

43漏水による重要な安全機能への影響防止 (外郭防護 2)

4.3.1漏水対策

【規制基準における要求事項等】

取水 二放水設備の構造上の特徴等を考慮 して、取水・放水施設や地下部等

における漏水の可能性を検討すること。

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定 (以下「浸水想定範囲」とい

う。)す ること。

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路、浸水口 (扉、開口

部、貫通口等)を 特定すること。

特定した経路、浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定

すること。

【確認内容】

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。なお、後段規制 (工事

計画認可)においては、浸水想定範囲、浸水経路 日浸水口・浸水量及び浸

水防止設備の仕様について、確認する。
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ては、基準津波が取水路から流入する可能性があるため、漏水が継続する

ことによる浸水の範囲 (以下「浸水想定範囲」)と して想定する。

浸水想定範囲への浸水の可能性のある経路として、海水ポンプ室の床面

に貫通部が存在するため、浸水防止設備として海水ポンプ室床面に浸水防

止蓋を設置する。

(2)浸水想定範囲である海水ポンプ室は、以下の①～②の理由により、浸水

の可能性はない。

① 海水ピット床面貫通箇所については、浸水対策を実施しており、津波

時においても浸水防止機能が充分に保持できる設計としている。

② 海水ポンプのグランドドレンは逆止弁を設置する浸水防止蓋を通じて

排水されるため、浸水の可能性がある経路とはならない。

432安 全機能への影響確認

【要求事項等への対応方針】

浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備等がある場合は、防水

区画化する。

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し、安全機能への影響がな

いことを確認する。

【確認状況】

浸水想定範囲である海水ポンプ室には、重要な安全機能を有する屋外設備

である海水ポンプが設置されているため、当該エリアを防水区画化する。

海水ポンプの安全機能に対しては、モータ本体、電源ケーブル、現場操作

箱及び電源からの影響が考えられる。

電源ケーブルは端子台高さがモータ下端より約 lm高 く、また現場操作箱

は、下端高さが 3号機及び 4号機 T.P.+4.7mで あるため、機能を維持できる

水位としては、モータ下端高さ T.P.+3.85mと なる。さらに、電源について

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

4.3.2安全機能への影響確認

【規制基準における要求事項等】

浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備等がある場合は、防水

区画化すること。

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し、安全機能への影響がな

いことを確認すること。

【確認内容】

(1)要求事項に適合する影響確認の方針であることを確認する。なお、後段

規制 (工事計画認可)においては、浸水想定範囲、浸水経路 B浸水口日浸

水量及び浸水防止設備の仕様を確認する。
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は常用電源回路と分離 しており、地絡影響は回避できる系統となっている。

なお、海水ポンプモータについては、予備品 (3,4号機で 2台 )を確保し

ており、津波の影響を受けない高台 T.P.+10.Omに 保管 している。

23(1)で述べたように海水ポンプ室床面には、浸水防止設備として浸水

防止蓋を設置するため、床面からの浸水はない設計としており、 ドレンラ

インに設置 している逆止弁についても試験で漏洩の無いことを確認 してい

るが、ここでは保守的に逆止弁の許容漏洩量32mL/hの漏洩があった場合の

浸水量を評価する。逆止弁の設置位置を超える時間において、許容漏洩量

が漏れたとしても漏洩量は約05L程度と僅かであり、漏水の影響はない。

万一、この機能が喪失した場合を仮定しても、浸水高さが海水ポンプの

機能喪失高さを下回るため、海水ポンプの機能に影響は無い。

4.3,3排水設備設置の検討

【要求事項等への対応方針】

浸水想定範囲である海水ポンプエリアにおいて浸水を検討し、長期間の冠

水が想定される場合は、排水設備を設置する。

【確認状況】

(1)重要な安全機能を有する設備等内包する建屋及び区画のうち、もつとも

津波が接近すると考えられる海水ポンプ室においても、浸水量評価で示す

とおり、浸水はごく僅かであり、長期間の冠水が想定される箇所はないた

め、排水設備は不要である。

4.4重要な安全機能を有する施設の隔離 (内郭防護)

4.4.1浸水防護重点化範囲の設定

【要求事項等への対応方針】

B設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画について

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

4.3.3排水設備設置の検討

【規制基準における要求事項等】

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、排水設備を設置

すること。

【確認内容】

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。なお、後段規制 (工事

計画認可)においては、浸水想定範囲における排水設備の必要性、設置す

る場合の設備仕様について確認する。

4.4重要な安全機能を有する施設の隔離 (内郭防護)

4.4.1浸水防護重点化範囲の設定

【規制基準における要求事項等】

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区画については、浸水
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は、浸水防護重点化範囲として明確化する。

【確認状況】

(1)設計基準対象施設の津波防護対象設備 (津波防護施設、浸水防止設備、

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を 内包する建屋及び区画は、

原子炉格納施設、原子炉補助建屋、制御建屋、中間建屋及び海水ポンプエ

リア、燃料油貯油そう並びに復水タンクであり、津波に対する浸水防護重

点化範囲として設定し、機器配置図等で示している。

(2)現段階において、設計基準対象施設の津波防護対象設備 (津波防護施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を 内包する建

屋および区画については、浸水防護重点化範囲として設定し、機器配置図

等で明確化している。位置が確定していない設備等に対しては、工認段階

で浸水防護重点化範囲として再設定する方針としている。

4.4.2浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

【要求事項等への対応方針】

津波による途水を考慮 した浸水範囲、浸水量を安全側に想定する。

浸水範囲、浸水量の安全側の想定に基づき、浸水防護重点化範囲への浸水

の可能性のある経路、浸水口 (貫通口等)はないことを確認 している。

浸水防護重点化範囲の境界にある扉、貫通部等に対して、T.P.+10.8mま で

の浸水対策を実施 している。

【確認状況】

(1)地震後の津波による浴水の影響としては、以下の a及び bの事象が考え

られ、各事象に関して浸水防護重点化範囲への影響を評価 している。

a.地震に起因するター ビン建屋内の循環水管伸縮継手の破損により、津

波が循環水管に流れ込み、循環水管の損傷箇所を介 して、タービン建屋

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

防護重点化範囲として明確化すること。

【確認内容】

(1)重要な安全機能を有する設備等 (耐震 Sク ラスの機器“配管系)の うち、

基本設計段階において位置が明示されているものについては、それらの設

備等を内包する建屋、区画が津波防護重点範囲として設定されていること

を確認する。

(2)基本設計段階において全ての設備等の位置が明示されているわけでは

ないため、工事計画認可の段階において津波防護重点化範囲を再確認する

必要がある。したがつて、基本設計段階において位置が確定していない設

備等に対しては、内包する建屋及び区画単位で津波防護重点化範囲を工認

段階で設定することが方針として明記されていることを確認する。

4.4.2浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

【規制基準における要求事項等】

津波による浴水を考慮 した浸水範囲、浸水量を安全側に想定すること。浸

水範囲、浸水量の安全側の想定に基づき、浸水防護重点化範囲への浸水の可

能性のある経路、浸水口 (扉 、開口部、貫通口等)を特定し、それらに対し

て浸水対策を施すこと。

【確認内容】

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。なお、後段規制 (工事

計画認可)においては、浸水範囲、浸水量の想定、浸水防護重点化範囲ヘ

の浸水経路 “浸水口及び浸水防止設備の仕様について、確認する。
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内に流入することが考えられる。このため、タービン建屋内に流入した

津波により、タービン建屋に隣接する浸水防護重点化範囲 (制御建屋及

び中間建屋)への影響を評価 した。

b.地下水は、湧水サンプヘ流入する。このため、地震後の地下水の流入

が浸水防護重点化範囲へ与える影響について評価 した。

なお、浸水防護重点化範囲の境界にある扉、貫通部に対 して、

T.P.+10.3mま での浸水対策を実施 している。

(2)津波による浴水を考慮 した浸水範囲、浸水量については、地震による浴

水の影響も含めて、以下の例のように安全側の想定を実施する方針である

ことを確認する。

① タービン建屋内の浴水については、循環水管の伸縮継手の全円周状の

破損を想定し、循環水管の損傷箇所からの津波の流入量がタービン建屋

空間部に滞留するものとして浴水水位を算出した。なお、地下水につい

ては、タービン建屋への浴水経路がないことから考慮しない。

② 地震 日津波による屋外循環水系配管や敷地内のタンク等の損傷による

敷地内への津波及び系統設備保有水の浴水等の事象については内部浴

水にて評価している。

③ 循環水系機器 B配管損傷による津波浸水量については、入力津波の時

刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来を考慮し、タービン建屋の浴

水水位は津波等の流入の都度上昇するものとして計算した。また、ピッ

ト水位が低い場合、流入経路を逆流してタービン建屋外へ流出する可能

性があるが、保守的に一度流入したものは流出しないものと考える。

④ 機器・配管等の損傷による浴水量については、内部浴水の評価にて考

慮して算定している。

⑤ 地下水の流入については、 1日 当たりの湧水 (地下水)の排水量の実

績値に対して、湧水サンプポンプの排出量は大きく上回ること、また、

湧水サンプポンプは耐震性を有することから、外部の支援を期待するこ

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

(2)津波による浴水を考慮 した浸水範囲、浸水量については、地震による浴

水の影響も含めて、以下の例のように安全側の想定を実施する方針である

ことを確認する。

① 地震・津波による建屋内の循環水系等の機器 日配管の損傷による建屋

内への津波及び系統設備保有水の浴水、下位クラス建屋における地震時

の ドレン系ポンプの停止による地下水の流入等の事象が想定されてい

ること。

② 地震 日津波による屋外循環水系配管や敷地内のタンク等の損傷による

敷地内への津波及び系統設備保有水の浴水等の事象が想定されている

こと。

③ 循環水系機器 日配管損傷による津波浸水量については、入力津波の時

刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの来襲が考慮されていること。

④ 機器・配管等の損傷による浴水量については、内部浴水における浴水

事象想定を考慮して算定していること。

⑤ 地下水の流入量については、例えば、 ドレン系が停止した状態での地

下水位を安全側 (高め)に設定した上で、当該地下水位まで地下水の流

入を考慮するか、又は対象建屋周辺の ドレン系による 1 日当たりの排
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となく排水可能である。

地震によるタービン建屋の地下部外壁からの流入については、タービ

ン建屋近傍の地下水位を安全側 (敷地高さ T.P.+3.5m)に 想定し、ター

ビン建屋の想定浸水水位と安全側に設定 した地下水位を比較 して流入

量を算定する。

⑥ 津波及び浴水により浸水を想定するタービン建屋において、施工上生

じうる建屋間の隙間部には、止水処理を行い、浸水防護重点化範囲への

浸水を防止する設計とする。なお、 3、 4号炉のタービン建屋について

は、建屋内で繋がっていることから、合わせて浴水量評価を実施するも

のとする。

4.5水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止

4.5.1非常用海水冷却系の取水性

【要求事項等への対応方針】

`非常用海水冷却系の取水性については、次に示すとおりである。

・基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持できる設計と

する。

・基準津波による水位の低下に対して冷却に必要な海水が確保できる設計

とする。

【確認状況】

(1)取水路の特性を考慮した海水ポンプ位置の評価水位を適切に算定して

いる。ポイントは以下のとおり。

① 基準津波による水位の低下に伴う取水路等の特性を考慮した海水ポン

プ位置の評価水位を適切に算出するため、津波シミュレーションにおい

て管路部分に仮想スロットモデルによる一次元不定流の連続式及び運

動方程式を組み込んだ詳細数値計算モデルにより管路解析を併せて実

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

水量の実績値に対 して、外部の支援を期待 しない約 7日 間の積算値を

採用する等、安全側の仮定条件で算定 していること。

⑥ 施設 日設備施工上生じうる隙間部等についても留意し、必要に応じて

考慮すること。

4.5水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止

45.1非常用海水冷却系の取水性

【規制基準における要求事項等】

非常用海水冷却系の取水性については、次に示す方針を満足すること。

ユ基準津波による水位の低下に対して海水ボンプが機能保持できる設計で

あること。

・基準津波による水位の低下に対して冷却に必要な海水が確保できる設計

であること。

【確認内容】

(1)取水路の特性を考慮 した海水ポンプ位置の評価水位が適切に算定され

ていることを確認する。確認のポイントは以下のとおり。

① 取水路の特性に応じた手法が用いられていること。(開水路、閉管路の

方程式)
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施する。また、その際、取水口から海水ポンプ室に至る系統をモデル化

し、管路の形状、材質及び表面の状況に応 じた摩擦損失を考慮するとと

もに、貝付着及びスクリーンの有無並びに取水路防潮ゲー トの開日幅、

取水ロケーソン重量コンクリー トの有無を考慮 し、計算結果に潮位のバ

ラツキの加算や安全側に評価 した値を用いるなど、計算結果の不確実性

を考慮 した評価を実施する。

② 取水路の形状や材質を考慮し、摩擦損失の計算におけるマニング粗度

係数としては、開水路において 0.015、 閉管路 (海水路 トンネル、1,2

号機非常用海水路及び海水路)において0.020を 用いて計算している。

(2)前述 (3.4(4))の とおり地殻変動量を安全側に考慮して、水位低下に対

する耐性 (海水ボンプの仕様、取水口の資料、取水路又は取水ピットの仕

様等)について、以下を確認している。

① 3,4号炉海水ポンプ室前の入力津波高さは、T.P.-3.3mで あり、3,4号

機海水ポンプの設計取水可能水位 T.P.-3.52mを上回ることから、水位

低下によっても海水ポンプは機能保持できる。

4.5.2津波の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能保持確認

【要求事項等への対応方針】

日基準津波に伴う取水日付近の砂の移動 B堆積を適切に評価する。

・基準津波に伴う取水日付近の漂流物を適切に評価する。

B非常用海水冷却系については、次に示す方針を満足すること。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

② 取水路の管路の形状や材質、表面の状況に応じた摩擦損失が設定さ

れていること。

(2)前述 (34(4))の とおり地殻変動量を安全側に考慮して、水位低下に対

する耐性 (海水ポンプの仕様、取水日の資料、取水路又は取水ピットの仕

様等)について、以下を確認する。

① 海水ポンプの設計用の取水可能水位が下降側評価水位を下回る等、水

位低下に対して海水ポンプが機能保持できる設計方針であること。

② 引き波時の水位が実際の取水可能水位を下回る場合には、下回つてい

る時間において、海水ポンプの継続運転が可能な貯水量を十分確保でき

る取水路又は取水ピットの構造仕様、設計方針であること。なお、取水

路又は取水ピットが循環水系と非常系で併用される場合においては、循

環水系運転継続等による取水量の喪失を防止できる措置が施される方

針であること。

452津 波の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能保持確認

【規制基準における要求事項等】

基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積が適切に評価されているこ

と。基準津波に伴う取水口付近の漂流物が適切に評価されていること。非常

用海水冷却系については、次に示す方針を満足すること。
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日基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積、陸上斜面崩壊によ

る土砂移動 二堆積及び漂流物に対して取水口及び取水路の通水性は確保

できる設計であることを確認する。

・基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対して海水ポンプが機

能保持できる設計であることを確認する。

【確認状況】

(1)基準津波による砂移動に対する取水性確保

取水回は、海水取水 トンネル呑み口底面が TP-52mで あり、取水口底

版 T,P.-6.2mよ り約 lm高い位置にある、また、海水取水 トンネルの内径

は 2.6m、 海水ボンプ室は、海水ポンプ下端から床面まで約 125mと なって

いる。

砂移動に関する数値シミュレーションを実施した結果、基準津波による

砂移動に伴う砂堆積量は、海水取水 トンネル呑み口において約 0.02m、 海

水ポンプ室において約 0.32mで あり、砂の堆積に伴つて、海水取水 トンネ

ル呑み日から海水ポンプ下端までの海水取水経路が閉塞することはない。

(2)混入した浮遊砂に対する取水性確保

海水ポンプ取水時に浮遊砂の一部が軸受潤滑水としてポンプ軸受に混

入したとしても、海水ポンプの軸受に設けられた異物逃がし溝から排出さ

れる構造とする。また、仮に砂が混入した場合においても、海水ポンプの

軸受に設けられた約 4 2Hrnの異物逃がし溝から排出される構造とする。

これに対して、発電所周辺の砂の平均粒径は約 0.2mmで 、数ミリ以上の

砂はごくわずかであることに加えて、粒径数ミリの砂は浮遊し難いもので

あることを踏まえると、大きな粒径の砂は殆ど混入しないと考えられ、砂

混入に対して海水ポンプの取水機能は維持できる。

(3)基準津波に伴つて漂流物になり得る船舶等が取水性に影響を及ぼさな

いことを漂流物評価フローに基づき確認した。なお、漂流物となる可能性

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

日基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積、陸上斜面崩壊によ

る土砂移動 日堆積及び漂流物に対 して取水口及び取水路の通水性が確保

できる設計であること。

・基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対して海水ポンプが機

能保持できる設計であること。

【確認内容】

(1)基準津波に伴う取水日付近の砂の移動・堆積については、(32.1)の 遡

上解析結果における取水口付近の砂の堆積状況に基づき、砂の堆積高さが

取水口下端に到達しないことを確認する。取水口下端に到達する場合は、

取水口及び取水路が閉塞する可能性を安全側に検討し、閉塞しないことを

確認する。「安全側」な検討とは、浮遊砂濃度を合理的な範囲で高めてパラ

メータスタディすることによって、取水日付近の堆積高さを高めに、また、

取水路における堆積砂混入量、地積量を大きめに算定すること等が考えら

れる。

(2)混入した浮遊砂は、取水スクリーン等で除去することが困難なため、海

水ポンプそのものが運転時の砂の混入に対して軸国着 しにくい仕様であ

ることを確認する。

(3)基準津波に伴う取水日付近の漂流物については、 (3.2.1)の 遡上解析結

果における取水日付近を含む敷地前面及び遡上域の寄せ波及び引き波の
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のある施設・設備として発電所周辺約 5kmの範囲を網羅的に調査 した結果、

漁船・輸送船等の船舶、浮き後、クラゲ防止網等を選定した。定期船に関

しては、発電所沖合約 14kmに定期航路があるが、半径 5km以内の敷地前

面海域にないことから発電所に対する漂流物とならない。

設置物については、地震で倒壊する可能性のあるものは倒壊させた上

で、浮力計算により漂流するか否かの検討を行う。この内、船舶について

は、漁船及び燃料等輸送船が挙げられる。停泊中の漁船については、津波

の流向に対し、停泊地の位置・地形を考慮すると発電所に対する漂流物と

はならない。

基準津波の津波シミュレーション果によると、取水日付近については取

水口防潮ゲー トまで、物揚岸壁付近については放水口側防潮堤及び防潮扉

まで津波が遡上する、基準地震動による液状化等に伴う敷地の変状を考慮

した場合、 3、 4号炉放水日付近も津波が遡上する。これらを踏まえ、基

準津波により漂流物となる可能性のある施設 日設備が海水ポンプの取水確

保へ影響を及ぼさないことを確認する。

この結果、発電所構内で漂流する可能性があるものとして、 1号及び 2

号炉放水口側の協力会社事務所等があるが、放水口側防潮堤及び防潮扉で

防護されるため、取水性への影響はない。また、これらの設置位置及び津

波の流向を考慮すると漂流物は取水口へは向かわない。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

方向、速度の変化を分析した上で、漂流物の可能性を検討し、漂流物によ

り取水口が閉塞しない仕様の方針であること、又は閉塞防止措置を施す方

針であることを確認する。なお、取水スクリーンについては、異物の混入

を防止する効果が期待できるが、津波時には破損して混入防止が機能しな

いだけでなく、それ自体が漂流物となる可能性が有ることに留意する必要

がある。
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で の して、 行

になった漁船が挙げられるが、取水口側は取水路防潮ゲー ト、放水口側は

1号及び 2号炉放水日、前面護岸、放水口側防潮堤及び防潮扉により防護

する。取水路防潮ゲー ト及び放水口側防潮堤の設計においては、漂流物と

して衝突する可能性がある小型漁船を衝突荷重として評価する。

一部、取水口に向かう漁船については、取水路に沿つて取水路防潮ゲー

トに向かうが、万一、取水路内を漂流する場合においても、海水取水 トン

ネル呑み日前にとどまることはなく、また海水取水 トンネル呑み日前面に

閉塞防止措置として鋼製杭を設置することから、漂流物により海水取水 ト

ンネル呑み口が閉塞することはない。なお、鋼製杭については、海水取水

トンネルの通水機能に影響のない設計とする。

発電所近傍を通過する定期船に関しては、発電所沖合約 14kmに定期航

路があるが、半径 5km以内の敷地前面海域にないことから発電所に対する

漂流物とならない。

除塵装置であるロータリースクリーンについては、基準津波の流速に対

し、スクリーンの水位差が、設計水位差以下であるため、損傷することは

なく漂流物とならないことから、取水性に影響を及ぼすことはないことを

確認 している。

4.6津波監視

【要求事項等への対応方針】

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し、津波防護施設、浸水防止設備の

機能を確実に確保するために、津波監視設備を設置する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

4.6津波監視

【規制基準における要求事項等】

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し、津波防護施設、浸水防止設備の

機能を確実に確保するために、津波監視設備を設置すること。
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日津波監視カメラ

日潮位計

【確認状況】

津波監視設備は、津波襲来を監視でき、かつ基準津波の影響を受けない位

置に設置する。

設置位置は、津波監視カメラ (3号炉原子炉格納施設 T.P.+46.8m、 4号炉

T,P.+36.2m)、

フ で

ある。

津波監視カメラは、取水口・放水口側を監視できるものを各 1台設置 し、

光学及び赤外線撮象機能を有 し、昼夜問わず監視可能である。

潮位計は、上昇側及び下降側の津波高さを計測できるよう、 1号炉海水ポ

ンプ室及び 2号炉海水ポンプ室に設置の潮位計については、T.P約 -9.9m～

T,P.約+6.6mを測定範囲とし、3, 4号炉海水ポンプ室に設置の潮位計につ

いては、T.P.約-4.Om～ T.P.約+4.Omを 測定範囲とした設計としている。

5.施設 B設備の設計 日評価の方針及び条件

51津波防護施設の設計

【要求事項等への対応方針】

津波防護施設 (取水路防潮ゲー ト、放水口側防潮堤、防潮扉、屋外排水路

逆流防止設備並びに 1号及び 2号炉放水ピット止水板)については、その構

2号炉海水ポンプ室 T.P.+71m、 3,4号炉海水ポンプ室 T.P+46m)で ある

1号炉海水ポンプ室前面及び 2号炉海水ポンプ室前面の入力津波高

T.P.+2.6m又 は3,4号炉海水ポンプ室前における入力津波による津波高

T.P.+2.9mに 対し、十分高い位置に設置している。

潮位計 (1号炉海水ポンプ室 T.P.+7.1

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

【確認内容】

(1)要求事項に適合する方針であることを確認する。また、設置の概要とし

て、おおよその位置と監視設備の方式等について把握する。

5.施設・設備の設計・評価の方針及び条件

5.1津波防護施設の設計

【規制基準における要求事項等】

津波防護施設については、その構造に応じ、波力による侵食及び洗掘に対

する抵抗性並びにすべり及び転拒1に対する安定性を評価 し、越流時の耐性に
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造に応じ、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転,1に

対する安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対する

津波防護機能が十分に保持できるよう設計する。なお、津波監視設備と兼用

の潮位計については、津波の影響 (波力、漂流物の衝突等)に対して、影響

を受けない位置へ設置することから、方針については「53津波監視設備の

設計」に基づく設計とする。

【確認状況】

(1)津波防護施設である取水路防潮ゲー ト、放水口側防潮堤、防潮扉及び屋

外排水路逆流防止設備の設計においては、その構造に応じ、波力による侵

食及び洗掘に対する抵抗性を確保し、またすべり及び転纏1に 対する安定性

を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機

能が十分に保持できるよう設計する。

(2)以下の項目について、設定の考え方を示す。

① 荷重の組合せ

取水路防潮ゲー ト 常時荷重+地震荷重

常時荷重+津波荷重

常時荷重+津波荷重+余震荷重

常時荷重+津波荷重+漂流物荷重

常時荷重+地震荷重

常時荷重+津波荷重

常時荷重+津波荷重+余震荷重

常時荷重十津波荷重+漂流物荷重

常時荷重十地震荷重

常時荷重十津波荷重

放水口狽I防潮堤

防潮扉

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

も配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できるよう設

計すること。

【確認内容】

(1)要求事項に適合する設計方針であることを確認する。なお、後段規制 (エ

事計画認可)においては、施設の寸法、構造、強度及び支持性能 (地盤強

度、地盤安定性)が要求事項に適合するものであることを確認する。

(2)設計方針の確認に加え、入力津波に対して津波防護機能が十分保持でき

る設計がなされることの見通 しを得るため、以下の項目について、設定の

考え方を確認する。確認内容を以下に例示する。

① 荷重組合せ

a)余震が考慮されていること。耐津波設計における荷重組合せ : 常時

十津波、常時+津波十地震 (余震)
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常時荷重+津波荷重+余震荷重

常時荷重+津波荷重+漂流物荷重

屋外排水路逆流防止設備   :常 時荷重十地震荷重

常時荷重十津波荷重

常時荷重+津波荷重+余震荷重

1号及び 2号炉放水ピット止水板 :常時荷重+地震荷重

常時荷重十津波荷重

常時荷重十津波荷重+余震荷重

② 荷重の設定方法

a)常時荷重  :自重を考慮する。

b)地震荷重  :基準地震動を考慮する。

c)津波荷重  :「港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成 19年 )」 及

び津波避難ビルガイ ドラインに基づき設定する。

d)余震荷重  :水平方向に弾性設計用地震動 Sd-5H(NS)を考慮 し、鉛直方

向に弾性設計用地震動 Sd-5vを考慮する。

e)漂流物荷重 :漂流物として総 トン数 10t級 (排水 トン数 30t)の 小型漁

船を考慮 し、「道路橋示方書 (I共通編・Ⅳ下部構造編)B

同解説」に基づき設定する。

f)放水口側防潮堤及び防潮扉については、堆積層及び盛土の上に設置さ

れており、基準地震動が作用 した場合、設置位置周辺の地盤が液状化す

る可能性があることから、基礎杭に作用する側方流動力の影響を考慮

し、津波防護機能が十分保持できるように設計する。

③ 許容限界

a)津波防護機能に対する機能保持限界として、当該構造物全体の変形能

力 (終局耐力時の変形)に対して十分な余裕を有し、止水性の面も踏ま

えることにより津波防護機能を保持することを確認する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

② 荷重の設定

a)津波による荷重 (波圧、衝撃力)の設定に関して、考慮する知見

(例 えば、国交省の暫定指針等)及 びそれらの適用性。

b)余震による荷重として、サイ ト特性 (余震の震源、ハザー ド)が考

慮され、合理的な頻度、荷重レベルが設定される。

c)地震により周辺地盤に液状化が発生する場合、防潮堤基礎杭に作用

する側方流動力等の可能性を考慮すること。

③ 許容限界

a)津波防護機能に対する機能保持限界として、当該構造物全体の変形

能力 (終局耐力時の変形)に対して十分な余裕を有し、津波防護機能

を保持すること。(な お、機能損傷に至った場合、補修に、ある程度

の期間が必要となることから、地震、津波後の再使用性に着目した許
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5.2浸水防止設備の設計

【要求事項等への対応方針】

浸水防止設備 (海水ポンプ室浸水防止蓋)については、浸水想定範囲にお

ける浸水時の波圧等に対する耐性等を評価 し、越流時の耐性にも配慮した上

で、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。

【確認状況】

(1)

日海水ポンプエリアの開口部には浸水防止蓋を設置することで、浸水対策

を実施している。

・これらの浸水防止設備については、浸水時の波圧等に対する耐性等を評

価 し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計す

る。

・以下に浸水防止設備についての設計方針を示す。

海水ポンプ室浸水防止蓋

浸水防止蓋は、津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機能が十分

保持できる設計とする。

(2)、 (3)

以下に浸水防止設備について荷重組合せ、荷重の設定及び許容限界につ

いて考え方を示す。

ユ荷重の組合せ

常時荷重、津波荷重及び地震荷重を適切に組合わせる。

① 常時荷重+地震荷重

② 常時荷重+津波荷重

③ 常時荷重+津波荷重+余震荷重

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

容限界にも留意する必要がある。)

52浸水防止設備の設計

【規制基準における要求事項等】

浸水防止設備については、浸水想定範囲における浸水時及び冠水後の波圧

等に対する耐性等を評価 し、越流時の耐性にも配慮 した上で、入力津波に対

して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計すること。

【確認内容】

(1)要求事項に適合する設計方針であることを確認する。なお、後段規制 (エ

事計画認可)においては、設備の寸法、構造、強度等が要求事項に適合す

るものであることを確認する。

(2)浸水防止設備のうち水密扉等、後段規制において強度の確認を要する設

備については、設計方針の確認に加え、入力津波に対 して浸水防止機能が

十分保持できる設計がなされることの見通 しを得るため、津波防護施設と

同様に、荷重組合せ、荷重の設定及び許容限界 (当 該構造物全体の変形能

力に対して十分な余裕を有 し、かつ浸水防止機能を保持すること)の項目

についての考え方を確認する。

(3)浸水防止設備のうち床 B壁貫通部の上水対策等、後段規制において仕様

(施正方法を含む)の確認を要する設備については、荷重の設定と荷重に
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B荷重の設定

① 常時荷重 :自 重を考慮する。

② 地震荷重 :基準地震動を考慮する。

③ 津波荷重 :入力津波+高潮の影響を考慮する。

④ 余震荷重 :余震として、弾性設計用地震動Sd-1を考慮する。

・許容限界

浸水防止機能に対する機能保持限界として、地震後、津波後の再使

用性や、津波の繰り返し作用を想定し、止水性の面も踏まえることに

より当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有し、浸水防止

機能を保持していることを確認する。

5.3津波監視設備の設計

【要求事項等への対応方針】

津波監視設備については、津波の影響 (波 力、漂流物の衝突等)に対して、

影響を受けにくい位置へ設置 し、入力津波に対して津波監視機能が十分に保

持できるよう設計する。

【確認状況】

(1)設置位置は、津波監視カメラ (3号炉原子炉格納施設壁面 T.P約+468m、

4号炉原子炉補助建屋壁画 T.P+362m)、 潮位計 (1号炉海水ポンプ室

TP.+7.lm、 2号炉海水ポンプ室 T,P.+7.lm、 3,4号 炉海水ポンプ室

TP.+4.6m)で ある。 1号炉海水ポンプ室前面及び 2号炉海水ポンプ室前

面の入力津波高さTP.+2.6m又 は 3,4号炉海水ポンプ室前面の入力津波高

さTP.+29mに対し、十分高い位置に設置している。

(2)津波監視設備は以下の 2つの条件で評価を行い、入力津波に対して津波

監視機能が十分に保持できるよう設計することとしている。

① 常時荷重十地震荷重

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

対する性能確保についての方針を確認する。

5.3津波監視設備の設計

【規制基準における要求事項等】

津波監視設備については、津波の影響 (波 力、漂流物の衝突等)に対して、

影響を受けにくい位置への設置、影響の防止策・緩和策等を検討し、入力津

波に対して津波監視機能が十分に保持できるよう設計すること。

【確認内容】

(1)(32.1)の 遡上解析結果に基づき、津波影響を受けにくい位置、及び津

波影響を受けにくい建屋・区画・囲い等の内部に設置されることを確認す

る。

(2)要求事項に適合する設計方針であることを確認する。なお、後段規制 (エ

事計画認可)においては、設備の位置、構造 (耐水性を含む)、 地震荷重 B

風荷重との組合せを考慮 した強度等が要求事項に適合するものであるこ
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② 常時荷重十津波荷重

③ 常時荷重+津波荷重+余震荷重

余震荷重として、弾性設計用地震動 Sd-1を 考慮する。

5.4施設 B設備等の設計 日評価に係る検討事項

54.1津波防護施設、浸水防止設備等の設計における検討事項

【要求事項等への対応方針】

津波防護施設、浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当たつては、

次に示す方針 (津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返 し作用の考

慮)を満足していることを確認する。

・各施設・設備等の機能損傷モー ドに対応 した荷重 (浸水高、波力・波圧

等)について、入力津波から十分な余裕を考慮 して設定する。

・サイ トの地学的背景を踏まえ、余震の発生の可能性を検討する。

・余震発生の可能性に応 じて余震による荷重と入力津波による荷重との組

合せを考慮する。

日入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返 しの襲来による作用が津

波防護機能、浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する。

【確認状況】

(1)津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し作用の考慮のそれぞ

れについて、要求事項に適合する方針であることの概要を以下に示す。

①津波荷重については、以下の不確かさを考慮している。

a)入力津波が有する数値計算上の不確かさ

b)各施設・設備等の機能損傷モー ドに対応 した荷重の算定過程に介在

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

とを確認する。

54施設・設備等の設計 B評価に係る検討事項

5.41津波防護施設、浸水防止設備等の設計における検討事項

【規制基準における要求事項等】

津波防護施設、浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当たっては、

次に示す方針 (津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し作用の考

慮)を満足すること。

・各施設・設備等の機能損傷モー ドに対応 した荷重 (浸水高、波力 B波圧、

洗掘力、浮力等)について、入力津波から十分な余裕を考慮 して設定す

ること。

・サイ トの地学的背景を踏まえ、余震の発生の可能性を検討すること。

・余震発生の可能性に応 じて余震による荷重と入力津波による荷重との組

合せを考慮すること。

・入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰 り返 しの襲来による作用が津

波防護機能、浸水防止機能へ及ぼす影響について検討すること。

【確認内容】

(1)津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し作用の考慮のそれぞ

れについて、要求事項に適合する方針であることを確認する。以下に具体

的な方針を例示する。

① 津波荷重の設定については、以下の不確かさを考慮する方針であるこ

と。

a)入力津波が有する数値計算上の不確かさ

b)各施設・設備等の機能損傷モー ドに対応した荷重の算定過程に介在
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する不確かさ

上記の不確かさの考慮に当たっては、入射津波高さaIま たは最大遡上

水深 η maxを 1.5倍することで考慮 している。

② 基準津波の波源である若狭海丘列付近断層および FO― A～ FO一 B

～熊川断層について、その活動に伴い発生する余震による荷重を設定す

る。入力津波が若狭海丘列付近断層による津波で決まる場合は、弾性設

計用地震動 Sd-5H(NS)、 Sd-5vを余震荷重として津波荷重と組合せる。入

力津波が FO一 A～ FO― B～熊川断層で決まる場合は、弾性設計用地

震動 Sd-1を 余震荷重として津波荷重と組合せる。

上記のとおり、津波の波源となる断層と余震の組合せが 2ケースあ

り、入力津波の波源となる断層についての組合せを考慮 して検討するこ

ととしているが、他方の組合せも必要に応 じて検討を行う。

③ 津波の繰返 し作用の考慮については、漏水、二次的影響 (砂移動等 )

による累積的な作用又は経時的な変化が考えられる場合は、時刻歴波形

に基づいた、安全性を有する検討をしている。具体的には以下のとおり

である。

口循環水機器 日配管損傷による津波浸水量について、入力津波の時刻

歴波形に基づき、津波の繰 り返 しの襲来を考慮 している。

・基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積については、基準津波

に伴う砂移動の数値シミュレーションにおいて、津波の繰 り返しの

襲来を考慮 している。

日基準津波に伴う取水日付近の漂流物については、海水取水 トンネル

付近の寄せ波および引き波の方向を分析 した上で、漂流物の可能性

を検討し、海水取水 トンネル呑み口が閉塞することはないことを確

認 している。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

する不確かさ

上記 b)の不確かさの考慮に当たつては、例えば抽出した不確かさの

要因によるパラメータスタディ等により、荷重設置に考慮する余裕の程

度を検討する方針であること。

② 余震荷重の考慮については、基準津波の波源の活動に伴い発生する可

能性がある余震 (地震)について、そのハザー ドを評価するとともに、

基準津波の継続時間のうち最大水位変化を生起する時間帯において発

生する余震レベルを検討する方針であること。また、当該余震レベルに

よる地震荷重と基準津波による荷重は、これらの発生確率の推定に幅が

あることを考慮して安全側に組み合わせる方針であること。

③ 津波の繰 り返 し作用の考慮については、各施設 日設備の入力津波に対

する許容限界が当該構造物全体の変形能力 (終局耐力時の変形)に対し

て十分な余裕を有 し、かつ津波防護機能・浸水防止機能を保持するとし

て設定されていれば、津波の繰り返 し作用による直接的な影響は無いも

のとみなせるが、漏水、二次的影響 (砂移動、漂流物等)に よる累積的

な作用又は経時的な変化が考えられる場合は、時刻歴波形に基づいた、

安全性を有する検討方針であること。
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針

5.4.2漂流物による波及的影響の検討

【要求事項等への対応方針】

津波防護施設、浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当たっては、

次に示す方針 (津波荷童の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し作用の考

慮)を満足していることを確認する。

口各施設・設備等の機能損傷モー ドに対応した荷重 (浸水高、波力・波圧

等)について、入力津波から十分な余裕を考慮して設定する。

・サイ トの地学的背景を踏まえ、余震の発生の可能性を検討する。

・余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による荷重との組

合せを考慮する。

日入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来による作用が津

波防護機能、浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する

【確認状況】

漂流物となる可能性のある施設・設備を抽出するため、発電所周辺約 5km

の範囲を、発電所構内については遡上域を網羅的に調査する。設置物につい

ては、地震で倒壊する可能性のあるものは41壊 させた上で、浮力計算により

漂流するか否かの検討を行つた。

この結果、発電所構内で漂流する可能性があるものとして、 1号及び 2号

炉放水口側の協力会社事務所等があるが、放水口側防潮堤で防護されるた

め、取水性への影響はない。また、これらの設置位置及び津波の流向を考慮

すると漂流物は取水口へは向かわない。

発電所構外で漂流する可能性があるものとして、発電所近傍で航行不能に

なった漁船が挙げられるが、取水口側は取水路防潮ゲー ト、放水口側は放水

口側防潮堤及び防潮扉により防護する。

取水路防潮ゲー ト及び放水口側防潮堤の設計においては、漂流物として衝

突する可能性がある小型漁船を衝突荷重として評価する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

5.4.2漂流物による波及的影響の検討

【規制基準における要求事項等】

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構築物、設置

物等が破損、倒壊、漂流する可能性について検討すること。上記の検討の結

果、漂流物の可能性がある場合には、防潮堤等の津波防護施設、浸水防止設

備に波及的影響を及ぼさないよう、漂流防止装置または津波防護施設 日設備

への影響防止措置を施すこと。

【確認内容】

(1)漂流物による波及的影響の検討方針が、要求事項に適合する方針である

ことを確認する。

(2)設計方針の確認に加え、入力津波に対して津波防護機能が十分保持でき

る設計がなされることの見通しを得るため、以下の例のような具体的な方

針を確認する。

① 敷地周辺の遡上解析結果等を踏まえて、敷地周辺の陸域の建物・構築

物及び海域の設置物等を網羅的に調査した上で、敷地への津波の襲来経

路及び遡上経路並びに津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍に

おいて発生する可能性のある漂流物を特定する方針であること。なお、

漂流物の特定に当たっては、地震による損傷が漂流物の発生可能性を高

めることを考慮する方針であること。

② 漂流防止装置、影響防止装置は、津波による波力、漂流物の衝突によ

る荷重との組合せを適切に考慮して設計する方針であること。
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5.4.3津波影響軽減施設 B設備の扱い

【要求事項等における要求事項等】
口津波影響軽減施設としては、取水日のカーテンウォールがあり、基準津波

に対して津波による影響の軽減機能が保持されるよう設計する。津波影響

軽減施設は次に示す事項を考慮する。

① 基準地震動 Ssが津波影響軽減機能に及ぼす影響

② 漂流物の衝突力

③ 機能損傷モー ドに対応した荷重について十分な余裕

④ 余震による荷重と地震による荷重の荷重組合せ

⑤ 津波の繰り返し襲来による作用が津波影響軽減機能に及ぼす影響

【確認状況】

(1)津波影響軽減施設の設計においては、以下の通り、常時荷重、津波荷重、

地震荷重、余震荷重、漂流物荷重を適切に組合せて設計を行う。

また、設計に当たつては、漂流物による荷重及び自然現象との組合せを

適切に考慮する。

① 荷重の組合せ

常時荷重十津波荷重

常時荷重十地震荷重

常時荷重+津波荷重+余震荷重

常時荷重+津波荷重+漂流物荷重

② 荷重の設定

津波影響軽減施設の設計において考慮する荷重は以下のように設定

す る。

a)常時荷重  :自重を考慮する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

54,3津波影響軽減施設・設備の扱い

【規制基準における要求事項等】

津波防護施設 口設備の設計において津波影響軽減施設 口設備の効果を期待

する場合、津波影響軽減施設・設備は、基準津波に対 して津波による影響の

軽減機能が保持されるよう設計すること。津波影響軽減施設・設備は、次に

示す事項を考慮すること。

B地震が津波影響軽減機能に及ばす影響

B漂流物による波及的影響

・機能損傷モー ドに対応した荷重について十分な余裕を考慮 した設定

・余震による荷重と地震による荷重の荷重組合せ

・津波の繰り返し襲来による作用が津波影響軽減機能に及ばす影響

【確認内容】

(1)津波影響軽減施設・設備の効果に期待する場合における当該施設 日設備

の検討方針が、要求事項に適合する方針であることを確認する。
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高浜 3号炉及び 4号炉 耐津波設計方針

b)地震荷重  :基準地震動 Ssを考慮する。

c)津波荷重  :取水ロカーテンウォールについては「取水日前面」で

の入力津波をもとに考慮する。津波波力は、「港湾の施

設の技術上の基準 B同解説」 (以下、「港湾基準」とい

う。)に より設定する。

d)余震荷重  :水平方向に弾性設計用地震動 Sd-5H(NS)を 考慮 し、鉛直

方向に弾性設計用地震動 Sd-5vを考慮する。

e)漂流物荷重 :漂流物として総 トン数 10t級 (排水 トン数 30t)の 小型

漁船を考慮 し、「道路橋示方書 (I共通編・Ⅳ下部構造

編)・ 同解説」に基づき設定する。

③ 許容限界

津波影響軽減施設に対する機能保持限界として、地震後、津波後の再

使用性や、津波の繰り返し作用を想定し、当該構造物全体の変形能力に

対して十分な余裕を有するよう、構成する部材が弾性域内に収まること

を基本として、津波影響軽減機能を維持していることを確認する。

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

Ш .附則

この規定は、平 25年 7月 8日 より施行する。

本ガイ ドに記載されている手法等以外の手法等であっても、その妥当性が

適切に示された場合には、その手法等を用いることは妨げない。また、本ガイ

ドは、今後の新たな知見と経験の蓄積に応 じて、それらを適切に反映するよう

見直していくものとする。
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津波防護対策の設備の位置づけについて
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高浜発電所は、襲来の虞のある津波に対し、敷地が比較的低い特徴を有する。

よつて、取水路からの津波の影響に対する外郭防護については、防潮堤 日貯水

堰などのハー ド対策の場合、安全上重要な施設である海水ポンプの停止を長期

間要するなど、プラントヘの影響が大きい。このため、取水路の防潮ゲー トを

活用した津波防護を設計方針の基本に据えている。

具体的には、防潮ゲー トの運用を前提に、以下の 2と おりの防護設計を検討

する。

① 外郭防護内に津波を浸入させないことで ドライサイ トを達成する。

② 外郭防護内に津波が浸入するが、敷地 日取水性への影響を及ぼさないこと

を担保 (必要に応じゲー ト閉止により担保)する。

高浜発電所については、津波防護施設、浸水防止設備、津波影響軽減施設 と

いつた津波防護対策を実施 している (図-1,2参照 )。

ここでは、これ らの津波防護対策が、どの分類に位置づけられるかについて、

各分類の定義や目的を踏まえて整理 した (表-1,2参照 )。

第二編 丹可添1-補足-95
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表-1 各津波防護対策の分類整理 (高浜発電所 1号炉及び 2号炉 )

取水口
カーテン
ウォール

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

O
取水路防潮ゲ
ー ト前面の取
水口に設置さ
れた施設

該当しない

貫通部
止水処置

該当しない

該当しない

該当しない

X

O
循環水管損傷
による津波や
浴水からの浸
水を防護する
ために建屋壁
に設置された
その他浸水防
止に係る設備

(内郭防護 )

該当しない

該当しない

水密扉

該当しない

該当しない

該当しない
×

O
循環水管損傷
による津波や
浴水からの浸
水を防護する
ために建屋壁
に設置された
屏

(内郭防護)

該当しない

該当しない

醐幹浸水防止蓋

該当しない

該当しない

O
循環水ポンプ
室床面に設置
された機器

(外郭防護)

該当しない

該当しない

該当しない

海水ボンプ室
浸水防止蓋

該当しない

×

該当しない

O
海水ボンプエ

リア床面に設
置された機器

(外郭防護)

該当しない

該当しない

該当しない

¬号及び
2号炉

放水ピット
止水板
O

敷地内に津波
を浸水させな
い土木構造物
(外郭防護 1)

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

屋外排水路
逆流防止設備

O
敷地内に津波
を浸水させな
い土木構造物
(外郭防護 1)

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

O
敷地内に津波
を浸水させな
い土木構造物
(外郭防護 1)

該当しない

該当しない

X

防潮堤
防潮扉

該当しない

該当しない

該当しない

〇
敷地内に津波
を浸水させな
い土木構造物
の機能を保持
するための機
器
(外殻防護 1)

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

取水路防潮ゲー ト

O
敷地内に津波
を浸水させな
い土木構造物
(外郭防護 1)

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

×

目的

せない (外郭防護)

に 、

を浸水及び漏水さ

範囲内に、地下水
や内部浴水を浸水
させない (内郭防
護)※ '

・敷地内に、津波
を浸水及び漏水さ
せない (外郭防護)

・浸水防護重点化
範囲内に、津波や
内部浴水及び地下
水を浸水させない
(内郭防護)※ i

・墨季津波に対 し
て津波による影響
を軽減する※3

施設・設備

山による自然堤防
を含む)※ 1

・防潮壁※
'

床 (建屋間境界壁
を含む)×

'

取りつけた水密扉
等、止水処理を施
したハッチ等、止
水処理を施した開
口部等、その他浸
水防止に係る設備

に取りつけた水密
扉や止水処理を施
したハッチ等、止
水処理を施した開
口部等、その他浸
水防止に係る設備

・敷地前面の港湾
内又は港湾外の海
中に設置している
もの (防波堤、離
岸堤、潜堤、人エ
リーフ等)※3

の

(津波防護施設、
浸水防止設備の外
側)に設置してい
るもの (消波工、
根ロエ)※a

定義

外郭防護及び
内郭防護を行
う土木、建築構
造物※

'

外郭防護及び
内郭防護を行
う機器・配管等
の設備※i

津波防護施設、
浸水防止設備
へ の波力によ
る影響 を軽減
す る効果が期
待 さ れ る 施
設・設備※2

分
類

津
波
防
護
施
設

浸
水
防
止
設
備

津
波
影
響
軽
減
施
設

※ 1

※ 2

※ 3

※ 4

耐津波設計に係る工認審査ガイ ド P26「38
基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド

耐津波設計に係る工認審査ガイ ド P24「372
耐津波設計に係る工認審査ガイ ド P22「371

、津波監視設備の分類」より抜粋

P21「耐津波設計に係る審査において、対象となる施設・設備の意味及び例」より抜粋

津波影響軽減施設・設備の扱い」より抜粋

漂流物による波及的影響の検討」を参考

第二編 男可添卜補足…97



表-2 各津波防護対策の分類整理 (高浜発電所 3号炉及び4号炉)

取水口
カーテンウォール

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

O
取水口防潮ゲー ト前面
の取水口に設置された

施設

該当しない

海水ボンプ室
浸水防止蓋

該当しない

該当しない

○
海水ポンプ床面に設置
された機器 (外勢防護

2)

O
海水ポンプ床面に設置
された機器 (内郭防護)

該当しない

該当しない

司号及び2号炉放水ピ
ット止水板

O
敷地内に津波を浸水さ
せない土木構造物 (外郭

防護 1)

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

屋外排水路
逆流防止設備

O
敷地内に津波を浸水さ
せない土木構造物 (外郭

防護 1)

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

防潮堤、防潮扉

O
敷地内に津波を浸水さ
せない土木構造物 (外郭

防護 1)

該当しない

X

該当しない

該当しない

該当しない

×

該当しない

取水路防潮ゲー ト

O
敷地内に津波を浸水
させない土木構造物
の機能を保持するた
めの機器

(外殻防護 1)

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

O
敷地内に津波を浸
水させない土木構
造物 (外郭防護 1)

該当しない

X

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

目的

・敷地内に、津波
を浸水及び漏水さ
せない (外郭防護)

・浸水防護重点化
範囲内に、地下水
や内部盗水を浸水
させない (内郭防
護)※ '

・敷地内に、津波
を浸水及び漏水さ
せない (外郭防護 )

範囲内に、津波や
内部浴水及び地下
水を浸水させない
(内郭防護)※

'

・基準津波に対 し
て津波による影響
を軽減する×3

施設・設備

(

山による自然堤防
を含む)※ 1

・防潮壁※1

床 (建屋間境界壁
を含む)※ i

取りつけた水密扉
等、止水処理を施
したハッチ等、止
水処理を施した開
口部等、その他浸
水防止に係る設備

に取りつけた水密
扉や止水処理を施
したハッチ等、止
水処理を施した開
口部等、その他浸
水防止に係る設備

・敷地前面の港湾
内又は港湾外の海
中に設置 している
もの (防波堤、離
岸堤、潜堤、人エ

リーフ等)※ 3

・敷地前面の陸上
(津波防護施設、

浸水防止設備の外
側)に設置してい
るもの (消波工、
根固工)※ 3

定義

外部防護及び
内郭防護 を行
う土木、建築
構造物※1

外写1防護及び
内郭防護 を行
う機器・配管
等の設備※1

津 波 防 護 施
設、浸水防止
設備への波力
による影響を
軽減する効果
が期待 され る
施設・設備※2

分
類

津
波
防
護
施
設

浸
水
防
止
設
備

津
波
影
響
軽
減
施
設

※ 1

※ 2

※ 3

※ 4

耐津波設計に係る工認審査ガイ ド P26「38 津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備の分類」より抜粋

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド P21「耐津波設計に係る審査において、対象となる施設・設備の意味及び例」

耐津波設計に係る工認審査ガイ ド P24「372 津波影響軽減施設・設備の扱い」より抜粋

耐津波設計に係る工認審査ガイ ド P22「371 漂流物による波及的影響の検討」を参考
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司号炉及び 2号炉
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海水ポンプ車由受の浮遊砂耐性について

海水ポンプか らの取水時に、海水中に含まれる浮遊砂が軸受潤滑水 とし

て混入する可能性があるが、図-1に示すとおり、異物逃が し溝 (上部及び中

間、下部軸受 :4.Omm、 吸込みベル部軸受 :約 5.Omm)での連続排出により、

海水ポンプの取水機能は維持できる設計となつている。これまでの運転実績

においても、浮遊砂混入による軸受損傷 トラブルは発生 していないが、発電

所周辺の細かな砂粒径約 0.3mm程度のものが車由受に混入 した場合の軸受耐性

について評価する。

軸受シェル 異物逃がし溝隙間
t下 丼`

睦

;

〉

主

Ｂ
　

　

４
　

　

０

革

十

図-1 海水ポンプ車由受構造図

軸受箇所
異物逃がし溝
隙間(mm)

ゴム

軸受

上部軸受 4.0

中間軸受 4.0

下部軸受 4.0

吸込みベル

部軸受
5.0
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(1)メ ーカーにおける軸受摩耗試験結果

実機海水ポンプを模擬し、浮遊砂濃度 (4X103,2X10~2wt%)連続注入時

における運転試験を実施して、軸受の摩耗量を測定した。表-1に試験条

件、図-2に海水ポンプ軸受摩耗試験装置を示す。

モータ 荷重計

注水  :

プ

供試ス リ

装置断面図

供試軸受   モー

図-2 海水ポンプ軸受摩耗試験装置

油圧シリンダー

装置平面図

↓
排水

供試軸受

灘
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この摩耗量の測定結果を用いて比摩耗量κ/を評価し、①の寿命評価式

を用いて評価した結果、浮遊砂濃度 2X10~2wt%の 場合のゴム軸受の寿命時

間は約 6200時間となる。計算条件を表-2に示す。

軸受寿命評価式 (機械工学便覧参照)

J
T.

Fざ【土

表-1 海水ポンプ軸受摩耗試験条件 [浮遊砂濃度 4X103,2X10 2wt%]

項 目 試験条件

回転数 [rpm] 716

面圧     [MPa] 0.05

砂粒径 [mm] 0.3

軸受材料 ゴム軸受

表-2 海水ポンプ軸受寿命評価条生瞬遊⊇漂良生琴止Qttt%]

i―ザ点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。

粍 :浮遊砂濃度 2X10~2%時 の比摩耗量

σ :許容摩耗量  [mm]

F:軸 受面圧  [kgf/mm2]

r:周 速  [mm/s]

T.:浮遊砂濃度 2X10~2%時 の寿命時間

[mm2//kgf]

[s]
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(2)基準津波時の砂移動評価結果からの寿命評価

基準津波時における砂移動評価結果から海水ポンプ室前の浮遊砂濃度

は、2.5X10引 wt%と なる (別 紙)。 前項のメーカー試験の比摩耗量とこの

結果を用いて津波時の浮遊砂濃度 2.5X10引 wt%における比摩耗量を評価

する。

比摩耗量の②式は、公開文献「立軸ポンプ用セラミックス軸受に関す

る研究」から引用している。この公開文献では、200～ 3000ppmの スラリ

ー濃度の軸受摩耗量を測定しており、比摩耗量とスラリー濃度との間に

は相関関係があると結論づけられており、この知見を参考とした。

司
2

√
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
く

09

独ノ0

2。 (κl):200ppmにおける比摩耗量

2(ン(2):種々のスラリー濃度における比摩耗量

σ。、 Oω :ス ラリー濃度

比摩耗量を計算した結果を図-3に示す。この結果から寿命評価をした

結果、運転可能時間はゴム軸受 :約 580時間となる。計算条件を表-3に示

す。

以上より、海水ポンプ軸受は津波時の浮遊砂に対して十分な耐性があ

る。

表
ド_海水パン・プ軸曼寿砲計宴本

集
1智淫逆砂濃慰 .1型 0引Wt%]

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 l

②
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図-3 海水ポンプ軸受比摩耗量評価結果

出典 :立軸ポンプ用セラミックス軸受に関する研究、湧川ほか

(日 本機械学会論文集 (B編)53巻 491号 (昭 62-7)、 pp.209牛 2098に 追記

(3)評価結果

津波襲来時に海水ポンプ軸受部に細かな砂が混入したとしても海水ポ

ンプ車由受耐性は十分にあり、取水性に問題がないと評価する。また、万

一、運転中の海水ポンプ軸受に問題が生じたとしても、待機ポンプを保

有していることから、待機ポンプを起動し、機能を継続することが出来

る。

一′煮鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 I
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海水ポンプ室砂濃度について 

 

基準津波の水位波形および津波評価での取水口における津波水位波形並び

に浮遊砂濃度評価での海水ポンプ室における浮遊砂濃度を以下に示す。 

津波水位の変化が現れる時間と、砂移動に伴い海水ポンプ室の浮遊砂濃度

に変化が現れる時間では約 40 分の時間差がある。基準津波および取水口にお

ける津波水位変化は、ほぼ 180 分で津波が収束傾向を示していることから、

砂移動評価においては津波水位評価 180 分にこの時間差約 40 分を加え、更に

220 分以降の砂濃度の減少傾向を加味し、80 分から 260 分までの砂平均濃度

を用いることとする。 
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｢基準津波１（若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべり（エリアＢ）） 

高橋ほか（1999）の手法による海水ポンプ室評価結果｣ 
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3号炉及び 4号炉
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海水ポンプ車由受の浮遊砂耐性について

海水ポンプからの取水時に、海水中に含まれる浮遊砂が軸受潤滑水として

混入する可能性があるが、図-1に示すとおり、異物逃がし溝 (ゴム軸受 :約

5.5mm、 テフロン軸受 :約 4.2mm)での連続排出により、海水ポンプの取水機

能は維持できる設計となつている。これまでの運転実績においても、浮遊砂

混入による軸受損傷 トラブルは発生していないが、発電所周辺の細かな砂粒

径約 0.3mm程度のものが軸受に混入した場合の軸受耐性について評価する。

軸受シェル

すきま
約 55mm

ゴ ム

異物逃がし溝

水中軸受拡大図 (ゴム)

草血受シェル すきま
約 42mm

ゴ ム

主軸

異物逃がし溝

主軸

テ フロン

水中軸受拡大図 (テ フロン)

図-1 海水ポンプ軸受構造図
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(1)メ ーカーにおける軸受摩耗試験結果

実機海水ポンプを模擬し、浮遊砂濃度 (4X10~3,2X10~2wt%)連 続注入時

における運転試験を実施して、軸受の摩耗量を測定した。表-1に試験条

件、図-2に海水ポンプ軸受摩耗試験装置を示す。

モータ 荷重計

注水  :

プ

供試スリ

装置断面図

供試軸受   モ

図-2 海水ポンプ軸受摩耗試験装置

油圧シリンダー

装置平面図

↓
排水

― ジ

供試軸受

回

」
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この摩耗量の測定結果を用いて比摩耗量κ/を評価し、①の寿命評価式

を用いて評価した結果、浮遊砂濃度 2X10~2w七 %の場合のゴム軸受の寿命時

間は約 6200時間、テフロン軸受の寿命時間は約 3000時間となる。計算

条件を表-2に示す。

軸受寿命評価式 (機械工学便覧参照 )

」 F.:浮遊砂濃度 2X10~2%時の比摩耗量

J:許 容摩耗量  [mm]

F:軸 受面圧  [kgf/mm2]

r:周 速 [mm/s]
T.:浮遊砂濃度 2X10~2%時の寿命時間

[mm2//kgf]

[s]

T. ①F'ミゝ

表-1 海水ポンプ軸受摩耗試験条件 [浮遊砂濃度 4X103,2X10~2w七 %]

項 目 試験条件

回転数 [rpm] 716

面圧     [MPa] 0.05

砂粒径 [mm] 0.3

軸受材料
ゴム軸受

テフロン軸受

表 -2 算郁 必榊鰤 割昧生瞬割蝶良生(lQttt%]

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 l
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(2)基準津波時の砂移動評価結果からの寿命評価

基準津波時における砂移動評価結果か ら海水ポンプ室前の浮遊砂濃度

は、1.3X10コ wt%と なる (別紙 )。 前項のメーカー試験の比摩耗量とこの

結果を用いて津波時の浮遊砂濃度 1.3X10引 wt%に おける比摩耗量を評価

する。

比摩耗量の②式は、公開文献「立軸ポンプ用セラミックス軸受に関す

る研究」から引用している。この公開文献では、200～ 3000ppmの スラリ

ー濃度の軸受摩耗量を測定しており、比摩耗量とスラリー濃度との間に

は相関関係があると結論づけられており、この知見を参考とした。

持=辮
醇…②

2。 (κl):200ppmに おける比摩耗量

″ (ンo):種々のスラリー濃度における比摩耗量

σ。、 σω:ス ラリー濃度

比摩耗量を計算した結果を図-3に示す。この結果から寿命評価をした

結果、運転可能時間はゴム軸受:約 1150時間、テフロン軸受:約 560時間

となる。計算条件を表-3に示す。

以上より、海水ポンプ軸受は津波時の浮遊砂に対して十分な耐性があ

る。

表ド__海か笠ざン.プ軸曼寿貧聾廿婁条1牛」遅逆砂濃庭 1..」 判 0引Wt%]
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図-3 海水ポンプ軸受比摩耗量評価結果

出典 :立軸ポンプ用セラミックス軸受に関する研究、湧川ほか

(日 本機械学会論文集 (B編)53巻 491号 (昭 62-7)、 pp.209牛 2098に 追記

(3)評価結果

津波襲来時に海水ポンプ軸受部に細かな砂が混入したとしても海水ポ

ンプ軸受耐性は十分にあり、取水性に問題がないと評価ずる。また、万

一、運転中の海水ポンプ軸受に問題が生じたとしても、待機 2台 (定格流

量 100%X2台 )を保有していることから、待機ポンプを起動し、機能を継

続することが出来る。

i一′点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。
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津
波

別紙

海水ポンプ室砂濃度について

基準津波の水位波形および津波評価での取水口における津波水位波形並び

に浮遊砂濃度評価での海水ポンプ室における浮遊砂濃度を以下に示す。

津波水位の変化が現れる時間と、砂移動に伴い海水ポンプ室の浮遊砂濃度

に変化が現れる時間では約 40分の時間差がある。基準津波および取水口にお

ける津波水位変化は、ほぼ 180分で津波が収東傾向を示 していることから、

砂移動評価においては津波水位評価 180分にこの時間差約 40分を加え、更に

220分以降の砂濃度の減少傾向を加味 し、80分から 260分までの砂平均濃度

を用いることとする。
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高橋ほか (1999)の 手法による海水ポンプ室評価結果」
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(参考)基準津波 3及び基準津波 4による浮遊砂濃度について

基準津波 3及び基準津波 4について津波水位の変化が現れる時間と、砂移動

に伴い海水ポンプ室の浮遊砂濃度に変化が現れる時間を比較 したところ、浮遊

砂濃度の変化は取水路防潮ゲー トが閉上 してから20分以上時間が経過 している。

また、浮遊砂の濃度についても基準津波 1の半分程度となつていることから、

浮遊砂濃度の評価について基準津波 1に よる値を用いることは妥当であると判

断できる。
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参考図 可 基準津波 3(隠岐 トラフ海底地すべ り (エ リア B))

高橋ほか (1999)の手法による海水ポンプ室評価結果
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補足資料 4

燃料等輸送船の係留素の耐力について

(高浜発電所 津波警報が発表されない

可能性がある津波に対する評価 )
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1.概要

燃料等輸送船 (以下、「輸送船」という。)は、津波警報等発表時、原則、緊急

退避を行うが、退避準備に 20分間を要するため、この間に襲来する早期襲来津波

に対して輸送船への影響評価を実施している。一方、津波警報が発表されない可能

性がある津波 (海底地すべり津波)が発生した場合は、発電所構外において津波と

想定される潮位を観測し、その連絡を受け緊急退避を行うが、輸送船の荷役時に襲

来した場合は 20分以内に緊急退避できない可能性がある。また、構外潮位計の欠

測時には退避しない運用としている。従つて、津波連絡後 20分以降に到達する津

波も含む津波全体を対象として輸送船への影響評価を行い、係留状態が維持できる

ことを確認する。

係留素については、船舶の大きさから一定の算式によって計算される数値 (艤装

数)に応じた仕様 (強度、本数)を有するものを備えることが、日本海事協会 (NK)

の鋼船規則において定められている。

今回、輸送船が備えている係留索の係留力および海底地すべり単独による津波の

流圧力について石油会社国際海事評議会 OCIMF(Oil Companies lnternational

Maritime Forum)の手法を用いて算出し、係留素の耐力評価を行う。

2.海底地すべ り津波の評価

(1)輸送船、係留索、係船柱

輸送船、係留索、係船柱の仕様を表-1に 、配置を図-1に示す。

表-1 輸送船、係留索、係船柱の仕様

項  目 仕 様

輸送船

総 トン数 約 5,000[ト ン]

載貨重量 トン 約 3,000[ト ン]

喫水 約 5[m]

全長 100.0[m](垂線間長 :94.4[m])

型幅 16.5[m]

形状 (図 1参照 )

係留索

直径 60[mm](ノ ミナル値 )

素材種別 Polyethylene Rope Grade l

破断荷重
279[kN(キ ロニュー トン)]

=28.5[tonf]

係船機ブレーキカ 28.5[tonf]XO.7==20.0[七 onf]

係船柱

形状 (図 1参照 )

ビッ ト数、位置 (図 1参照 )

係留状態 (図 1参照 )

強度 50[t]
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(2)各波源モデルによる津波流速

表-2に各波源モデルによる最大流速を示す。この中から、最大流速となる波源

モデルを選定し、その最大流速により評価を実施する。

【選定結果】

① 最大流速 (水位上昇側):1.1[m/s]

評価に使用する最大流速 (水位上昇側)は表-2のとおり、①エリアB ttnemadc

モデルの結果から、流速 1.1[m/s]を選定する。

なお、1.1[m/s]は、計算値 1.05[m/s]を保守的に切上げた値である。

(参考)

エリアB ttnemajcモ デルの水位下降側においても最大流速 1.1[m/s]がある

が、詳細は 1.01[m/s]を保守的に切上げた値である。

表-2 各波源モデルによる最大流速

はTP

波源モデル

水位上昇 水位下降

放水口

前面
放水ロ

前面

最高水位 最大流速 最低水位 最大流速

地

震

以
外

に
起

因
ず

る
津

波

海

底

地

す

べ

り

エリアA

WattS他の予測式 06 01 -01 01

Kinematcモデル
による方法

16 04 -07 04

エリアB

Watts他の予測式 19 04 -16 04

Kinematcモデ)レ

による方法
37 -54 11

エリアC

WattS他の予測式 11

V

04 -08 04

Kinemaucモデル

による方法
37 07 -40 07

の
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(3)最大流速の波源モデルによる波形

図-2に最大流速の波源モデルによる津波の流速を示す。

また、図-3に津波流向 (イ メージ)を示す。
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1.5

∽

と1,0

照
娯

0.5

0.0

90          120

時間 (mi瞼 )

図-2 ①エリアB Kinematicモ デル上昇側の流速一放水口前面一

物揚岸壁

1,2号放水ロ
ー

図-3 津波流向 (イ メージ)

6030 150 180

氣

隠岐トラフ海底地すべり(単あ虫)

エリアB上昇側 放水□前面

吟 :津波伝播経路イメージ
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(4)係留力

係留力の計算方法を表-3に、計算結果を表-4、 図-4,5に示す。

表-3 係留力の計算方法

(出典 :係留設備に関する指針 OCIMF刊行 )

【各索の係留力計算式】

R XTX

(

cos2 β×cos2 θ Lc

L COSβ c× COSθ c)× ( )

仰角 θ

L

Rx:前後係留力 [tonf](前方は添字 f、 後方は添字 a)

T :係留索 1本に掛けることができる最大張力 [tonf]

β :係留素水平角 (岸壁平行線となす角度)[deg]

θ :係留索の仰角 [deg]

L :係留素の長さ (船外+船内)[m]

βc:各グループ※で最も負荷の大きい係留索の係留索水平角 (岸壁平行線となす角度)[deg]

θc:各グループ※で最も負荷の大きい係留索の仰角 [deg]

Lc:各グループ※で最も負荷の大きい係留素の長さ (船外+船内)[m]

※係留索の機能別グループ (前方係留力または後方係留力)
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(5)流圧力

流圧力の計算方法を表-5に示す。計算結果について、前項で求めた係留力と

の比較結果を図-6に示す。

表-5 流圧力の計算方法

(出 典 :係留設備に関する指針 OCIMF刊行)

Cx

O,2

01

00

‐01

02

0  10  20  30  10  50  60  70  80  90  100 110 120 130 140 150 160 170 180

相対流向角[degl

(出典 :VLCCに おける風圧及び流圧の予測 OCIMF刊行)

縦方向流圧力係数 [Cx]

【流圧力計算式】

Fxc  
】
×Cxc  ρc× た`とX LPP× d

Fxc

Cxc

Vc

L PP

d

ρ c

縦方向流圧力 [kgf]

縦方向流圧力係数

流速 [m/s]

垂線間長 [m]

喫水 [m]

水密度 [kgisec 2/m4]

(=104.5kg・ sec2/m4)
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船尾方向の流圧力とヘッ ドラインの

係留力

船首方向の流圧力とスタンラインの

係留力

船尾方向係留力の評価 船首方向係留力の評価
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日流 速 1.1[m/s]で の流 圧 力 は約

2.2[tonf]で あり 17.47[tonf]よ り十

分小さい。なお、船尾方向への流速約

3.1[m/s]ま での流圧力であればヘッ

ドラインのみで対抗可能となる。

日流 速 1.1[m/s]で の 流 圧 力 は約

3.7[tonf]で あり 31.13[tonf]よ り十

分小さい。なお、船首方向への流速約

3.2[m/s]ま での流圧力であればスタ

ンラインのみで対抗可能となる。

図-6 流圧力と係留力の比較

3.ま とめ

海底地すべり津波の最大流速となる波源モデル (流速 1.1[m/s]:図 -2参照)に
よる流圧力 (約 2.2～ 3.7[tonf]:図 -6参照)に対し、係留力 (約 17～ 31[tonf]:

表-4参照)が上回ることを確認した。

したがつて、輸送船係留時に海底地すべり津波が襲来した場合でも、係留状態を

維持することは可能である。

以 上
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(参考 1)

荷役中に海底地すべり津波が襲来した場合は輸送船が退避できない理由

参考図 1-1(海底地すべ り津波波形)の とおり、20分未満で最高水位に到達す

る。荷役中であつた場合、離岸前に輸送物の干渉回避後に係留素を取 り外す必要

があるが、津波水位が岸壁高さを大きく上回つている場合は、岸壁での係留索取

り外 しができないため、緊急退避できない可能性がある。

参考として、表 1-1に既許可の陸上地すべ り津波および基準津波 2と 海底地す

べ り津波との比較を示す。また、参考図 1-2に 緊急退避準備 20分の内容と各作

業の概要を示す。
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参考図 1-1 海底地すべ り津波波
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表 1-1既許可の陸上地すべ り津波および基準津波 2と 海底地すべ り津波との比較
早期襲来津波 海底地すべ り津波

対象津波 ①陸上地すべり (No l,2,3)津 波

②基準津波2
(津波警報発表後、基準津波 1よ り早く到

達)

基準津波 3
(退避連絡後、基準津波 4よ り早く到達 )

第一波最高水位 ①T P+220m ②T P+215m T P  3 85m

岸壁遡上時間 ①約2分後 (津波発生後)

②約11分後 (地震発生後)

約 16分後 (退避連絡後 )

輸送船対応 (荷役中および荷役中以外 )

・津波高さは物揚岸壁 (TP+20m)を 僅か

に超える程度の高さでかつ岸壁を超えるの

は短時間 (刊 分間未満)であり、水位低下

後、船員が岸壁に降 りて係留索取外 し作業

(最大約 6分間)を行うことは可能であり、

既許可の早期襲来津波については、荷役中
であっても、輸送船は緊急退避可能

・なお、津波流速は最大でも 10m/s未満であ

り、輸送船の性能は、津波の最大流速を上

回つているため、適切な操船で退避可能で

あり、退避後に漂流物になることはない

(荷役中)

・津波高さは物揚岸壁 (TP+20m)を大きく
上回り、岸壁高さを超える退避連絡後約 16
分以降は岸壁で作業ができないため、20分
以内に緊急退避できない

(荷役中以外 )

・退避連絡後、速やかに係留索を取外して、第
一波到達前に輸送船は緊急退避可能

・なお、津波流速は最大でも 1 lm/s未 満であ

り、輸送船の性能は、津波の最大流速を上回
つているため、適切な操船で退避可能であ
り、退避後に漂流物になることはない

波形
陸上地すべり(No l′ 2′ 3)

上昇倒 放水日 前面

津波高さ:220m
滓波流速 :1.Om/s

<セ
。

」  
°°

■争_20

時 間 [mfn]

基準 津 波 2

津波高さ:215m
津波流速 :0.9m/s

卓  
°°

(

時 間 frn4ヨ

基準 津 波 3
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参考図 1-2:緊急退避準備 20分の内容と各作業の概要

緊急退避津備 (20分)の内容

1緊急退避洋備
|

と翌食呼?蝉_|

係留中(①～③)に輸送船が緊急退避する
際の係留索取外し作業 (約 6分間)

+1民雛蒻呈極警堅亜郵駆_

写真A

写真B

係留索取外し作業の内容

日係留索(8本中6本 )を緩め、船員が係留柱から係留索
を外す (写真 A参照 )

■船員が船に戻り次第、係留索(8本中2本 )を船上から

外し離岸 (写真B参照 )

←先端が輪状の係留索を船上の操

作で緩めた後係留柱から外す。

られた係留索 (ま船上

で固定しており船上から取外すこと

が可能。

輸送物干渉回避作業の概要

は離岸する。

※右図のとおり、荷役作業中
に緊急退避する際、クレー

ンで吊り下t光輸送物が輸

送船と干渉する場合がある

ため、 輸送物を船外に移

動し干渉回避作業を行う

必要がある。

L
■荷役作業中にクレーンで吊り下

'光
輸送物が輸送

船と干渉する場合は、輸送物を船夕Hこ移動する。
日輸送物が輸送船と干渉しないことを確認し輸送船

|

輸送物

なお、係留柱等の係留設備力Ч員傷している場合は、輸送船は発電所港に入港しない
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補足資料 5

燃料等輸送船の喫水と津波高さの関係について

(高浜発電所 津波警報が発表されない

可能性がある津波に対する評価 )
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1.概要

燃料等輸送船 (以下、「輸送船」という。)は、津波警報等発表時、原則、緊急

退避を行うが、退避準備に 20分間を要するため、この間に襲来する早期襲来津波

に対して輸送船への影響評価を実施している。一方、津波警報が発表されない可能

性がある津波 (海底地すべり津波)が発生した場合は、発電所構外において津波と

想定される潮位を観測し、その連絡を受け緊急退避を行うが、輸送船の荷役時に襲

来した場合は 20分以内に緊急退避できない可能性がある。また、構外潮位計の欠

測時には退避しない運用としている。従つて、津波連絡後 20分以降に到達する津

波も含む津波全体を対象として輸送船への影響評価を行い、岸壁に乗り上がらない

ことや航行不能となり漂流物にならないことを確認する。

2.海底地すべ り津波の評価

(1)各波源モデルによる最高水位および最低水位

表-1に各波源モデルによる津波の最高水位および最低水位を示す。この中か

ら、最高水位および最低水位となる波源モデルを選定 し、その最高水位および最

低水位により評価を実施する。

表-1 各波源モデルによる最高水位および最低水位

表中の水位単位はTP m 、流速単

【選定結果】

①評価用の最高水位 :T.P.+3.85[m]

評価用の最高水位は、表-l①のT.P.+3.7[m](朔望平均満潮位 T.P.+0.49[m]

を考慮)に +0.15[m](,朝 位ばらつき)を加えた T.P.+3.85[m]と する。

水位下降水位上昇

放水ロ

前面

放水口

前面

最高水位 最大流速 最低水位 最大流速

波源モデル

WattS他の予測式 06 01 -01 01

Kinemadcモデル

による方法
16 04 -07 04

エリアA

Watts他の予測式 19
ハ

04 ‐16

^

04

Kinemadcモデル

による方法
11 11

エリアB

11 04 ‐08 04Watts他の予測式

07 -40 07

地

震

以
外

に
起

因
す

る
津

波

海

底

地

す

べ

り

エリアC
Kinemajcモデル

による方法
37
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(参考 )

エリア C Kinematicモ デルの水位上昇側においても最高水位 TP.+3.7[m]が あ

るが、詳細はエリア B Kinematicモ デルは T.P.+3.69[m]、 エリア C Kinematic

モデルは T.P.+3.65[m]を保守的に切上げた値である。

②評価用の最低水位 :T.P.-5.57[m]

評価用の最底水位は、表-l②のT.P.-5.4[m](朔望平均千潮位 T.P.-0.01[m]

を考慮)に-0.17[m](潮 位ばらつき)を加えた T.P.-5.57[m]と する。

(2)選定 した波源モデルの波形

図-1～ 3に波源モデルによる最高水位、最低水位および最大流速を示す。

6.0

4,0

E

重 。,0

※
‐2.0

30 60

2.0

０

　

　

０

４

　

　

６

e
d
(

6.0

4,0

2.0

0.0

‐2.0

‐4.0

‐6.0

120

120

150

150

180

180

0 90

時間 (藤1'命
)

図-l ①エリアB Kinematicモ デル上昇側の津波水位一放水口前面―

0 30 60 90

時間 (min)

図-2 ②エリアB Kinematicモ デル下降側の津波水位―放水口前面―

隠岐トラフ海底地すべり(単独)

エリアE3上昇1則 放水□ 前面

最高水位 :T,P+385[臓 ]

エリアE:下 F隼側 放水□前面

最低 位
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図-3 エリアB Kinematicモ デル上昇側の流速 (絶対値)一放水口前面一

(3)係留時の輸送船評価

a.最高水位における輸送船の評価 (係留時 )

最高水位と輸送船の喫水高さの関係を図-4に示す。

評価は、岸壁係留中に津波が最高水位 T.P.+3.85[m](図-1参照)と なつた状

態を前提とする。

日最高水位解析値
日潮位のバラツキ

T.P.+3.70[m]※

+0.15[m]

評価用の最高水位 :T.P.+3.85[m]

※ 朔望平均満潮位 T.P.+0.49[m]を 考慮

最高水位
TP■385[mB岸壁高さ

TP+20〔 m]

岸壁高さ

TP+20[rn]

135[m]

岸壁 15[m]～ 315[m]

TP圭

岸壁

<通常時>           <最 高水位時>

図-4 係留時における最高水位と輸送船の喫水高さ

【評価】

図-1の とお り、最初の引き波で水位は下降す るが、その後最高水位

T,P.+3.85[m]ま で上昇する。この時の輸送船の船底は、岸壁高さより 2.15[m]～

3.15[m]下 側にあるため、輸送船が岸壁に乗り上がり航行不能になることはない

(図-4参照)。

また、輸送船の性能は、津波の最大流速 1.1[m/s](図 -3参照)を上回つている

ため、緊急退避においても適切な操船で退避可能であることから漂流物になるこ

とはない。

エ リア B上昇 側 放 水 口 前 面

隠 山支トラフ

'毎

底 よとす′ぺり

輸送船

輸送船
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b.最低水位における輸送船の評価 (係留時 )

最低水位と輸送船の喫水高さの関係を図-5に示す。

評価は、岸壁係留中に津波が最低水位 T.P.-5.57[m](図 -2参照)な つた状態

を前提とする。

最低水位解析値

潮位のバラツキ

T.P.-5.4 [m]※

-0.17[m]

※ 朔望平均干潮位 T.P.-0.01[m]を 考慮

評価用の最低水位 :T.P.-5.57[m]

P+20[rn]

岸壁 T P,と 0[m〕

<通常時>              <最 低水位時>

図-5 係留時における最低水位と輸送船の喫水高さ

flう 63

【評価】

図-2の とおり、最低水位は T,P.-5.57[m]で あり、輸送船は海底に着底する可

能性がある (図-5参照)。 着底による輸送船への影響としては、岸壁付近の海底

が平坦であること、水位変動が緩やかであること、二重船殻構造で十分な船体強

度を有していることから、輸送船が損傷し航行不能になることはない。また、水

位は数分で上昇するため、水位回復後輸送船は退避可能である。

なお、輸送船の性能は、津波の最大流速 1.1[m/s](図 -3参照)を上回つている

ため、緊急退避する場合においても適切な操船で退避可能であることから、漂流

物になることはない。

(4)係留時以外の輸送船評価

a.最低水位における輸送船の評価 (係留時以外)

最低水位と輸送船の喫水高さの関係を図-6に示す。

輸送船の評価は、岸壁に係留されていない状態 (接岸直前や離岸直後を想定)、

津波水位は最低水位 T.P.-5.57[m](図 -2参照)を前提とする。

岸壁高さTPキ20[船 ]

海底 TP-62を静3

最低水位

TP-557[m]

[m]

日最低水位解析値
日潮位のバラツキ

評価用の最低水位 :T.P.-5.57[m]

※ 朔望平均干潮位 T.P.-0.01[m]を 考慮T.P.-5.4 [m]

-0.17[m]

輸送船

輸送船
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岸壁高さ

TP+20[m]

岸壁

最低水位

TP-557[m]

063[m]

約29[m] !

約40[m]

海底 TP-62[m]

図-6 係留時以外における最低水位と輸送船の喫水高さ

【評価】

図-6の とおり、岸壁付近の海底は平坦な部分が約 29[m]、 その外側に傾斜部分

(1:2勾配)があり、最低水位において輸送船が海底に接触する範囲は、岸壁か

ら約 40[m]の範囲となる。

この範囲を含めた岸壁付近での輸送船の移動速度は、接岸や離岸に伴い、非常

に慎重な速度 (数 cm/s～数十 cm/s程度)で操船される。この時、引き波で最低

水位となつた場合、船底が一時的に着底する可能性があるが、船速が非常に遅く、

水位の低下速度もゆっくりであることから、輸送船の船底が損傷し航行不能にな

ることはない。また、水位は数分で上昇するため、水位回復後輸送船は退避可能

である。なお、輸送船の性能は、津波の最大流速 1.1[m/s](図-3参照)を上回

つているため、緊急退避する場合においても適切な操船で退避可能であることか

ら、漂流物になることはない。

更に、海底の傾斜部分 (1:2勾 配で傾斜角度は約 27° )は輸送船の重心位置に

よる横転角度 (約 48° )に比べて十分余裕があることから、仮に輸送船が傾斜部

分に着底したとしても、輸送船が横転することはない。

3.ま とめ

海底地すべり津波が襲来した場合でも、津波高さと輸送船の喫水高さの関係か

ら、岸壁に乗り上がることはなく、引き波により船底が海底に着底しても十分な船

体強度を有していること等から航行不能となることはない。また、輸送船は水位回

復後退避可能であること、輸送船の性能は、津波の最大流速 1.1[m/s](図 -3参照)

を上回つているため、緊急退避する場合においても適切な操船で退避可能であり、

漂流物となることはない。

|

輸送船

騨

露

・
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別 紙

燃料等輸送船の着底時の転覆の可能性について

1.概要

燃料等輸送船 (以下「輸送船」という。)の物揚岸壁における停泊中および港湾

内で緊急退避中に引き波により着底することを想定し、その際の転覆の可能性につ

いて評価する。

2.評価条件

(1)輸送船の仕様 B形状

輸送船の仕様を表-1に、外形図を図―可、図-2に示す。

表-1 輸送船の仕様

項   目 仕  様

満載排水量 約 7,000[t](空 荷状態 :約 4,000[t])

積貨重量 トン 約 3,000[t]

喫水 約 5[m]

全 長 100.0[m](垂線間長 :94.4[m])

型幅 16.5[m]

第二編 丹町添1-補足-136



コメイ`え
'こ

れ豪魁11隻

||、
!       |

|

|

1

上筆壊

邸電

16S静

図-1 輸送船外形図 (側面 日上面) 図-2 輸送船外形図 (正面 )

(2)転覆モー ド

ー般の船舶の場合、丸型やV型の船底を有しているものがあるが、輸送船は図-2

に示すとおり、断面形状が痛平であり船底が平底型である。このため、引き波によ

り着底した場合にも傾くことなく安定していると考えられるが、ここでは保守的に、

図-3に示すように輸送船が津波を受けた際に船底の端部が海底に引つ掛かり、船

底端部周りに回転する状況を想定し、転覆可能性の評価を行うものとする。

吟
船底端部(回転中心)

図-3 想定転覆モー ド

輸 送 船

《 ノ
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メiメ ド

重力iF(牟

力:F9

3.転覆評価

図-3の想定転覆モー ドにおいて輸送船に働 く力とモーメン トを図-4に示す。

重力にようモ

,幸 力:を するモード■t,13

流圧力によるモーメント:N

5tm〕

″。`底端部(回転中心)

図-4 輸送船に働く力とモーメント

津波を受けると流圧力 F YCに よるモーメン トNが発生 し、船底端部を中心に輸送船

を回転させる。また、浮力 FBに よるモーメン トNBも 流圧力によるモーメン トNと 同

じ方向に発生する。一方、重力 FGに よるモーメン トNGがこれ らのモーメン トと逆方

向に発生 し輸送船の傾きを戻す。この際、流圧力および浮力によるモーメン トにより

傾きが増大 し、重心位置が回転中心の鉛直線上を超える場合には転覆する。

重心位置が回転中心の鉛直線上にあるときの傾きは約 48° であるため、ここでは

傾きを 24° と仮定 し、流圧力によるモーメン トNと 浮力によるモーメン トNBの和と

重力によるモーメン トNGと のモーメン トの釣 り合いから転覆 しないことを確認する。

重力によるモー メン トNGは次式の とお りとなる。

NG=FGX X (GR)
=4, 000X4.5
=18, OOO[tonf・ m]

NG:重力によるモーメン ト[tonf・ m]

FG:輸送船 (空荷状態)の重量 [tonf](≒ 4,OOO)
X(GR):重 心と回転中心の水平方向距離 [m](≒ 4.5)
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次 に流圧 力によるモー メン トNは次式にて計算 で きる。

N=FYCXW■ 2

=FYCX d■ 2

N:流圧力によるモーメン ト[tonf・ m]

F YC:流圧力 [tonf]

W:水 位 [m]

d:喫水 [m](=5)

ここで、流圧力は受圧面積が最大のときに最も大きくなり、且つ、流圧力によるモ

ーメン トは流圧力の作用点と回転中心との距離が最大のときに最も大きくなるため、

本評価における水位は喫水と同等とした。

また、横方向の流圧力 F YCを表-2に示す方法で計算する。

表-2 横方向流圧力の計算方法

(出 典 :係留設備に関する指針 OCIMF刊行 )

このとき、流速は図-5に示す最低水位となる津波の最大流速 1.1[m/s]を適用し、

横方向流圧力係数を図-6に より10と 仮定する。

1.5

し1.0

観
駕

0,S

600 90         120

時間 (min)

図-5 最大流速

【流圧力計算式】

F YC~
1

CYCXρ cXVttXLppXd―
X

2

F YC:横方向流圧力 [kgf]

CYC:横方向流圧力係数

Vc :流速 [m/s]

L PP:垂線間長 [m]

d :喫水 [m]

ρc :水密度 [kg・ sec2/m4]

(=104.5kg・ sec2/m4)

隠由くトラフ海底地すベリ(単独)

エリアB上昇側 放水□前面

0,0

30

第二編 丹町添1-補足-139

150 180



ユ

Cvc

3

■

1∞  140 120  1∞   00

口 nO入 射 え  ,こ

eC     `0     20     0

図-6 横方向流圧力係数 (出典 :VLCCに おける風圧及び流圧の予測 OCIMF刊 行 )

表-2によ り F YCは 以下の とお りとなる。

F YC=1■ 2X10X104.5Xl. 12x94. 4X5

=298,410[kgf]
≒ 300[tonf]

したが つて、流圧力によるモーメン トNは以下の とお りとなる。

N=YFCX d■ 2

=300X5■ 2

=750[tonf・ m]

最後に浮力によるモー メン トNBは次式にて評価する。

NB=FBX X(BR)
=1, 700X3.0
=5, 100[tonf・ m]

NB:浮力によるモーメン ト[tOnf・ m]

FB:傾いた際の輸送船の浮力 [tonf](≒ 1, 700)
X(BR):浮 心と回転中心の水平方向距離 [m](≒ 3.0)

想 と盛 0掛

―

 l.03
-― ―― 一 l.ュo

― ・申い
“一 ▲・2。

‐由い‐― ●‐中 l● 30
‐‐‐‐‐‐■o3.00

-‐ ‐・申いとも,∞
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以上の結果をまとめると、以下に示すとおり重力によるモーメントNGは流圧力に

よるモーメントと浮力によるモーメントの和より大きくなるため、輸送船は転覆する

ことはない。

N+NB=750+5, 100

=5, 850[tonf`m]<NG(=18, OOO)[tonf・ m]

4.ま とめ

輸送船の着底後に海底地すべり津波による流圧を受けても船底と海底の形状か

ら転覆することはなく、また、保守的に船底の一部が固定されるような状態を想定

した場合であつても転覆しないことを確認した。

以 上
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(参考 1)

荷役中に海底地すべり津波が襲来した場合は輸送船が退避できない理由

参考図 1-1(海底地すべり津波波形)の とおり、20分未満で最高水位に到達す

る。荷役中であつた場合、離岸前に輸送物の干渉回避後に係留素を取り外す必要

があるが、津波水位が岸壁高さを大きく上回つている場合は、岸壁での係留索取

り外しができないため、緊急退避できない可能性がある。

参考として、表 1-1に既許可の陸上地すべり津波および基準津波 2と 海底地す

べり津波との比較を示す。また、参考図 1-2に緊急退避準備 20分の内容と各作

業の概要を示す。

30 60 90 120 150 180

ユ1瑚 仲 n)

参考図 1-1 海底地すべ り津波波

ぞ
）起
＜

O
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表 1-1既許可の陸上地すべ り津波および基準津波 2と 海底地すべ り津波との比較
早期襲来津波 海底地すべり津波

対象津波 ①陸上地すべり (No l,2,3)津 波
②基準津波2
(津波警報発表後、基準津波 1よ り早く到

達 )

基準津波 3
(退避連絡後、基準津波 4よ り早 く到達 )

第一波最高水位 ①T P+220m ②TP+215m T P +3 85m

岸壁遡上時間 ①約2分後 (津波発生後)

②約11分後 (地震発生後)

約 16分後 (退避連絡後)

輸送船対応 (荷役中およぴ荷役中以外 )

・津波高さは物揚岸壁 (TP+20m)を 僅か

に超える程度の高さでかつ岸壁を超えるの

は短時間 (1分間未満)であり、水位低下

後、船員が岸壁に降 りて係留索取外 し作業

(最大約 6分間)を行うことは可能であり、

既許可の早期襲来津波については、荷役中

であっても、輸送船は緊急退避可能
・なお、津波流速は最大でも 10m/s未満であ

り、輸送船の性能は、津波の最大流速を上

回つているため、適切な操船で退避可能で

あり、退避後に漂流物になることはない

(荷役中)

・津波高さは物揚岸壁 (TP+20m)を 大きく
上回り、岸壁高さを超える退避連絡後約 16
分以降は岸壁で作業ができないため、20分
以内に緊急退避できない

(荷役中以外 )

退避連絡後、速やかに係留索を取外 して、第
一波到達前に輸送船は緊急退避可能

なお、津波流速は最大でも 1 lm/s未 満であ

り、輸送船の性能は、津波の最大流速を上回
つているため、適切な操船で退避可能であ

り、退避後に漂流物になることはない

波 形
陸上地すべり(No l′ 2′ 3)

上昇側 放水口 前面

肺 ヽ _ 一ハ

津波高さ:220m
滓波流速 :1.Om/s

こ

HJ °°

■ζ-20

時 間 [印 in]

基準 津 波 2

滓波高さ:2,15m
津波流速 :0.9m/s

攀

時 間 irnmi

基準 津 波 3

第二編 丹町添 1補足 143



参考図 1-2:緊急退避準備 20分の内容と各作業の概要

緊急退避準備 (20分 )の内容

1緊急退避拳備

と1里全甲型史蕃
1係留中(①～③)に輸送船が緊急退避する 荷役作業中(② )に輸送船が緊急退避する

際の輸送物干渉回避作業 (約 11分聞 )

1+
際の係留索取外し作業 (約 6分間)

写真A

写真B

係留索取外し作業の内容

■係留索(3本中6本 )を緩め、船員が係留柱から係留索
を外す (写真A参照)

■船員が船に戻り次第、係留索(8本中2本 )を船上から
外し離岸 (写真B参照)

←先端が輪状の係留索を船上の操

作で緩めた後係留柱から外す。

で固定しており船上から取外すこと

が可能。

輸送物干渉回避作業の概要

■荷役作業中にクレーシで吊り下
'光

輸送物が輸送

船と干渉する場合は、輸送物を船外に移動する。
■輸送物が輸送船と干渉しないことを確認し輸送船

は離岸する。

※右図のとおり、荷役作業中
に緊急退避する際、クレー

ンで吊り下脱 輸送物が輪

送総と干渉する場合がある

ため、 輸送物を船外に移

動し干渉回避作業を行う

必要がある。

輸送物

|

なお、係留柱等の係留設備力鯵鵜約ている場合 (よ 、輸送船は発電所港に入港しない
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補足資料 6

津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについて
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津波伝播計算手法及び計算条件

基準津波の選定において、津波に伴 う水位変動の評価は、非線形長波理論に

基づき、差分スキームとして Staggered Leap― frog法を採用 した平面二次元モ

デルによる津波シミュレーションプログラムを用いて実施 した。

津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについては、各海水ポンプ室

までの水理特性を考慮した詳細格子分割の数値計算モデル (以下「詳細数値計

算モデル」という。)を基本とし、パラメータスタディや津波ハザー ド評価の計

算には、取水口及び放水口の前面で完全反射条件とした概略数値計算モデルを

用いた。

計算上考慮している水深分布図を図-1に 、概略数値計算モデルの計算条件及

び計算モデルを表-1と 図-2に、詳細数値計算モデルの計算条件及び計算モデル

を表-2と 図-3に 示す。また、津波シミュレーションによる津波水位評価点の位

置を図-4に示す。

また、取水路内に設置した取水路防潮ゲー ト及び放水路付近の数地を囲むよ

うに設置した防潮堤を計算モデルに反映したほか、取水口及び放水口付近の陸

側境界条件について陸上遡上を考慮し、取水口及び放水口のカーテンウォール

については、本間公式及び土木研究所 (1996)に よる計算式から、越流量及び

口 計 した (図 -5、 6)。

ン の で

3,4号 炉海水ポンプ室の取水経路の一部である海水路及び海水取水 トンネル

については、平面二次元モデルによる津波シミュレーションに仮想スロッ トモ

デルによる一次元不定流計算を接続 して検討を行つた (図 -7)。

さらに防潮ゲー トについては、遠隔操作によるゲー ト閉上に必要な時間を考

慮 して、閉止時間前に第 1波の ピークが到達する津波に対 しては、¬号、2号、

3号及び 4号炉共用の取水路防潮ゲー トA系列及び B系列開放 (以下、「防潮ゲ

ー ド「開」」という。)の条件を設定 した。また、構内の 2台の潮位計による観

測潮位が 10分以内に 0.5m以上下降 し、その後、最低潮位か ら 10分 以内に 0.5m

以上上昇すること、又は 10分以内に O.5m以上上昇 し、その後、最高潮位から

10分以内に 0.5m以上下降 した場合には、防潮ゲー ト「開→閉」とする条件を設

定 した。なお、防潮ゲー ト「開」時の開口部より上部については、計算上カー

テンウォールとして取 り扱つた。
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表-1 津波シミュレーションの概略計算手法および計算条件
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図-1 水深分布図
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領域 1

ロネ瀬 浄強海模

領城ぞ

領域4

踊関歳 0 100鰤 OX齢

■1)

且 J
仲 _

こと
`=`■

=` 
安勇綿子瞬婦

とv 持環碑子瞬縣

Ⅲギ 脇

図-2 概略津波計算モデル (津波伝播計算領域及び空間格子間隔 )
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図-3 詳細津波計算モデル (津波伝播計算領域及び空間格子間隔)

守
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125m(領域 10)

セ取水路等の水理特性を考慮した数値計算モデル〕
1方 5m(領域19朔

※1,41

3,4号炉海水ボンプ室

2号炉海水ポンプ室‐
・海水取水トンネル ※2

※1本計算範囲は125m、 625m及び3125m格 子であり、非線形長波理論式及び連続式で計算
※2海水路、海水取水トンネル (管路)、 1,2号炉非常用海水路は、仮想スロットモデルによリー次元不定流の連続式及び運動方程式で計算
※3取放水口のカーテンウォールは、本問公式および土木研究所(4996)に よる計算式から,越流量および開口部通過流量を計算
※4灰色の着色部を除くメッシュで遡上計算が可能
※5取水路防潮ゲートは津波到達時間により「開」「閉」の条件を設定

図-4 詳細津波計算モデル (敷地内)

一”“い『］一いい「い一い弾絲
625m

放水路防潮壁
(TIP.+8 0nⅢ )

|‐ 取水路防潮
I (T,P.+85m)
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取水回の計算条件

越流量の計算方法

(本間公式 )

TP+20m

TP-05m

TP+20m

TP-05m

TP-59m

TP+20m

TP-05m

TP-59m

-59m

カーテンウォールの通過流量の計算方法
(土木研究所 (1996)の計算式)

越流量の計算方法 (本間公式)

●高浜発電所の構造物 (カーテンウォール、隔壁、角落し)については、水位がその天端を超える場合に

本間公式を用いて越流量を計算する。
●天端高を基準とした防波堤前後の水深を Hl、 H2(Hl>H2)としたとき、線流量 Qは次式に示すとおりである。

2=0。 35打172grFI     ; Fr2≦ 2〃1/3 (完 全 越 流 )

2=0,91汀172g(打 1-打2) ; 打2>2打1/3(も ぐり越流)

HI HlI H2 3H2

完全越流 もぐり逮流

図-5 取水口及び放水口のカーテンウォール(1/2)
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カーテンウォールの通過流量の計算方法 (土木研究所(1996)の 計算式)

。高浜発電所のカーテンウォールを通過する流量は、ゲートからの流出量算定式として、一般によく用いられる
土木研究所 (1996)の計算式により求めるものとする。

●なお、津波がカーテンウォールの天端を超える場合には、本間公式から求まる越流量を加算する。

水位の関係 計算式
流量

係数 c

①
力2≧ 〃

力1<号〃
自由流出:σ =9勁 2V2g01-力 2)

ただしヽ考≧:の場合は力2=争力1とする
0.79

②
力I≧ :〃 中間流出:σ =側μV2誠 1 0.51

③
力2<汀 潜 り流 出 :2=CBHV2gl力 1-力2) 0.75

上流側

下流側

hl

h2

力
1｀

力2:施設前後の水位 (“)″ :開 口部高さ (陶)2:流 量 (陶
3/s)

β:開 口幅 ∽ )Ci流 量係数  g:重 力加速度 (陶 /∫
2)

図-6 取水口及び放水口のカーテンウォール(2/2)
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①  上 ② kL〈⊇」
管路の断面

仮想スロッ ト

管 路

管路部の計算条件

図-7 仮想スロットモデルによる一次元不定流計算手法 (1/2)

ヽ1

~ア

「

 ¬

Ｖす甲甲＝れ古山

D

計算条件 条件設定

スクリーン損失
・海水ポンプ室内のスクリーン損失につい

ては考慮しない

貝付着
・貝の付着を考慮した粗度係数を採用

(粗度係数 :n=o.02)

海水ポンプの

運転条件

日水位上昇側 :海水ポンプの取水なし
口水位下降側 :海水ポンプの取水あり
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①開水路の連続式及び運動方程式

∂η+坐十至坐上=0
∂チ 訥  ∂ノ

∂ノ   ∂

―
十一

∂r  ∂死

∂ハ「  ∂
―一+―
∂子   ∂χ

+ρ等十発暑=0

+♂舒+発挙=0

抑
一Ｄ

∂
一″

＋

ヽ

―

‐

‐

ｊ

ノ

″
一Ｄ

／

１

‐

‐

―

＼

〆
一Ｄ

∂
一鋤

＋

ヽ
Ｉ

Ｉ

Ｉ

ノ

那
一Ｄ

／

１

‐

―

＼

η :水 面の鉛直変位量 ,

D=η 十力,力 :静水深 ,

ν=2D, Ⅳ=ッD,9,ッ):(χ,ノ )方向の流速,

2=ィν2+Ⅳ 2, g:重力加速度 ,

発=♂ 2D V3,η :マニングの粗度係数

②管路の連続式及び運動方程式

坐 十至笙≧=0
∂チ   ∂死

等+giぢ学|=駆 (dO―ぎ/)
こ こ に , И=ИO+β d(カ ーD), βd= ν =歩 十力cИ COs θ ,SO一 説nθ 一 滋 /み ,Sァ =

ν :比力 ,

sO:水路底勾配 ,

sチ  :屋番穆慕ち可酉己,

η :マ ニングの粗度係数 ,

R:径深 ,

佑 :水面か ら図心までの距離

と,40

卿
炒

て″

И :流水断面積 ,

2:流量 ,

D:管径 (円 形の場合 ),

曳 :仮想スロッ ト幅 ,

ヵ :水深 (圧力水頭 ),

ИO:管断面積 (円形の場合 πD2/4),

g:重力加速度 ,

α :圧力伝播速度 ,

図-7 仮想スロットモデルによる一次元不定流計算手法(2/2)
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補足資料 7

発電所周辺の湾内の局所的な海面の励起について
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入力津波の設定に当たって、評価地点における局所的な海面の励起が生じてい

るかどうかを確認するため、基準津波 1、 2、 3及び 4による最大水位上昇量分

布を図 1～4に、取水口側及び放水口側での時刻歴波形の地点別比較を図 5～ 13

に示す。

図 1～4よ り発電所周辺での最大水位上昇量や水位の分布傾向に大きな差異は

なく、取 L放水口近傍の局所的な励起は生 じていない。

次に、図5～ 14は津波の伝播経路を考慮し、基準津波 1、 3及び4については

①取水口前面→②取水路防潮ゲート前面、及び①'放水口前面→②'放水路 (奥 )

の時刻歴波形をそれぞれ重ね合わせている。また、基準津波2については①取水

口前面→②3,4号炉循環水ポンプ室前面、及び①'放水口前面引②'放水路 (奥 )

の時刻歴波形をそれぞれ重ね合わせている。

基準津波 1、 2、 3及び4と もに、外海に面した①、①'と 開水路最奥部とな

る②、②'の時刻歴波形を比較した結果、①、①'に比べて全振幅が若千大きく

なる程度で、周期特性や時間の経過に伴う津波の減衰傾向に大差はなく、湾内の

固有周期との共振による特異な増幅は生じていない。

また、1号炉及び2号炉海水ポンプ室前面については、管路 (非常用海水路)

を通じて、3,4号炉海水ポンプ室前面については、管路 (海水取水トンネル及

び海水路)を通じて取水経路とつながつていることから他の評価点と水理特性が

異なるが、基準津波2の時刻歴波形について、3, 4号炉循環水ポンプ室前面と

ほぼ同様の傾向を示すことを確認している。
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最高水位(IP.第 )

h高水位(IP.綺 )

図 1 最大水位上昇量分布図 (基準津波 1)

【波源】
断層:若狭海丘列付近断層(福井県)

海底地すべり:エリアB(Kinemattc)

地すべり開始時間t:73秒

【計算条件】
周辺陸域:完全反射条件
計算潮位:上 昇tRIT P+049m
評価潮位:上 昇側TP+049m
取水路防潮ゲート:両系列 閉

3号及び4号炉放水口前面

【波源】
断層:FO― A～ FO一 B～熊川断層
陸上地すべり:No 14(運動学的手法)

地すべり開始時間ti54秒

【計算条件】
周辺陸域 :完全反射条件
計算潮位 :上昇側TP+049m
評価潮位 :上昇側TP+049m
取水路防潮ゲート:両系列 開

3,4号炉海水ポンプ室

1号及び2号炉放水日前面
TP+264m

3号及び4号炉放水日前面
ク号炉海水ポンプ室

1号炉海水ポンプ室

取水路防潮ゲート

Πl面 TP+212m

図 2 最大水位上昇量分布図 (基準津波 2)
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図 3 最大水位上昇量分布図 (基準津波 3)
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a▲水OC'霞 ,

図4 最大水位上昇量分布図 (基準津波 4)

【波源】
海底地すべり:エリアB(Kinemauc)

【計算条件】

周辺陸域 :完全反射条件

計算潮位 :上昇側TP+0 49rn
評価潮位 :上昇側TP+049m
取水路防潮ゲート:両系列 開→閉

3,4号炉海水ポンプ室

1号及び2号炉放水口前面

3号及び4号炉放水日前面

2号炉海水ポンプ室

【波源】
海底地すべり:エリアC(Kinematc)

【計算条件】
周辺陸域:完全反射条件
計算潮位!上昇側TP+049m
評価潮位:上昇側TP+049m
取水路防潮ゲート:両系列 開→閉

i号及び2号 炉放水口前面

3号及び4号炉放水口前面

2号炉海水ボンプ室

3,4号炉循環水ポンプ室

取水路防潮ゲート
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図 5 基準津波 1に おける取水口前面及び取水路防潮ゲー ト前面の時刻歴波形
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基準津波 1に おける放水口前面と放水路 (奥)の時刻歴波形
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図7 基準津波2における取水口前面及び3,4号炉

循環水ポンプ室前面の時刻歴波形
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図 8 基準津波 2における放水口前面と放水路奥の時刻歴波形
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図 9 基準津波 2における取水口前面、

1号炉及び 2号炉海水ポンプ室前面の時刻歴波形
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図 10 基準津波 2における取水口前面及び 3,4号機海水ポンプ室前の時刻歴波形
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図 11 基準津波 3における取水口前面及び取水路防潮ゲー ト前面の時刻歴波形
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図 12 基準津波3における放水口前面と放水路 (奥)の時刻歴波形
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図 13 基準津波 4における取水口前面及び取水路防潮ゲー ト前面の時刻歴波形
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―
放水口前面

―
放水路 (奥 )
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図 14 基準津波 4における放水口前面と放水路 (奥)の時刻歴波形
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なお、津波周期の違いが基準津波定義位置、取水口前、放水口前の水位に及ぼす

影響を確認するために、若狭湾沖合から正弦波 (3波長)を入力させた概略計算を

実施 した。その際、正弦波の振幅は lmで固定 し、周期は 10分から40分まで 2分 ピ

ッチ、50分、60分のケースで検討 した。また、計算領域及び空間格子間隔は下図の

とおりとした。

周期を変化させた正弦波 (3波長)を入力

10 0 10 20 30 40km

図 15 正弦波入力による検討概要 (計算領域及び空間格子間隔)
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この結果、入力波に対する水位増幅率を見ると、基準津波定義位置では明瞭なピ

ークが確認できなかつたが、取水口前 日放水口前ではそれぞれ 24-30分 、20-26分

程度の周期に水位増幅するピークが確認された。

地形を単純化したメリアンの式による固有周期とは、ピークを示す周期帯が完全

には一致 しないが、取水口側の方が放水口側よりも卓越する周期が長くなる傾向は

一致 している。

―
ピークを示ず周期帯

15

10

0
10 20 40 50 60

周期 (分 )

図 16 正弦波入力による検討結果 (固有周期)

科
馨
型
運
＜

5

30

― 基準津波位置

― 放水口前

―■―取水口前

→

」L 〃 L

J

正弦波 (3波長)を入力させた検討

においてピークを示す周期帯

(参考)

メリアンの式による固有周期

基準津波

定義位置
明瞭なピークは確認できない 36-71分 (若狭湾)

取水口前 24-30/刀` 23-36分 (高浜湾)

放水口前 22-26′刀
｀ 14分 (内浦湾)
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また、入力波に対する水位増幅率が比較的小さい周期 14分と、増幅率が大きい

周期 24分について、時刻歴波形を比較 したところ、周期 14分 としたケースでは、

各評価点ともに入力波数と同じ第 3波 目まではほぼ均等な水位振幅が見られ、その

後は大きく減衰する様子が見られた。

一方、周期 24分としたケースでは、基準津波定義位置では顕著な増幅傾向は見

られなかつたが、取水口 日放水口前においては、入力波数と同じ第 3波 目まで徐々

に振幅が大きくなり、その後も波が繰 り返 して減衰 しにくい様子が見られた。

以上より、取水口側 日放水口側において、正弦波による入力波の周期が湾の固有

周期と一致 し、共振により増幅する影響をきちんとシミュレーションできているこ

とが確認された。

周期14分 周期24分

919m

入力波

基準津波

定義位置

放水口前

取水口前

入力波

基準津波
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放水日前

取水口前
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図 17 正弦波入力による水位増幅率の確認
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補足資料 8

漂流物影響評価における津波の流向等の確認について
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1.は じめに

高浜発電所敷地は取水路側及び放水路側の 2方向が海に面 していること

から、津波による漂流物はそれぞれにおいて検討 している。具体的には発電

所に姑する漂流物 となるものについて、取水路側は取水路防潮ゲー トにて、

放水路側は放水 口側防潮堤及び防潮扉によって取水性への影響がないよう

な設計 としている。本資料では、これ らの漂流物の検討事項の うち漂流物の

動向に影響を与える津波の流況・流向について詳細を説明するものである。

2.各基準津波の流向・流速についての確認

漂流物の影響については、押 し波で最も大きな津波高さとなり、遡上域が

大きくなる基準津波 1(若狭海丘列付近断層十隠岐 トラフ海底地すべ り (エ

リア B)、 Kinematic)を代表 として評価 している。しか しながら、今回新た

に追加 した基準津波 3(隠岐 トラフ海底地すべ り (エ リア B)、 Kinematic)

及び基準津波 4(隠岐 トラフ海底地すべ り (エ リア C)、 Kinematic)につい

ては、津波警報等の発表がない条件で襲来する可能性があることから、基準

津波 1の傾向と比較することで漂流物の評価において基準津波 1を用いる

ことの妥当性を確認 した。

確認 した結果を図 1～図 5に示す。基準津波 3については津波の襲来開始

時に差があるものの、70分以降の津波周期に大きな違いはない。基準津波

4については基準津波 1に比べて水位の変動周期が大きいが基準津波 1と

傾向は変わらないことを確認 している。

以上より、基準津波 3及び基準津波 4は基準津波 1と 発電所近傍の流速及

び流向について内容にほぼ相違がないことから、漂流物の評価において基準

津波 1を用いることとする。
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基準津波 3については津波の襲来開始時に差があるものの、70分以降の津波周期に大きな違いはない。基準津

波 4については基準津波 1に比べて水位の変動周期が大きいが基準津波 1と 傾向は変わらない。
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底地すべり (エ リア B)、 Kinematic)

基準津波 3

隠岐 トラフ海底地すべ り (エ リア B、

Kinematic)

基準津波 4

隠岐 トラフ海底地すべ り (エ リア C、

Kinematic)

比較概要

図 1 基準津波の波形の比較



放水日前水位

■(

発生後 45分

【取水口側 。放水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下に転じる

発生後 43分

【取水日側・放水口側】
湾内方向の押し波が敷地に襲来する

取水口前水位

業 :I

しヽ

発生後 40分

【取水口側・放水口側】
湾内方向の押し波により水位が上昇する

波形

概 要
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図 2(1/3) 基準津波 1の流向・流速の概要



放水日前水位
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発生後 53分

【取水口側】
湾内方向の引き波に転じ水位が低下し始める
【放水口側】

湾内方向の押し波により水位が上昇する

発生後 50分

【取水口側】
湾外方向の押し波により水位が上昇する
【放水口側】

沖合が湾内方向の押し波に転じ水位が上昇 し
始める

取水日前水位
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発生後 47分

【取水口側・放水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する

波形

概要

甜
出
動

削
」
郭
Ｔ
郭
諄
と
が

図 2(2/3) 基準津波 1の流向・流速の概要



放水日前水位
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発生後 70分

【取水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する
【放水口側】

湾内方向の押し波により水位が上昇する

発生後 63分

【取水口側】
流速は湾外方向に向いているが取水口前水位
は上昇する
【放水回側】

湾外方向の引き波により水位が低下する

取水日前水位
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梃:!と

埒  ″ψ・ (ⅢⅢ魚′

発生後 60分

【取水口側】
湾内方向の押し波により水位が上昇する
【放水口側】

湾外方向の引き波により水位が低下する

波形

概要
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図 2(3/3) 基準津波 1の流向・流速の概要
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放水口前水位
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発生後 52分

【取水口側】
流速は湾内方向に向いているが取水口前水位
は下降側に転じはじめる
【放水口側】

湾内方向の押し波により水位が上昇する

発生後 50分

【取水口側】
引き波から湾内方向の押し波に転じ敷地に襲
来する
【放水日側】

引き波から湾内方向の押 し波に転じ水位が上
昇する

取水口前水位
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発生後 43分
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【取水口側・放水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する

波形

概要

図 3(1/4) 基準津波 3の流向・流速の概要



放水口前水位
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発生後 52分
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【取水口側】
流速は湾内方向に向いているが取水日前水位
は下降側に転じはじめる
【放水口側】

湾内方向の押し波により水位が上昇する

発生後 50分

t

【取水口側】
引き波から湾内方向の押し波に転じ敷地に襲
来する
【放水口側】

引き波から湾内方向の押し波に転じ水位が上
昇する

取水日前水位
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発生後 43分

【取水口側・放水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する

波形

概要
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図 3(2/4) 基準津波 3の流向 。流速のオ既要



放水日前水位
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発生後 64分

【取水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する
【放水口側】

沖合が湾内方向の押し波に転じ水位が上昇し
始める

発生後 61分

【取水口側】
沖合は湾外方向の引き波に転じ始めている
【放水口側】

湾外方向の引き波により水位が低下する

取水日前水位
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発生後 57分

【取水口側】
流速は湾内方向に向いているが取水口前水位
は上昇側に転じはじめる
【放水口側】

沖合が湾外方向の引き波に転じ水位が低下し
始める

波形

概要
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図 3(3/4) 基準津波 3の流向・流速の概要



削
――
謝

削
二
郭
Ｔ
討
脳
と
ぎ

放水口前水位
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発生後 76分

【取水口側】
湾内方向の押し波により水位は上昇している。
【放水日側】

沖合が湾内方向の押し波に転じ水位が上昇し
始める

発生後 72分

【取水口側】
流速は湾内方向に向いているが取水 日前水位
は低下する
【放水口側】

沖合が湾外方向の引き波に転 じ水位が低下し
始める

取水日前水位
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発生後 66分

【取水口側】
湾外方向の引き波により水位が低下する
【放水口側】

湾内方向の押し波に転じ水位が上昇する

波形

概要

図 3(4/4) 基準津波 3の流向・流速の概要
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放水日前水位
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発生後 60分

|
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【取水口側】
流速は湾内方向に向いているが取水日前水位
は下降側に転 じはじめる
【放水口側】

湾内方向の押 し波により水位が上昇 している

発生後 57分

i

【取水口側】
引き波から湾内方向の押し波に転 じ敷地に襲
来する
【放水口側】

引き波から湾内方向の押し波に転 じ水位が上
昇する

取水口前水位

f ―

。(~lt'
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発生後 50分

|

【取水口側・放水日側】
湾外方向の引き波により水位が低下する

波形

概 要

図 4(1/2) 基準津波 4の流向 。流速の概要
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放水日前水位
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発生後 85分

,

【取水口側】
引き波から湾内方向の押し波に転じて敷地に
襲来する
【放水口側】

押 し波から湾外方向の引き波に転じ水位が低
下する

発生後 75分

,I

【取水口側】
押 し波から湾外方向の引き波に転 じ水位が低
下する
【放水口側】

引き波から湾内方向の押し波に転 じ敷地に襲
来する

取水日前水位

k

ま, Fl l,,,1.‐

発生後 65分

〔

【取水口側】
引き波から湾内方向の押し波に転じ敷地に襲
来する
【放水口側】

湾外方向の引き波に転じ水位が低下する

波形

概要

図 4(2/2) 基準津波 4の流向・流速の概要



3.基準津波の流速および流向の詳細確認

水位上昇側である基準津波 1(若狭海丘列付近断層と隠岐 トラフ海底地す
べリエリア Bの一体計算)は、地震発生後約 40分後に敷地前面に到達し、

地形に沿つて少しずつ向きを変えながら、約 43分後に湾内に真直ぐ侵入す

る向きを主流として敷地に襲来する。基準津波 1の流速及び流向について詳

細に確認したものを図 5に示す。
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基準津波 1(取水 口前面) 基準津波 1(1号及び 2号炉放水口前面)

図 5(1/6) 基準津波 1の流速及び流向

津
波
発
生
後
ヽ

分

津
波
発
生
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|ドヽ
∞

分

【取水口】
湾内方向の押し波により水位が上昇する。

【放水口】
湾内方向の押し波により水位が上昇する。

【取水口】

湾内方向の押し波が敷地に襲来する。

【放水口】

湾内方向の押し波が敷地に襲来する。

津
波
発
生
後
,Fゝ

釘

分

爛

津
波
発
生
後
|ドゝ
‐〕

分

【取水口】
湾外方向の引き波により水位が低下に転じる。

【放水口】
湾外方向の引き波により水位が低下に転じる。

【取水口】
湾外方向の引き波により水位が低下する。

【放水口】

湾外方向の引き波により水位が低下する。
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基準津波 1(取水 口前面)

時 間 (m il

基準津波 1(1号 及び 2号炉放水口前面)

津
波
発
生
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|ドヽ
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分

子11

津
波
発
生
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分

【取水口】
湾外方向の押し波により水位が上昇する。

【放水口】
湾外方向の引き波により水位が低下する。

【取水口】
湾内方向の押し波により水位が上昇する。

【放水口】
湾内方向の押し波により水位が上昇に転じる。

津
波
発
生
後
伽

9D

分

津
波
発
生
後
0■

伽

分

【取水口】
湾内方向の押し波により水位が上昇する。

【放水口】

湾内方向の押し波により水位が上昇する。

【取水口】

湾外方向の引き波により水位が低下する。

【放水口】
湾内方向の押し波により水位が上昇する。

図 5(2/6) 基準津波 1の流速及び流向
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基準津波 1(取水口前面) 基準津波 1(1号 及び 2号炉放水口前面)

図 5(3/6) 基準津波 1の流速及び流向
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【取水口】
湾外方向の引き波により水位が低下する。

【放水口】
湾内方向の押し波により水位が上昇する。

【取水口】

湾内方向の押し波により水位が上昇する。

〔放水口】
湾外方向の引き波により水位が低下に転じる。

【津
波
発
生
後

６
ド
分
】

【津
波
発
生
後

３

分
】

I取水口】
湾内方向の押し波により水位が上昇する。

【放水口】
湾外方向の引き波により水位が低下する。

【取水口】
湾内方向の引き波により水位が低下に転じる。

【放水口】
湾外方向の引き波により水位が低下する。
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基準津波 1(取水口前面) 基準津波 1(1号及び 2号炉放水口前面)

図 5(4/6) 基準津波 1の流速及び流向
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【取水口】
湾外方向の引き波により水位が低下する。

【放水口】
湾外方向の引き波により水位が低下する。

【取水口】

湾外方向の引き波により水位が低下する。

【放水口】

湾内方向の押し波により水位が上昇に転じる。

津
波
発
生
後
0う
C0

分

津
波
発
生
後
ヽ 1

分

【取水口】

湾外方向の引き波により水位が低下する。

【放水口】

湾内方向の押し波により水位が上昇する。

【取水口】

水位が比較的緩やかに変動する。

【放水口】

湾内方向の押し波により水位が上昇する。
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図 5(5/6) 基準津波 1の流速及び流向

時 間 (耐 n' 時 Fel
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津
波
発
生
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分

【取水口】
水位が比較的緩やかに変動する。

【放水口】
湾内方向の押し波により水位が上昇する。

【取水口】

湾内方向の押し波により水位が上昇する。

【放水口】

湾内方向の押し波により水位が上昇する。

津
波
発
生
後
-1
-1

分

津
波
発
生
後
‐ 1

く0

分
1

【取水口】

湾内方向の押し波により水位が上昇する。

【放水口】
湾外方向の引き波により水位が低下に転じる。

【取水口】

湾内方向の引き波により水位が低下する。

【放水口】
湾外方向の引き波により水位が低下する。

第 編 丹可添 1補足 184



ｅ

）
鎖

A !l ii

l,   I｀ ,ゝ

ｉ

Ｏ

「

セ

嗚

】

巧

お

（こ

Ｊ

柴 X≧
:

基準津波 1(取水 口前面) 基準津波 1(1号 及び 2号炉放水口前面)

図 5(6/6) 基準津波 1の流速及び流向
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波
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〔取水口】
水位が比較的緩やかに変動する。

【放水口】
水位が比較的緩やかに変動する。

【取水口】
湾内方向の押し波により水位が上昇する。

【放水口】
水位が比較的緩やかに変動する。

【津
波
発
生
後

∞
９
分
】

武潔葦

【取水口】
湾内方向の引き波により水位が低下する。

【放水口】
水位が比較的緩やかに変動する。
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補足資料 9

取水路防潮ゲー トの保守作業時の対応について
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概要

防潮ゲー トについては、ゲー ト落下機構への遠隔閉止信号によリゲー トが落下

できること (以下、遠隔閉止機能という。)を運転上の制限としている。防潮ゲ

ー トの一部の保守作業においては、遠隔閉止機能が停止する期間が生 じることか

ら、当該期間中において津波警報が発表されない津波が襲来 した場合及び大津波

警報が発表された場合の対応について説明するものである。

2.対象となる保守作業の概要

遠隔閉止機能が停止する期間が生じる作業は、防潮ゲー トの直下清掃及び防潮

ゲー トの取替えである。

防潮ゲー トの直下清掃は、潜水作業員により水路内の海生生物等を除去する作

業である。潜水作業員の安全確保の観点で、図-1の とおり、清掃作業中は休止ピ

ンとス トッパーを挿入することでゲー トが落下しない処置を請じるため、遠隔閉

止機能が停止する。一方、防潮ゲー トの取替えについては、図-2の とおり、ゲー

ト落下機構を取り外して、クレーンによリゲー トを取替えする作業であるため、

遠隔閉止機能が停止する。

ラック棒
(短尺)

防潮ゲート

取水路 潜水作業員

図-1 防潮ゲー ト直下清掃時の概要図

―ト

ゲ

位置合わせ

取水路

(縦断図)

図-2 防潮ゲー ト取替え時の概要図

ゲート

(ゲーH側 )
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3.津波警報が発表されない津波襲来時の対応について

3.1 対応方針について

上記の保守作業時において、津波警報が発表されない津波が襲来した場合

は以下のとおり対応する。

(i)作業は、天候や波浪状況が安定していること、及び敷地外の潮位計で欠測等

がなく、潮位の確認が出来る状態で実施する。万が一、作業中に敷地外の潮

位の確認が出来ない状態となつた場合には、直ちに作業を中断し、作業前の

状態に復旧する。

(ii)敷地外の潮位計にて情報発信された場合は、中央制御室から現場作業員へ連

絡し、作業中断の上、津波襲来までに作業前のゲー ト開閉状態に復旧する。

これ らの対応を図ることにより発電所の安全性に影響はない。また、津波

襲来前に作業員が退避可能であるため、作業安全性の確保が可能である。

本運用は、保安規定に反映することとし、内容としては、予防保全を目的

とした点検 日保修を実施する設備に防潮ゲー トを追加、および添付 2の津波

の項に作業実施時には、体制を確保 し、維持すること等を規定する。

3.2 対応手順及び所要時間について

防潮ゲー トの直下清掃時及び防潮ゲー トの取替え時における対応手順及び

所要時間を図-3、 図-4に示す。敷地外の潮位計にて情報発信された後、同図

に示す手順で対応することにより、高浜発電所に津波が到達する前に、作業

前のゲー ト開閉状態に復旧することが可能である。

具体的には、防潮ゲー トの直下清掃時については、敷地外の潮位計にて情

報発信された後、中央制御室から現場作業員に連絡し、体止ピンとス トッパ

ーを解除することにより、作業前のゲー ト開閉状態に復旧可能である。

また、防潮ゲー トの取替え時については、敷地外の潮位計にて情報発信さ

れた後、中央制御室から現場作業員に連絡したタイミングが、「ゲー トが位

置合わせにはめ込んでいる状態 (ケース①)」 であれば、そのままゲー トを

開上し、「旧ゲー トを取り外した後 (ケース②)」 であれば、新ゲー トを位

置合わせにはめ込んだ後に新ゲー トを閉止することで、作業前のゲー ト開閉

状態に復旧可能である。なお、リスク回避の観点から旧ゲー トを引き抜く前

には、敷地外の潮位データを確認し、異常がないことを判断して作業を行う。

また、欠測等により、敷地外の潮位の確認が出来ない状態となつた場合の

対応手順及び所要時間を図-5に 示す。同図より、欠測等が発生した場合にお

いても、発電所の安全性に影響はない。また、津波襲来前に作業員が退避可

能であるため、作業安全性の確保が可能である。
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「隠岐トラフ海底地,べり」による 対応に係る各ステップに要する
時間および説明

時間 言党明

中
央
制
御
室

構内の潮位計にて警報発信 i請■:動を検知 0分
通常潮汐から0.5m変動を検知すれば
中央制往,室にて警報発信

潮位変動の判断
運転員の指示等

5分

循環水ポンプl亭止 |!| れ
5う)

ユニットトリップ 喘 !

防潮ゲート閉止 (遠隔閉止 )
i轍 1分

敷地外の潮位計にて情報発信
▽敷地外の観測地点

に滓波至」達 31分
|ィ
: !」

: I i
5/フ)

通常潮汐から10分以内に0,5m変動を
検知すれば、中央制御室にて情報発信

現
地

潜水作業員退避 ||ヽ:| 1/分

防潮ゲート落下防止処置
(イ木止ピン、ストンパー)の角写除

亀

‥
1分

図-3 防潮ゲー トの直下清掃時の対応手順及び所要時間

図-4 防潮ゲー トの取替え時の対応手順及び所要時間

図-5 欠測等が発生 した場合の対応手順及び所要時間

すべり」による 対,応にイ系る各ステップに要する
時間および説明

時 間 説 明

中
央
市」
往ロ
室

構内の潮位計にて警報発信
▽05m:

I

二動を検 択〔
0分

通常潮汐から0.5m変動を検知すれ
ば、中央制御室にて警報発信

潮位変動の判断
運転員の指示等 」

中
5う)

循環水ポン引亭止 品
5分

ユニットトリップ
―

l

防潮ゲート閉止 (遠隔閉止 )
:→ 1分

敷地外の潮位計にて1青報発信 と 5分
通常潮汐から10分以内に05m変
動を検知すれば、中央制御室にて1盾

圭巳率イ_

現
地

ケース
①

クレーンよる防潮ゲート閉止 i :

:
1分

ゲート降下距離6m、 クレーシ巻上フゥ

'速

度約10m/分より1分と評価

ケース
②

クレーンによる防潮ゲート据付け・閉止 → 11分

ゲート設置時の実績から10分以内で
旧付け可能
ダート降下距離12m、 クレーン巻上
フック凍虐約10m/分より2分と言平イ面

「隠岐トラフ海底地すべりJによる 対応に係る各ステップlこ要する
時間および説明

時 間 説 明

中
央
市」
往,

室

橋内の潮位計にて警報発信 動を検知 0分
通常潮汐から0,5m変動を検知すれIよ

→コ央制御窒にて警報発信

潮位変動の判断
運転員の指示等

1

:
5分

循環水ポン剪亭止 喘
5分

ユ]ッ トトリップ I 高浜発電開 こ   f l ｀
~T,皇

淳至」λ=43分▽  l i
― l

防潮ゲート閉止 (遠隔閉止 ) i iH 1分

敷地外の潮位計にて潮位の確認が
出来ない】犬態 (欠測等) 辞耳幸確||イ ||||

0分
欠測等を確認した時点で、保守的に津
波が要来するという想定

現地作業員への周知 1分

現
地

直
下
清
掃

潜水作業員退避 ⅢI

E

B
1/ノ)

防潮ゲート落下防止処置
(イ木止ピン、ストッパー)の解除 樹 1分

ゲ
ー
ト
交
換

ケース
①

クレーシよる防潮ゲート閉止 | 1分
ゲート降下距離6m、 クレーン巻上フック

盛度約10m/分より1分と評価

ケース
②

クレーンによる防潮ゲート据付け・閉止 弓 11分

ゲート設置時の冥イ貫から10分以入]で据

けけ可能
メート降下距離12m、 クレーシ巻上フック
藤度約10m/分より2分と評価
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4.大津波警報発表時の対応について

4.1 対応方針について

大津波警報が発表された場合は、中央制御室から現場作業員へ連絡し、作

業中断の上、津波襲来までに防潮ゲー トを開止することにより、発電所の安

全性に影響はない。また、津波襲来前に作業員が退避可能であるため、作業

安全性の確保が可能である。

なお、本運用についても、津波警報が発表されない津波襲来時と同様に、

保安規定に反映することとし、内容としては、予防保全を目的とした点検 a

保修を実施する設備に防潮ゲー トを追加、および添付 2の津波の項に作業実

施時には、体制を確保し、維持すること等を規定する。

4.2 対応手順及び所要時間について

対応手順と所要時間を図-6に示す。同図に示す手順で対応することにより、

高浜発電所に津波が到達するまでに防潮ゲー トの閉上が可能である。

※既許可の基準津波評価においで、防潮ゲート閉条件の場合、「大陸棚外縁～B～野坂断層」を波源とする津波が高浜発電所に最も早く滓波が到達するため、その到達時間

である24分を指標としている。

図-6 防潮ゲー ト保守作業に係る対応手順及び所要時間

(大津波警報発表時)

地震・津波発生からの経過時間 (分 ) 青旗作業中の対応

2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24 時間 説明

中
央
布J

往Π
室

中央制御室にて
地層・津波1情報入手 角 3分

連絡体制に基つき
作華間係者への種絡

尊 皓翻 Flこ

引緯24分 ▽
2分

循環水ポン剪亭止
5ノ分

ユエットトリッ殊 作 11介

け防潮ゲート閉止 (遠隔閉止) 1サ)

現
地

直 防
下潮
清ゲ
掃 I

時 ト

潜水作業員退避 1分

清掃イ乍柔甲もグートから遠

(離れた場所に行くことはなく、

デート直近に設置する仮設勇
li文譜布謝ュヽらi艮絆する̂

防潮ゲート落下防止処置
(休止ピン、ストッパー)の解除

1う)

防潮ゲート閉止 (遠隔閉止) 1分
j万

賢呈
の

クレーン(こよる防潮ゲート据付け・閉止 11分

アート設置時の冥績から10

倉以内で据付け可能
デート降下距離12m、 クレー

ン巻上フック速度約10m/分
とィ〕,ノ介ナ言平イ而
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補足資料 10

輸送物及び輸送車両の漂流物評価について
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燃料等輸送船による輸送時の、陸側にある輸送物及び輸送車両の漂流物評価について以

下の通り示す。

1.浮力に対する評価

(1)燃料輸送

①使用済燃料輸送容器

高浜発電所において使用する使用済燃料輸送容器であるNFT-14P型 を評価

対象とし、図 1の ように寸法を設定した。表 1に輸送容器総重量を示す。

「

L

震
震
∞
ω
や
い
ｅ

←
/

995倒m 4315m蘭 940111a

緩衝体

本体胴部分

・本体胴部分の外径については、保守的にフィンの外径値を使用 している

。緩衝体については中央に穴が開いた形状をしているが、保守的に円柱とする

。架台 (10.Ot以下)については体積に含まない

図 1 体積計算に用いた使用済燃料輸送容器の模式図

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 l

震
冨
〇
〇
Ｏ
Ｎ
ｅ

I_
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表 1 輸送容器総重量

輸送容器各部名称 重 量 (tD

A.本  体

B.蓋

C.バスケット

D.緩 衝 体

① 上部緩衝体 (近接防止金網を含む)

② 下部緩衝体 (近接防止金網を含む)

82.2以 下

5,3以下

6.7以下

3.5以下

3.5以下

輸送容器総重量

A tt B tt C tt D 101.2以 下

a.評価結果

(a)重量

表 1 輸送容器総重量 (101.2tつ より、保守的に 100 tfと 設定。

(b)体積

y=琴 .D2.ん

(2.600)2,(0,995)十
1:・

(2,498)2,(4,315)+琴 ・(2.600)2.(0,940)
π

4

=31.421[m3]

(c)浮力

p・ V=1.03※ ×31.421=32.4[t](小 数点第 2位切 り上げ)

※ :海水の比重を 1.03t/m3と した

(a)重量>(c)浮 力より、使用済燃料輸送容器は、漂流物 とはならない∩
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②使用済燃料輸送車両

使用済燃料輸送容器の輸送に使用する多軸自走車 (150t積載)を評価対象とする。

体積については、図 2のように使用済燃料輸送車両を構成する部位を9つに分割し

て体積を求め、これらの積算により算出した。

13.メ ィi/フ ♭ ム 熟

図
巨

■|キヤビン

4内部梁
/

0天板

0タイヤ アアーム o:ターンテープル
2エンジン部

図2 体積計算に用いた使用済燃料輸送車両の模式図

醒田ll剛

-0然
半導タンク

■
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a。 評価結果

(a)重量

車両重量 :38.8 tf(使用する車両の諸元値を使用)よ り保守的に 33 tfと 設定。

(b)体積

(c)浮力

ρ・V=1.03※ X28.526=29,4[t](小数点第 2位切 り上げ)

※ :海水の比重を 1.03t/m3と した

(a)重量>(c)浮 力よ り、使用 車両は、漂流物 とはな らテょ`いハ

No 部位名 L[m] W[m] H[m] 数 量 体積[m3] 備   考

③ キャビン 1530 3190 1440 1 7028

② エンジン部 1510 3190 1440 1 6936

Э メインフレーム 8905 0220 0525 2 2057

④ 内部梁 (シ ャーシ) 1070 2750 0310 6 1602

左記のL,Wの寸法は最大寸法を記載。

体積は、内部梁の詳細図から、以下の計

算式により求めた。

((107× 068+(1,07+024)X045X05-

0 4552x π))× 2+049× 024)× 031× 6

Э 天板 (シ ャーシ) 8905 3190 0010 1 0284

⑥ ターンテーブル φO,9 0210 12 1603 円柱

⑦ アーム 1020 0870 0240 12 2556

③ タイヤ 0240 φO,825 48 6158

③ 燃料タンク 300ゼ 0300

合 計 28526
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(2)LLW輸送

①LLW輸送容器

LLW輸送に使用するLLW-2型 輸送容器を評価対象とし、図 3の ように上部隅

金具、下部隅金具を含めた最大寸法にて寸法を設定した。表 2に輸送容器重量を示

す。

1600mm

図 3 体積計算に用いたLLW輸送容器の模式図

表 2 LLW輸送容器質量及び寸法

主要寸法

(長 さ)約 3.2m

(幅 )約 1.6m

(高 さ)約 1.lm

輸送容器重量 約 1.2tf(空 重量 )

Ｆ
日
〇
い
〇
瀾

Ｆ

一

点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。
I_
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a.評価結果

(a)重量

表 2よ り、 1.2 tfと 設定。

(b)体積

7=3.2× 生6Xl.生

=5.632[m3]

(c)浮力

ρ・V=1.03※ x5,632=5.9h](小数′点第 2位切 り上げ)

※ :海水の比重を 1.03t/m3と した

LLW輸送容器単体では (a)重量<(c 浮力とかるが、LLW輸法車両に固縛 し

ているため、 とはからないハ
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②LLW輸送車両

LLW輸送容器の輸送に使用するトラックを評価封象とする。体積については、図

4の ようにLLW輸送車両を構成する部位を9つに分割して体積を求め、これらの積

算により算出した。なお、キャビンについては、窓を開ける運用とし、気密性がない

ため体積には加えない。

諄

Fi生Ⅲ■と
'_二

Ⅲ Ⅲ=
に,,~'  _   _Ⅲ とヽ !::ツ タ  ユ」■_._

fiァ ′ ,lH
lJ■!n l● ウ■_

11 「 支 ″  !
⑦⑥

③

V

L

② _士 :Ⅲ  l 14ユ .

と 登4J lどコ_ ,,
生 | ■ ||| 十

十 141■ i

Ⅲ 上ご
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フ  i
'● こ ■ ガ ‐ 上

■二 |!二 Fi
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十 二t.・ ュ  ''■  'i '■」′ !工 Iギ■工′二
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①車体、②シャーシ (連結部)、 ③シャーシ (上部。下部)、 ④タンク1、 ⑤タンク2、 ⑥

排気シス>ム 、⑦バッ冴リー、③工具箱、⑨タイヤ

図4 体積計算に用いたLLW輸送車両の模式図
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a.評価結果

(a)重量

車両重量 :10.8 tf(使 用する車両の諸元値を使用 )

(b)体積

※小数′煮第 4位切 り上げ

(c)浮力

p

※

V=1.03※ ×8.549=8.9[t](小数点第 2位切 り上げ)

海水の比重を 1.03t/m3と した

(a)重量>(c)浮 力より、LLW輸送車両は、漂流物とはならない。

No. L[m] W[m] H[m] 個数 体積 [m3]※ 備考

①
(上底)0.875

2.400 0。759 1 2.019
(下底)1.341

② 0.221 2.493 0.034 1 0.019

③

9.450 2.400 0。 100 1

2.8599。450 0.047 0.600 2

0.040 2.400 0.600 1

④ 0,234 0.587 0.528 1 0.073

⑤ 0。938 0.700 0.584 2 0。 763

⑥ 0.996 0.820 0.615 1 0.503

⑦ 0.671 0。700 0.198 1 0.093

③

0.984 0.493 0.001 2

0,0030.984 0.447 0.001 2

0.498 0,447 0.001 2

⑨ φO.861 0。293 φO.861 13 2.217

合計 8.549
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(3)輸送容器を積載 した状態での LLW輸送車両に関しての影響評価について

LLW輸送車両は漂流物とはならないが、これに、最も浮力が大きくなる LLW輸送

容器の空容器を 2個積載 した場合、車両総重量 (約 13.2tOに対し、浮力 (約 20.7t0

の方が大きい。また、廃棄体を収納した LLW輸送容器をLLW輸送車両へ積載 した場

合においても、車両総重量に対 し浮力のほうが大きくなることが否定できない。

このため、LLW輸送容器を LLW輸送車両に固縛 し、浮力を上回るようウェイ トを

積載する対策※1を実施することで、漂流物とはしない方針とする。

なお、LLW輸送車両への LLW輸送容器の固縛については、LLW輸送容器を LLW

輸送車両の固縛装置により行 う (図 5参照)。 また、固縛装置については、固縛装置は

車両固縛部等によりLLW輸送車両に固縛 し、LLW輸送容器は固縛装置のツイス トロ

ックで固縛装置に固縛する。

※1:あ らかじめ浮力を上回るようウェイ トを積載 した LLW輸送車両を使用する。

※ウエイ トの積載はイメージ

図 5 LLW輸送容器等の積載 。固縛方法

→

ウェイト
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2.滑動に対する評価

(1)評価内容

燃料等輸送容器及び車両については、漂流物評価フロー結果が「A」 となるが、発電

所敷地内の設備であることから、滑動影響の検討を行つた。

津波による滑動は、津波襲来直後の波力 (衝撃力)に よる滑動と、その後の定常的な

流速に対する滑動を評価する。波力による滑動は、ある程度発生する可能性はあるが、

津波防護施設 との離隔や高低差が十分あるため、津波防護施設への衝突に至ることは

ない。

また、定常な流速による滑動を評価 した。滑動する可能性を検討する上で用いる流速

は、物揚岸壁が放水口側に位置することから放水日前面の最大流速 (1.lm/s)と する。

また、評価にあたつては、「港湾の施設の技術上の基準 。同解説 (日 本港湾協会、平成

19年 7月 )」 に準じて、イスバッシュ式を用いた。この式は米国の海岸工学研究センタ

ーが潮流による洗堀を防止するための捨て石質量として示 したものであり、水に対す

る被覆材の安定質量を求めるものであることから、津波襲来時における対象物の滑動

可能性評価に適用可能であると考える。イスバッシュ式の定数はマウン ド被覆材が露

出した状態に相当する0.86と する。

「港湾の施設の技術上の基準 。同解説 (日 本港湾協会、平成 19年 7月 )」 のイスバ ッシュ式

ν α =

Ar, 捨石等の安定質量(0

ρT 捨石等の密度他/m3)

y。  捨石等の上面における水の流れの速度(m/s)

」 重力加速度(m/s2)

ノ, イスバッシュ(Isbash)の定数

(埋め込まれた石は 1。 2、 露出した石は 0.86)

昇  捨石等の水に対する比重

θ 水路床の軸方向の斜面の勾配ぐ )

イスバッシュ式をもとに、対象物が水の流れによつて動かない最大流速 (以下、「安

定流速」とい う。)を算出し、津波シミュレーションによる流速が安定流速以下である

ことを確認する。津波シミュレーションによる流速が安定流速を上回る場合には、上回

る継続時間を確認 し滑動の移動距離を評価することを検討 した。安定流速は以下の式

により算出される。
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481r♂ 3(ノ
,)6(昇

_1)3(Gosθ ―St■θ)3
〔ヂ,s=

ν

πρr

輸送車両等の質量①

安定流速 (m/s)〔ナ,s

イスバ ッシュ式に対 して以下のパラメータを考慮 して評価を実施 した。評価結果は

以下の表の通 り、安定流速が津波流速を上回る結果となった。

※LLW輸送容器は輸送車両に固縛するため、滑動しない。イスバッシュ式より、重量が小

さいほど安定流速は小さくなるため、輸送容器積載時の評価は包含されている。

(2)結論

輸送物及び輸送車両の滑動による影響は以下の通りとなる。

・津波波力による滑動距離は、物揚岸壁から津波防護施設までの距離を考慮する

と十分小さいと考えられる。 (物揚岸壁～津波防護施設 :約 300m(図 6)

。物揚岸壁の高さQR+2.Om)は 敷地高さα!ユ+3.5m)と 比べて低いことから、滑動

によつて、敷地高さに至ることは考え難い。

。物揚岸壁から湾内に落下した場合は沈降すると考えられる。

・定常な流速条件での滑動性は、イスバッシュ式を用いて、対象物が水の流れに

よつて動かない最大流速 (安定流速)と 放水日前面の最大流速を比較 した結

果、燃料輸送容器及び車両並びにLLW輸 送容器及び車両は滑動 しない

単位
燃料

輸送容器

燃料

輸送車両

LLW

輸送車両※

備考

ν t 67.6 3.6 1.9

ρr t/m3 7.8 7.8 7.8 車両(炭素銅)の密度 :7.8t/m3

θ コn/s2 9.80665 9.80665 9.80665 機械工学便覧参照

ノ, 0.86 0.86 0。86 露出した石のパラメータを使用

与 7.57 7.57 7.57
車両(炭素鋼)の密度 :7.8t/m3

海水の密度 :1.013t/m3

θ 0 0 0
平坦若 しくはのば り勾配であるこ

とから保守的イこO° とする。

〔ナ,s コn/s 10.8 2.6 2.8
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防潮,罪

物揚津壁

放水園側防潮堤

凡,疇 (執鰻1よ取地高さ)

“
― 津波対策

T.P.→ 4,Om

約3

図 6 物揚岸壁から津波防護施設までの距離
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3.輸送物及び輸送車両の退避に対する評価

燃料等輸送船による輸送時の、陸側にある輸送物及び輸送車両は原則として、当社

敷地内の津波が到達しない場所へ退避する。図 7に警報が発表されない津波襲来時の

陸側にある輸送物の退避の考え方を示す。

津居山の潮位変化を検知すると中央制御室に情報が伝達され、その後現場作業員に

伝達される。高浜発電所への津波の到達は、津居山への津波到達後約 12分である。

燃料輸送車両は、津居山に津波が到達してから退避まで 12分以上の時間が必要と

なるため、作業員のみ退避する。なお、燃料の輸送容器 (約 100tf:空状態)及び輸

送車両 (約 38tつ は重量物であり、津波を受けても漂流物とはならない (輸送容器の

浮力は 32.4t良 輸送車両の浮力は 29。 4tO。

LLW輸送車両は、輸送物の吊り上げ作業中でも津居山に津波が到達してから約 11

分以内に退避が完了することから、津波到達よりも早く退避が可能である。なお、

LLWの輸送容器 (約 1.2tf:空 状態)は LLW輸送車両に固縛されており、LLW輸送

容器が固縛された輸送車両 (約 13.2tつ はウェイ トを積載する対策により、津波を受

けても漂流物とはならない。図 8に輸送車両等の退避時間を示す。
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燃
料
輸
送

退避時間約 10分

海底地すべり津波発生

構外潮位計 (津居出)により津波検知
(約 4分 )

中央制イ缶,室より連絡

(約 1分 )

退避準備 (安全対策 )

(約 2分 )

作業員のみ退避
(約 3分)

Ｌ

Ｌ

ｗ
輸

送

No

Yes

退避時間約 二上分

海底地すべり澤波発生

構外潮位計 (津居山)により津波本父矢日

(約 4分)

中央制御室より連絡

(約 1分 )

上げ作業中か

吊

荷役作業実施

(積付・固縛 )

(約 2分 )

輸送容器・輸送車両退避

(約 4分)

輸送容器・輸送車両退避

(約 4分)

退避時間約 9分

図 7 陸側にある輸送物の退避の考え方
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燃
料
輸
送

時
系
列

津居山
津波到達

中央制御
室で検知

作業員  作業員
へ連絡 退避開始

作業員

退避完 了

基準津波3
到達

基準津波4
到連

0分

(約31分 /
約24分 )

約4分  約5分   約7分
(約35分/(約36分 /(約38分 /
約28分 )約 29分 )約 31分 )

約10分

(約 41分 /
約34分 )

輸
送
車
両

退避率1礁

(安全対策 )

1擢羮置露蹴
せ引こ

i

退
避
ル
ー
ト

、＼とラ4i/→
==%/恭

了ノ′″,I

サ
…

選難ルート

場督岸敗
T,P,■20m

取水協防霜ゲート
■,P,■ a.5m

放水口偶防溝礎
T'.+8.Ofれ

ittIS.3Π l

凡
"1(叡

f百は数蛙高さ)

…

L攀

岸波筋護鹿設

O分

(約31分/約 24分 )

津波津居曲コj達後の経過時間
海底地すべり発生後の経過時間(基準津波3)/海底地すべり発生後の経過時間(基準津波4)

図 8(1/2)津波襲来と退避時間 (輸送車両等)
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約
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検
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中
室

▼
期
▼
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〕▼ ▼

→

輸
送
車
両

器容

・

送

付

縛

綸

積

回

退 避

※
退
避
ル
ー
ト

…

選獲筐ルート

範とB薄雲

取水瞭訪澪井 ト

散水田毎「ら溺l足

…

l ip.+ish  l

EI謝い雪 富鱒 _翻

…… 諄滅靭艤輯

経過時間については、

0分    :津 居山到達後の経過時間

(約 31分/約 24分 ):海 底地すべり発生後の経過時間 (基準津波3)/海底地すべり発生後の経過時間 (基 準津波4)

※1退避ルー トの距離は約 800mであり、車両走行速度 10km/h(167m/min)と して

も、約 4分間で車両の退避は十分可能である。

図 8(2/2)津波襲来と退避時間 (輸送車両等)
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(参考)

基準津波 1及び 2に対する輸送物及び輸送車両の退避

参考図 1に警報が発表される場合 (既許可の基準津波 1、 2)の陸側にある輸送物の

退避の考え方を、参考図 2に輸送車両等の退避時間を示す。

地震発生後、津波警報等が発表されると中央制御室の当直課長より周知 (ページン

グ)さ れ、原子燃料課長又は放射線管理課長から陸側作業員へ退避連絡を行 う。高浜

発電所への津波の到達は、基準津波 1よ りも基準津波 2が早く、地震発生後約 10分

である。

燃料輸送車両は、輸送物の吊り上げ作業中でも地震発生後約 9分以内に輸送車両の

みと作業員を含めて退避することから、退避ルー トが健全であり、かつ輸送車両が走

行可能であれば、津波到達よりも早く退避が可能である。退避ルー トが健全ではな

い、又は輸送車両が走行不可の場合は、輸送物の吊り上げ作業中でも地震発生後約 6

分以内に作業員のみ退避することから、津波到達よりも早く退避が可能である。な

お、輸送車両および輸送容器は退避不可の場合でも漂流物 とはならない。

LLW輸送車両は、輸送物の吊り上げ作業中でも地震発生後約 9分以内に輸送容器

と輸送車両を含めて退避することから、退避ルー トが健全であり、かつ輸送車両が走

行可能であれば、津波到達よりも早く退避が可能である。退避ルー トが健全ではな

い、又は輸送車両が走行不可の場合は、輸送物の吊り上げ作業中でも輸送容器を輸送

車両に固縛 した後、地震発生後約 8分以内に作業員のみ退避することから、津波到達

よりも早く退避が可能である。なお、輸送車両および輸送容器は退避不可の場合でも

漂流物とはならない。
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燃
料
輸
送

確部場所 確認内容

車両全般
・描造部のす員傷
。き裂 `変形・油漏れ

走行装置 ウイヤのアヾシクの有無

原動機 エシジシが始動するか

制動装置
ブレーキベ

'ル

の踏み
しるの確認

表 地震時の輸送車両の確認項目

Yes

×1退週ルートの健全性確認
>車面の通行の支障となり得る

3cmを超える段差等が発生

しないことを確認

>誘導員 fよ車面の通行司否を

岸壁の中F業責任者へ携需す

る通信連絡設備により報告

No
遺避時間 約 26分 避難崎r習】約 6分 ※2澤波襲来迄の余裕時P口弓

津波番報は第一波の到違予想

時刻情報が含まれるため、原子

燃料課長は津波襲来迄に余裕

が有るかを判断し、その余俗に

応して車両等を退避させる

Yes

や二Jt惧涯

'てとない場合

,両た,は

選避て
=る

場合

退逸崎簡 喜935分   遺連時間 約 9分 退逆
'毒

閣 約 6分  退選驚間 約 二5分  退建時r配 約 6分  週遺時間 約 9分

地震発生

津波撥報等発表
(約 3分 )

遁よ壁,レ ート
が健全か×1

輸芸夭物の吊り
上げ作業中か

余裕 l〕塙 るか

※ 2'a送

草面が

走行可能か

荷役作業実施 (1葺 付 )

(約 20分】津波警報等発表
(みu3分 )

作業員のみ選避

(浄豊3分 )

作業員のみ退避

(約 3分 )

0自送物の吊り

上げ作業中か

荷役作業(匿 l

籍)が必要か ?

※ 2
余裕がた]るか余裕痛 るか

※ 2
余裕′,t有るか

※ 2

荷役作業実施 (積付 固縛)

(約 20分 ■衛 6分 )

衛役作業実施 (固 籍 )

(急与6分 )

※ 3作業員のみ退避

可能な範囲で安全対策を行う

No No

Yes

4働送車両退避
(約 6分 )

輸送容器 軍ヽS速草面退避
(患96分 ) 3

輸送容器 輸送車両退還
(患96分 )

Ｌ
Ｌ
ｗ
輸
送

地震発生

No

※1退避ルートの健全性確認につして
>車両の通行の支障となり得る10 cmを超える段差

等が発生しないことを確認
>誘導員(よ車両の通行可否を岸壁の作業責任者ヘ

携帯する通信連絡設備により報告

※2表 地震時の輸送車両の確認I磨Iロ

Yes

確認場所 確器内容

軍面全般
・構造部の損傷・き裂・変形

・油漏れ

走行装 置 ・タイヤのプヾシクの有無

原動機 エシジシが始動するか

制動装置 ブレーキペ′ア)レの踏みしろの確認Yes

No

Yes
Yes

遅避時間約 9分   退避時間約 7分   還避
'き

F翻約 8分   退避時間約 6分

退避ルートが健

全か※ 1

輸送車両が走

行可能か※2

津波整報等発表

(約 3分 )

′
=波

警報等発表

(約 3分 )

やす會送容器の吊

り上げ作業中か
9ヽ送容器の吊り

上げ作業中か

荷役作業実施

(積付・固籍 )

(約 2分 )

荷役作業実施

(積付・固縛 )

(約 2分 )

熱送容器・輸送車両退避
(お,4分 )

幸l命送容器,奪a送車両退遺
(4u4分 )

作業員のみ退遵
(約 3分 )

作業員のみ退避

(約 3分 )

参考図 1 陸側にある輸送物の退避の考え方 (基準津波 1,2)
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両

了
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避

輸

退始開避退

約29分 約35分

輸
送
車
両

（連
携
）

情
報
収
集

輸送容器

積付・固縛

基
準
津
波
２
の
場
合

時
系
列

両

了

車

完

送

避

輸

退

等報

始

警

開

波

避

津

退

震

生

地

発

0分  約3分   約9分

基準津波2
到連 (約 10分 )

輸
送
車
両

退避
（連
携
）

情
報
収
集

退
避
ル
ー
ト

辛
ふ本

とフ
ヽ―

避霊ルート

鞠璃洋盛

取な協協■,一 卜
r.P,+o,5m

旗水口傷防B4
T,P,■ 8.Oni

一

陵!弾 癌

※1地震発生の 3分後 (気象庁 HPに記載の発表目標時間)に津波警報が発表

※2退避ルー トの距離は約 300mであり、車両走行速度 3km/h(50m/min)と しても、約

6分間で車両の退避は十分可能である。

参考図 2(1/3)津波襲来と退避時間 (輸送車両等)(基準津波 1,2)
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避

輸

退

0分 約3分   約9分   約 15分

始

為
始

等

開

報
備

警

準
波
避

津

退
震

生

地

発

輸
送
車
両

（連
携
）

情
報
収
集

輸送容器

固縛

基
準
津
波
２
の
場
合

時
系
列

基準津波2
到達 (約 10分 )

両

了

車

完

送

避

輸

退
壼員業作

等報

始

警

開

波

避

津

退
了

0分 約3分 約6分 約9

発 生

輸
送
車
両

能

せ

可
避‐ま、規攀的

（連
携
）

情
報
収
集

※

退
避
ル
ー
ト

…

避難ルート

衛爆岸鷲
r'.+2.Om

取水協筋窺ゲート
T,P,48.5m

旗水口寄崎調爆
IP=+8.Oni

凡樹 (政機は類地高さ)

を弾 下1

※1地震発生の 3分後 (気象庁 HPに記載の発表 目標時間)に津波警報が発表

※2退避ルー トの距離は約 300mで あり、車両走行速度 3km/h(50m/min)と しても、約

6分間で車両の退避は十分可能である。

参考図 2(2/3)津波襲来と退避時間 (輸送車両等)(基準津波 1,2)
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器
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時
系
列

両

了騨
勝
▼

輸

退
ム
ロ開避

▼
離辮▼

螺
姓
▼

|

0分  約3分 約5分  約9分
|

→

輸
送
車
両

（連
携
）

情
報
収
集 退 避

輸送容器
積付・固縛

※ 2

退
避
ル
ー
ト

▼ アウ 鶏
`｀

‐

い一̈
中

ィア
===う

'

憩

獅

鰐

ト

翻

，

―
,建盛ルート

取水路防翻ケート
T,P,■ 8.S射

倣水a韓防調建

※1地震発生の 3分後 (気象庁 HPに記載の発表目標時間)に津波警報が発表

※2退避ルー トの距離は約 300mで あり、車両走行速度 10km/h(167m/min)と して

も、約 4分間で車両の退避は十分可能である。

参考図 2(3/3)津波襲来と退避時間 (輸送車両等)(基準津波 1,2)
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補足資料 11

一般車両の退避運用の検討状況について
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放水口側防潮堤より外側の物揚岸壁においては、燃料等輸送作業時におい

て、燃料輸送車両及び LLW輸送車両が存在するため、これに対して、漂流物と

なりえるかを評価し、漂流物とならないこと、また津波波力及び滑動により、

津波防護施設へ衝突しないことを確認している。また、さらなる安全性確保の

ため、津居山の潮位計にてプラント影響の可能性のある津波を検知した場合

は、可能な範囲で退避する運用としている。

これに倣い、放水口側に駐停車されている一般車両についても、そのモバイ

ル性を活用することで、津波時における漂流物を可能な限り低減することの検

討を行つた。図 1に 、警報が発表されない津波襲来時の一般車両の退避の考え

方を示す。

なお、放水口側の一般車両については、津波の流況及び地形並びに車両位置

と津波防護施設との位置関係を踏まえ、津波防護施設への影響を確認し、必要

に応じ、当社敷地内の津波が到達しない場所へ退避する運用を定めることによ

り、津波防護施設に影響を及ぼさない方針とすることから、以下に記載する退

避運用の必要性及び成立性については、後段規制において、詳細を確認するこ

ととする。

津居山の潮位変化を検知すると中央制御室に情報が伝達され、その後運転手

に伝達される。高浜発電所への津波の到達は、津居山への津波到達後約 12分

である。

一般車両は、津居山に津波が到達 してか ら約 9分で退避が完了することか

ら、津波到達よりも早 く退避が可能である。なお、基準津波 3については津波

の第 1波到達後から、物揚岸壁の敷地高さ T.P.+2.Omに 津波が遡上するまで、

さらに約 9分あることを確認 している。

なお、津居山の潮位計が欠測 した場合は、潮位変化検知時と同様に車両は退

避することで構外検知との同等性を担保できると考える。

図 2に一般車両の退避時間を示す。
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津居山津波到達

中央制御室で津波検知
(約 4分 )

中央制御室より連絡
(約 二分)

一般車両退避開始
(約二分)

一般車両恨器完了
(～約3分)

図 1 -般車両の退避の考え方
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両

移 動

tヽずれかの近い場所に退避
③′③′④ :高台
② :放水園側防潮堤内側

退避

滓波遡生までlよ
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米
退
避
ル
ー
ト

五

＼ⅢⅢケテ:´井・ ▼・(‐
サ″

|

アヽ

Ⅲ

取承路防剰ゲート

子.P,■ 8.5m

●
:退避ルートのうち、遡上波が到達しないと評価される位置 :  ｀

 ヽ ′
退避後の車両位置

伸 退避ヂ♭―ト

Tp Ⅲ2.Or,れ

放永園何防潮埋
T,P,■ 8。 Cnれ
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T,p.tS.Sm

r.'.ゃ 40碑 i

,P.衰 苺′,議胞検

経過時間につして Iよ、
0分    :澤 居山至む達後の経過埼 Pa弓

(約 3とう)/約24分):海底地すべり発生後の経過時間(基準澤波3)/海底地すべ
',発

生後う経過時 Fe弓 (基準滓波4)

※1・ 車両は主にA,B,Cの エリアに駐車しており、エリアAの車両は①に、エリアBの車両は②に、エリア

Cの車両は③Or④に退避する。
・駐車台数が最も多いエリアBでは、車両台数を駐車スペース最大の約30台 と想定。退避開始後、3秒

毎に各車両が出発したとすると約 2分で全車両の出発が完了する。さらに最後に出発した車両もゲー

トから②のエリアまでの距離が約 300mで あり、車両走行速度30km/h(500m/min)を 考慮すると、約 1

分で到達できるため3分以内での車両の退避は十分可能である。なお、実測を行い、3分弱で退避可能

であることを確認している。

図2 津波襲来と退避時間 (基準津波3,4)
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(参考 )

基準津波 1及び基準津波 2に対する退避検討

基準津波 1及び基準津波2に対しても同様に退避の可否について以下の通り

検討を行つた。参考図 1に 、津波襲来時の一般車両の退避の考え方を示す。

(¬ )基準津波 1への対応

基準津波 1は若狭海丘列付近断層を震源とした地震と隠岐 トラフ海底

地すべ りの組合せにより生 じる津波であり、地震発生後、約 3分後に津

波警報が中央制御室に FAX等で伝達され、その後、中央制御室から運転

手に伝達される。地震発生から津波の襲来までは約 43分間ある。

一般車両は、地震発生か ら約 8分で退避が完了することから、津波到

達よりも早 く退避が可能である。なお、基準津波 1の波源 (若狭海丘列

付近断層)による地震については、作用する地震力が小さいことから、

退避ルー トヘの影響はない。

(2)基準津波 2への対応

基準津波 2は、FO―A～ FO―B～熊川断層を震源とした地震と陸上地すべ

りの組合せにより生じる津波であり、地震発生から津波の襲来までは約

10分ある。FO―A～ FO―B～熊川断層を震源とした地震が作用した場合、放

水口付近は液状化に伴い地盤沈下する可能性があることから、車両の退

避は実施せずに、運転手のみ退避を実施する。

なお、津波防護施設前面は、地盤沈下後の敷地高さがT.P.+3.Om以 上

あり、放水口前面津波高さ (T.P.+2.8m)に 対して敷地高さが大きいこ

とから、一般車両は津波防護施設に対する漂流物とならない (参考図

2)。

参考図 3に一般車両及び運転手の退避時間を示す。
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地震発生

地震加速度高により
原子炉トリップ※1

大津波警報発表
(約 3分 )

津波警報等発表
(約 3分 )

中央制御室より連絡
(約 ■分)

中央制御室より連絡
(約 1分)

一般車両退避開始
(約 ■分)

一般車両退避完了
(～約3分 )

運転手のみ退避※2

(約 3分 )

※ 1

※2

Yes

No

昼拳津波■(～約8分)昼準津波2(約フ分)

中央制御室に「水平地震大 トリップ」or「鉛直地震大 トリップ 」警報発信。

基準津波 2発生時は退避ルー トが健全でない可能性があるため、運転手の

み退避。

参考図 1 -般車両の退避の考え方

A

放水口側防潮堤

(杭基礎形式部)

8

放水目側防潮堤

(地盤改良部)

参考図 2 放水口側の地盤沈下量 (FO―A～ FO―B～ 熊川断層 )

導  (― ★

―

】辞敷地◇

敷地③

B
敷

'也

i必  趨

位置 地盤沈下量

致地③ 0,17m

敷地② 0.26鵬

敷地③ Q.29m
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運
転
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放水口傷防鶏堤
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T,.キ 4.Om

退
避
ル
ー
ト

退迎 レートのうち、遡上波脚 達しないと評価される位置 r
′
,時
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「 :退週後の車両位置

参考図3 津波襲来と退避時間 (基準津波 1,2)
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男町坊ミ2

高浜 1号炉、 2号炉、 3号炉及び 4号炉

技術的能力説明資料

津波による損傷の防止



第 5条 津波防護 (1号炉及び 2号炉)

設計に関す る事項

中 :運用に関する事項

■ユ+2.4m
(■ユ+26m)※ 1

■ユ+65m
(■R+67m)※ !

(■R-23m)※ 2

TR-22m

海水ポンプ室

放水路奥

海水ポンプ室

入力津波高さ

水位

上昇側

龍脚

潮位計

津波襲来時の監視

敷地特性に応じた

津波監視設備の設置

津波監視カメラ

による

構外でプラン ト影響の可

能性がある津波を検知 し

た場合※う、津波監視カメラ

外郭防護及び内郭防護の

確実な機能維持確保のため
の津波挙動の把握

放水日側

防潮堤及

び防潮扉

取水路

防潮ゲー ト

燃料等輸送

船の緊急退

漂流物に対する

取水対策

入力津波に対 し、設置高さが高い設備及び

区画
・燃料油貯油そ う

砂移動に対する

取水対策

構外でプラン ト影響
の可能性がある津波

を検知 した場合※5、

構内の 一般車両の退

避

海水ポンプ室

(海水ポンプの取水性 )

非常用海水冷去,系 の取水性、
津波の二次的な影響による

非常用海水冷却系の機能維持

水位変動に伴う取水性低下による重

要

水位低下に対する

取水対策

新たな防護対策が不要な建屋及び区画

構外でブラン ト影響のある

津波を検知 し※4、 構内潮位計

2台が 10分以内に05m以
上変動 した場合防潮ゲー ト

閉止

潮位計

構外でプラン ト影響の可能

性がある津波を検知 した場

合※う、防潮ゲー ト保守作業の

中断

原子炉格納施設、原子炉補
助建屋 (補助建屋、燃料取
扱建屋、制御建屋、中間建
屋及びディーゼル建屋)、 燃

料油貯油そう、復水タンク、
海水ポンプエリア

敷地の地形・施設の配置等の把握
敷地周辺の遡上 。浸水域の確認

入力津波の設定

通常の潮汐 とは異なる潮位変

動※3把握時の循環水ポンプ停
止 (プ ラン ト停止)後 、防潮ゲ
ー ト閉止

浸水防護重点化範囲の設定

海水ポンプ室浸水防止蓋

循環水ポンプ室浸水防止蓋

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び
区画のうち新たな防護対策が必要な建屋及び区画の設定

重要な安全機能を有する施設の隔離

構外でプラン ト影響の可能

性がある津波 を検知 した場

合※5、 防潮ゲー ト落下機構の

確認

重要な安全機能を有する施設は、施設の供用期間中に極めてまれであるが発生する可
能性があり、施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波 (以下「基準津波」という。)

に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

重要な安全施設に大きな影響を及ばすおそれがある津波 (基準津波)に対して安全機
能が損なわれるおそれがない設計とする。

1号及び 2号

炉放水ピット

止水板

屋外排水路

逆流防止設備

漏水可能性の

検討

漏水対策

海水ポンプ室浸水防止蓋

循環水ポンプ室浸水防止蓋

漏水による重要な安全機能への

影響防止 (外郭防護2)

防潮扉

防潮扉閉止

取・放水路等の経路
からの津波の流入

放水日側防潮堤

敷地への浸水防止

1

水対策流入経路の
遡上波の到達及び

遡上波の地上部
からの到達、流入

原子炉格納施設、原子炉補助建屋 (補助建
屋、燃料取扱建屋、制御建屋、中間建屋及
びディーゼル建屋)、 燃料油貯油そう、復水

ン

取水路防潮ゲー ト

大津波警報発表時の循環水
ポンプ停止 (プ ラン ト停止)

後、防潮ゲー ト閉止

新たな防護対策が必要な建屋及び区画
・原子炉格納施設
。原子炉補助建屋 (補助建屋、燃料取扱建屋、
中間建屋及びディーゼル建屋)

。海水ポンプエリア
・復水タンク

制御建屋、

`ま

バラツキを した入力津波」 ツ 耐震 Sク ラス設備、重要度分類クラス 1, 2

OK

入力津波の決定 1継統的に (系統・機器)及び建
屋 ,構造物の追設、改造、移設

1時の津波防護対策の実施

※ 2

※ 3

として、①潮位のバラツキ (015m)、 ②入力津波の数値計算
上のバラツキ、を考慮し安仝側に数値を切り上げた値である。
()内 は「バラツキを考慮した入力津波Jであり、バラツキ
として、①潮位のバラツキ (017m)、 ②入力津波の数値計算
上のバラツキ、を考慮し安全側に数値を切り下げた値である。
潮位計のうち、2台の観測潮位が 10分以内に05m以上下降

(ま たは上昇)し 、その後、最低潮位から10分 以内に 0511a

以上上昇 (ま たは下降)すること
津居山で 10分以内に 10m上昇 (下降)を検知した場合
津居山で 10分 以内に05m上昇 (下降)を検知した場合

ガイ ド評価

※4

※ 5

評価 OK

評価 OK
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設計基準運用対策

運用対策等

(土木建築課及び保修課の補修を行う者)

・点検
・故障時の補修

・補修に係る教育

(土木建築課及び保修課の補修を行 う者 )

・点検
・故障時の補修

・補修に係る教育

・発電室による中央制御室における閉止状態監視 (手順整備含む)

(防潮扉の開閉を行 う者、土木建築課及び保修口果の補修を行 う者 )

・点検
・故障時の補修
。補修に係る教育

(土木建築課及び保修課の補修を行 う者 )

。点検
。故障時の補修

・補修に係る教育

(土木建築課及び保修課の補修を行 う者 )

。点検
・故障時の補修

・補修に係る教育

区分

運用

体制

保守 。点検

教育・訓練

運用

体制

保守 。点検

教育・訓練

運用

体制

保守・点検

教育・訓練

運用

体制

保守 。点検

教育・訓練

運 用

体制

保守・点検

教育・訓練

対象項目

取水路防潮ゲー ト

放水口側防潮堤

防潮扉

屋外排水路逆流防止設

備

1号及び 2号炉放水ピ

ット止水板

設置許可基準対象条文

第 5条

津波による損傷の防止

第二編 月可添外2



運用対策等

・発電室による中央制御室における閉止状態監視 (手順整備含む)

(発電室の操作を行 う者 )

・循環水ポンプ停止、取水路防潮ゲー ト閉止操作に係る教育、訓練

・津波警報発表時における荷役作業中断、陸側作業員・輸送物の退避、
船側と原子燃料課との情報連絡

(津波警報発表時における、当社原子燃料課―船社間の情報連絡体制)

(船社による保守・点検)

・輸送前の津波警報発表時における対応に係る教育、訓練

(保修課の補修を行 う者 )

・点検
・故障時の補修

・補修に係る教育

。発電室による津波襲来時の中央制御室における監視 (手順整備含む)

(発電室の監視、保修課の補修を行 う者 )

。点検
・故障時の補修
。中央制御室の監視に係る教育、訓練
・補修に係る教育
。発電室による津波襲来時の中央制御室における監視 (手順整備含む)

(発電室の監視、保修課の補修を行 う者 )

。点検
・故障時の補修
・中央制御室の監視に係る教育、訓練
・補修に係る教育

区分

運用

体制

保守 。点検

教育・訓練

運用

体制

保守 。点検

教育・訓練

運 用

体制

保守 。点検

教育・訓練

運用

体制

保守 。点検

教育・訓練

運用

体制

保守・点検

教育・訓練

対象項目

循環水ポンプ停

止、取水路防潮ゲ

ー ト閉止

燃料等輸送船の緊

急退避

海水ポンプ室浸水

防止蓋

循環水ポンプ室浸

水防止蓋

津波監視カメラ

潮位計

設置許可基準対象条文

第 5条

津波による損傷の防止

第二編 丹町添外3



運用対策等

。発電所構外において、敷地への遡上又は水位変動に伴 う取水性低下
による海水ポンプヘの影響のおそれのある潮位を観測 し、その後、潮

位計のうち、2台の観測潮位が 10分以内に O.5m以上下降すること、

又は 10分以内に O.5m以上上昇することを把握 した場合、 1～ 4号炉

循環水ポンプ停止操作 (プ ラン ト停止)並びに 1号及び 2号炉中央制

御室からの取水路防潮ゲー ト閉上の実施 (手順整備含む)

。発電所構外において、津波と想定される潮位を観沢1し た場合、ゲー

ト落下機構の確認の実施 (手順整備含む)

(発電室の操作を行 う者 )

・循環水ポンプ停止操作 (プラン ト停止)、 1号及び 2号炉中央制御室

からの取水路防潮ゲー ト閉止、ゲー ト落下機構の確認に係る教育、訓

練

・荷役中に発電所構外において、津波と想定される潮位を観沢1し た場

合、荷役作業の中断、陸側作業員の退避、輸送物の可能な範囲での退

避 とともに、係留強化する船側 との情報連絡の実施 (手順整備含む)

・荷役中以外に発電所構外にて、津波と想定される潮位を観測 した場

合、緊急離岸する船側 と退避状況に関する情報連絡の実施 (手順整備

含む)

(津波警報発表時における、当社原子燃料課一船社間の情報連絡体制)

(船社による保守・点検)

。発電所構外にて、津波と想定される潮位を観測 した場合における対
応に係る教育、訓練

区分

運用

体制

保守・点検

教育・訓練

運用

体制

保守 。点検

教育 。訓練

対象項目

発電所構外におい

て津波を観狽1した

場合の対応

発電所構外におい

て津波を観涙1した

場合の対応 (燃料

等輸送船の退避 )

設置許可基準対象条文

第 5条

津波による損傷の防止

第二編 丹町添外4



第 5条 津波防護 (3丹炉及 び 4号炉 ) 設計に関する事項

E三三正三コ:運用に関する事項

入力津波高さ

■ユ■27m
(■R+29m)顕 !

■ユ+65m
(■R+6_7m)※ i

■ユ‐22m
(■ユ‐24m)※ 2

海水ポンプ室

放水路奥

海水ポンプ室

糀鞠
水位

下降側

※ 1 は バラツキを考慮し

※ 2

※ 3

で り、バラツキ

重要度分類クラス 1, 2

入力津波の決定

言平価 OK

新たな防護対策が必要な建屋及び区画
・ 原子炉格納施設 ・原子炉補助建屋
・ 制御建屋    。中間建屋
・ 海水ポンプエリア

継続的に (系 統・機器)及び建

屋・構造物の追設、改造、移設

時の津波防護対策の実施

として、①潮位のバラツキ (015m)、 ②入力津波の数値計算
上のバラツキ、を考慮し安全側に数値を切り上げた値である。
()内は 「バラツキを考慮した入力津波」であり、バラツキ
として、①潮位のバラツキ (017m)、 ②入力津波の数値計算
上のバラツキ、を考慮し安全側に数値を切 り下げた値である。
潮位計のうち、2台の観測湖位が 10分 以内に05m以上下降
(ま たは上昇)し、その後、最低潮位から10分以内に05m

以上上昇 (ま たは下降)すること
津居山で 10分以内に 10m上昇 (下降)を検知した場合
津屋山で 10分以内に05m上昇 (下降)を検知した場合

ガイ ド評価

耐震 Sク ラス設備

※4

※ 5

除外

評価 OK

通常の潮汐 とは異なる潮位変動※8

把握時の循環水ポンプ停止 (プラン

ト停止)後、防潮ゲー ト閉止

評価 OK

潮位計

津波襲来時の

構外でプラント影響の可
能性がある津波を検知し
た場合※5、 津波監視カメラ
による監視

敷地特性に応 じた

津波監視設備の設置

津波監視カメラ

外郭防護及び内郭防護の

確実な機能維持確保のため

の津波挙動の把握

及び防潮扉

日側防潮堤

取水路

防潮ゲー ト

漂流物に対する

取水対策

燃料等輸送船の

緊急退避

入力津波に対 し、設置高さが高い設備及び

区画

砂移動に対する

取水対策

構外でプラン ト影響の

可能性がある津波 を検
知した場合※5、 構内の一

般車両の退避

海水ポンプ室

(海水ポンプの取水性 )

非常用海水冷却系の取水性、

津波の二次的な影響による

非常用海水冷却系の機能維持

水位変動に伴う取水性低下による重
要な安全機能への

水位低下に対する

取水対策

新たな防護対策が不要な建屋及び区画

構外でプラン ト影響のある津

渡を検知 し※4、 構内潮位計 2台
が 10分必内に 05m以上変動

した場合防潮ゲー ト閉止

(津波が関連する総水に対

して浸水防止不要)

原子炉格納施設、原子炉補

助建屋、制御建屋、中間建

屋、燃料油貯油そ う、復水

タンク、海水ポンプエ リア

構外でデラン ト影響の可能

性がある津波を検知 した場

合※う、防潮ゲー ト保守作業の

中断

潮位計

敷地の地形・施設の配置等の把握
敷地周辺の遡上 。浸水域の確認

入力津波の設定

浸水防護重点化範囲の設 ,こ
‐

を有する設備等を内包する建屋及び

区画のうち新たな防護対策が必要な建屋及び区画の設定

重要な安全機能

重要な安全機能を有する施設の隔離
(内 郭防護)

海水ポンプ室

浸水防止蓋

に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならなヤ

に大き
可

9

る

しと

発生すがるあ

基準津波

でれ

下

ま

(以

め て1極

津波る

に中

あ

間期

オLが

¢供用

ぼすおそ及

施設

を

は 、

な影響

る施設を有す

施設りあ

な安全機能
が

重 要

台ヒ′性

重要な安全施設に大きな影響を及ぼするそれがある津波 (基準津波)に対して安全機
能が損なわれるおそれがない設計とする。

構外でプラン ト影響の可能

性がある津波を検知 した場

合※5、 防潮ゲー ト落下機構の

確認

1号及び 2号
炉放水ピット

止水板

漏水可能

性の検討

海水ポンプ室

浸水防止蓋

漏水対策

屋外排水路

逆流防止設備

漏水による重要な安全機能への

影響防止 (外郭防護 2)

防潮扉

防潮扉閉止

取・放水路等の経路
からの津波の流入

放水口側

防潮堤

敷地への浸水防止

(外郭防護 1)

遡上波の到達及び

原子炉格納施設、原子炉補助建屋、制御
建屋、中間建屋、燃料油貯油そう、復水
タンク、海水ポンプエリア

遡上波の地上部

からの季1達、流入

取水路

防潮ゲー ト

大津波警報発令時の循環水
ポンプ停止 (プラン ト停止 )

後、防潮ゲー ト閉止
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設計基準運用対策

運用対策等

(土木建築課及び保修課の補修を行 う者 )

。点検
・故障時の補修
。補修に係る教育

(土木建築課及び保修課の補修を行 う者 )

・点検
・故障時の補修

・補修に係る教育

・ヌえ電室による中央制御室における閉上状態監視 (手順整備含む)

(防潮扉の開閉を行 う者、土木建築課及び保修課の補修を行 う者 )

。点検
・故障時の補修

・補修に係る教育

(土木建築口果及び保修 H果の補修を行 う者 )

・点検
・故障時の補修

・補修に係る教育

(土木建築課及び保修課の補修を行 う者 )

。点検
・故障時の補修

・補修に係る教育

区分

運用

体制

保守 。点検

教育 。訓練

運 用

体制

保守・点検

教育・訓練

運用

体制

保守 。点検

教育・訓練

運用

体制

保守 。点検

教育・訓練

運用

体制

保守 。点検

教育・訓練

対象項目

取水路防潮ゲー ト

放水口側防潮堤

防潮扉

屋外排水路逆流防止設

備

1号及び 2号炉放水ピ

ット止水板

設置許可基準対象条文

第 5条

津波による損傷の防止

第二編 丹町添2-6



運用対策等

。発電室による中央制御室における閉止状態監視 (手順整備含む)

(発電室の操作を行 う者 )

・循環水ポンプ停止、取水路防潮ゲー ト閉止操作に係る教育、訓練

・津波警報発表時における荷役作業中断、陸側作業員・輸送物の退避、
船側 と原子燃料課との情報連絡

(津波警報発表時における、当社原子燃料課一船社間の情報連絡体制)

(船社による保守・点検)

・輸送前の津波警報発表時における対応に係る教育、訓練

(保修課の補修を行 う者 )

。点検
・故障時の補修

・補修に係る教育

・発電室による津波襲来時の中央制御室における監視 (手順整備含む)

(発電室の監視、保修課の補修を行 う者 )

。点検
・故障時の補修
。中央制御室の監視に係る教育、訓練
・補修に係る教育

・発電室による津波襲来時の中央制御室における監視 (手順整備含む)

(発電室の監視、保修「果の補修を行 う者 )

。点検
・故障時の補修
。中央制御室の監視に係る教育、訓練
・補修に係る教育

区分

運用

体制

保守・点検

教育・訓練

運用

体制

保守 。点検

教育・訓練

運用

体制

保守 。点検

教育 。訓練

運用

体制

保守・点検

教育 。訓練

運用

体制

保守・点検

教育・訓練

対象項目

循環水ポンプ停

止、取水路防潮ゲ

ー ト閉止

燃料等輸送船の緊

急退避

海水ポンプ室浸水

防止蓋

津波監視カメラ

潮位計

設置許可基準対象条文

第 5条

津波による損傷の防止
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運用対策等

・発電所構外において、敷地への遡上又は水位変動に伴 う取水性低下
による海水ポンプヘの影響のおそれのある潮位を観淑1し 、その後、潮

位計のうち、2台の観沢1潮位が 10分以内に O.5m以上下降すること、

又は 10分以内に 0.5m以上上昇することを把握 した場合、 1～ 4号炉

循環水ポンプ停止操作 (プラン ト停止)並びに 1号及び 2号炉中央制

御室からの取水路防潮ゲー ト閉止の実施 (手順整備含む)

・発電所構外において、津波と想定される潮位を観測 した場合、ゲー

ト落下機構の確認の実施 (手順整備含む)

(発電室の操作を行 う者 )

・循環水ポンプ停止操作 (プラン ト停止)、 1号及び 2号炉中央制御室

からの取水路防潮ゲー ト閉上、ゲー ト落下機構の確認に係る教育、訓

練

・荷役中に発電所構外において、津波と想定される潮位を観沢1し た場

合、荷役作業の中断、陸側作業員の退避、輸送物の可能な範囲での退

避とともに、係留強化する船側との情報連絡の実施 (手順整備含む)

・荷役中以外に発電所構外にて、津波と想定される潮位を観測 した場

合、緊急離岸する船側 と退避状況に関する情報連絡の実施 (手順整備

含む)

(津波警報発表時における、当社原子燃料課一船社間の情報連絡体制)

(船社による保守 。点検 )

。発電所構外にて、津波と想定される潮位を観測 した場合における対

応に係る教育、訓練

区分

運用

体制

保守 。点検

教育・訓練

運用

体制

保守・点検

教育・訓練

対象項目

発電所構外におい

て津波を観測 した

場合の対応

発電所構外におい

て津波を観測 した

場合の対応 (燃料

等輸送船の退避 )

設置許可基準対象条文

第 5条
津波による損傷の防止
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月町ψ憮3

高浜発電所 1号炉及び 2号炉 (3号炉及び 4号炉 )

耐津波設計における現場確認

プロセスについて



1.は じめに

耐津波設計を行うに当たつて必要となる現場確認について、遡上解析に必

要となる敷地モデル作成に関する現場確認プロセスと、耐津波設計の入力条

件等 (配置、寸法等)の現場確認プロセスの 2つに分けて以下に示す。

2.津波遡上計算に関する敷地モデルの作成プロセスについて

2.1 基準要求

【第5条】 設置許可基準第5条 (津波による損傷の防止)においては、設計

基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響

を及ぼすおそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれ

がないことを要求されている。また、解釈の別記 3に より、遡上波

の到達防止に当たつては、敷地及び敷地周辺の地形及びその標高な

どを考慮して、敷地への遡上の可能性を検討することが規定されて

いる。

当該基準要求を満足するにあたっては、「基準津波及び耐津波設計

方針に係る審査ガイ ド」において、遡上解析上、影響を及ぼすもの

の考慮が要求されており、具体的には、敷地及び敷地周辺の地形と

その標高、伝搬経路上の人工構造物を考慮した遡上解析を実施する

こととしている。

2.2 敷地モデル作成プロセス

上記要求事項を満足するために、図-1に示すフローに従つて敷地モデ

ルを作成した。次の (1)～ (4)に プロセスの具体的内容を示す。

(1)敷地及び敷地周辺の地形とその標高のモデル化

敷地及び敷地周辺の地形とその標高について、QMS図書として維持

管理されている図面等を確認し、遡上域のメッシュサイズを踏まえて、
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適切な形状にモデル化を行つた。

(2)津波伝搬経路上の人工構造物の調査

敷地において津波伝搬経路上に存在する人工構造物として抽出すべき

対象物をあらか じめ定義 し調査を実施 した。

具体的な対象物は、耐震性や耐津波性を有する恒設の人工構造物、及

び津波の遡上経路に影響する恒設の人工構造物である。その他の津波伝

搬経路上の人工構造物については、構造物が存在することで津波の影響

軽減効果が生 じ、遡上範囲を過小に評価する可能性があることから、遡

上解析上、保守的な評価 となるよう対象外とした。

a.図面等による調査

上記で定義 した対象物 となる既設の人工構造物については、高さ、面

積について、QMS図 書 として維持管理されている図面等の確認を実施

した。また、将来設置 される計画がある人工構造物のうち、上記で定義

した対象物に該当するものについては、計画図面等により調査を実施 し

た。

b.現場調査

図面等による調査において確認 した既設の人工構造物については、社

員による現場ウォークダウンにより図面等と相違ないことを確認 した。

また、図面に反映されていない人工構造物について、遡上解析に影響す

る変更がないことを確認 した。

(3)敷地モデルの作成

(2)で実施した調査結果を踏まえ、敷地モデルの作成を実施した。
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(4)敷地モデルの管理

遡上解析に係る地形の改変や、人工構造物の新設等の変更が生 じれば

必要に応 じ (1)(2)に 戻 り再度モデルを構築する。

2.3 現場調査の品質保証上の取り扱い

現場確認手順及び確認結果の記録について、品証記録として管理する。

2.4 今後の対応

今後、改造工事等により、津波伝搬経路上の敷地の状況 (地形の改変、

人工構造物の新設等)が変更となる場合は、その変更が耐津波設計の評価に

与える影響の有無を検討 し、必要に応 じて遡上解析を再度実施する。
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敷地モデルの作成プロセス

(1)敷地及び敷地周辺の地形とその標高のモデル化

遡上解析上影響を及ばす地形と標高について、図面等を確認

し、適切な形状にモデル化を行う。

(2)津波伝搬経路上の人工構造物の調査

人工構造物について、図面等による調査、現場調査、及び将来

計画の調査を実施する。

b.現場調査

図面 と現場に相違がないことを

確認する。また、図面に反映されて

いない人工構造物を把握する。

a.図面等 による調査

既設構造物の高さ、面積について

は図面等の確認を実施する。将来計

画についても計画図等の確認を実

施する。

(3)敷地モデルの作成

調査結果をもとに、モデル化を実施する。

(4)敷地モデルの管理

遡上解析に係 る地形の改変や、人工構造物の新設等の変更が生

じれば必要に応 じ (1)(2)に 戻 り、再評価する。

図-1 敷地モデル作成に関する現場確認プロセスフロー図
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3.耐 津波設計に関する入力条件等現場確認プロセス

3.1 基準要求

【第5条】設置許可基準規則第 5条 (津波による損傷の防止)においては、設計基準対

象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれ

がある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないことを要求されてい

る。また、解釈の別記 3及び「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ

ド」において、敷地への浸水の可能性のある経路の特定、バイパス経路から

の流入経路の特定、取水 日放水施設や地下部等における漏水の可能性の検討

及び浸水想定範囲の境界における浸水の可能性のある経路の特定、浸水防護

重点化範囲への浸水の可能性のある経路の特定及び漂流物の可能性の検討を

行うこととしている。

【第40条】設置許可基準規則第40条 (津波による損傷の防止)においては、重大事故等

対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないことを要求しており、解釈は第 5条に準じるとしてい

る。

3.2 入力条件等現場確認プロセス

上記要求事項を満足するために、図-2に示すフローに従つて耐津波設計におい

て必要となる入力条件等の確認を行つた。次の (1)～ (3)に プロセスの具体

的内容を示す。なお、本資料において、設計基準対象施設の津波防護対象設備と

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を併せて、「津波防護対象設備」とする。

(1)津波防護対象設備について

設置許可基準規則第5条及び第40条においては、設計基準対象施設の安全機能

及び重大事故等対処施設の重人事故等に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないことが要求されている。そのため、津波防護対象設備を設定 し、

津波防護対象設備を内包する建屋及び区画以外に、津波防護対象設備が設置され

ていないことを確認する。
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(2)外郭防護 1(地上部からの流入)について

津波防護対象設備を内包する建屋及び区画は、基準津波による遡上波が到達 し

ない十分高い場所に設置する、または、津波防護施設、浸水防止設備を設置する

ことで流入を防止することが要求されている。そのため、各施設 日設備が設置 さ

れている敷地高さ及び必要な浸水対策の現場状況を確認する。

(3)外郭防護 1(取水路 D放水路等からの流入)について

取水路 B放水路等の経路から津波が流入する可能性の検討、特定及び必要に応 じ

て浸水対策を行 うことが要求されている。そのため、海水が流入する可能性のある

経路を網羅的に調査 し、必要な浸水対策の現場状況を確認する。

(4)外郭防護 2について

取水 日放水設備の構造上の特徴等を考慮 して、取水 日放水施設や地下部等におけ

る漏水の可能性の検討及び浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路、

浸水口 (扉、開口部、貫通口等)を特定することが要求されている。そのため、漏

水の可能性のある経路及び浸水想定範囲内の津波防護対象設備の安全機能若 しく

は重大事故等に対処するために必要な機能に影響を与える閾値 (機能喪失高さ)並

びに必要な浸水対策の現場状況を確認する。

(5)内郭防護について

浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路、浸水口 (扉、開口部、貫通口等)

を特定し、それらに対して浸水対策を施すことが要求されている。そのため、可能性

のある経路を特定し、必要な浸水対策の現場状況を確認する。

(6)漂流物について

基準津波に伴 う取水口付近の漂流物については、遡上解析結果における取水口付近

を含む敷地前面及び遡上域の寄せ波及び引き波の方向、速度の変化を分析 した上で、

漂流物の可能性を検討することが要求されている。そのため、遡上解析を踏まえた上

で漂流物調査を網羅的に行い、取水性に影響を与えないことを確認する。
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a.図面等による調査

上記の調査対象となる施設 日設備等については図面等を用いて確認を実施

する。

b.現場調査

aで実施した図面等による調査において確認した施設 B設備等については、現

場ウォークダウンにより図面等と相違ないことを確認する。

(7)耐津波設計の成立性の確認

(可 )～ (6)で実施した調査結果を踏まえ、耐津波設計の成立性を確認する。

また、新たに必要となる浸水対策がある場合は、実施する。

(3)入力条件等の管理

設備改造等により耐津波設計の入力条件等が変更となる可能性がある場合は、

必要に応じ (1)～ (6)に戻り、再評価する。

3.3 品質保証上の取 り扱い

現場確認手順及び確認結果の記録について、品証記録として管理する。

3.4 今後の対応

今後、改造工事等により、耐津波設計に用いる入力条件等の変更が生 じた場合、

その変更が耐津波設計の評価に与える影響の有無を検討 し、必要に応 じて入力条件

等の再調査を実施する。
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耐津波設計の入力条件等の確認プロセス

(1)津波防護対象設備

津波防護対象設備が、想定 している建屋及び区画以外に設置

されていないことを確認する。

(2)外郭防護 1(地上部か らの流入防止 )

津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が、基準津波によ

る遡上波が到達 しない敷地高 さに設置 されていることを確認

する。また、必要な浸水対策の現場状況を確認する。

(3)外郭防護 1(取水路・放水路等からの流入防止 )

バイパス経路からの津波の流入の可能性を検討 し、流入経路

を特定する。また、必要な浸水対策の現場状況を確認する。

(4)外郭防護 2

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路、浸水

口 (扉、開口部、貢通 口等)を特定する。また、必要な浸水対

策の現場状況を確認する。

(5)内郭防護

浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路、浸水 口

(扉、開田部、貫通 口等)を特定する。また、必要な浸水対策

の現場状況を確認する。

(6)漂流物

遡上解析の結果を踏まえて、漂流物 となる可能性のある施

設・設備等を特定 し、取水性に影響を与えないことを確認する。

a.図面等による調査

耐津波設計に係る各施設・設備に

関し、設置箇所・寸法等について図

面等の確認を実施する。

b.現場調査

各施設 。設備に関し、設置箇所 。

寸法等に関し、図面等と現場とが相

違ないことを確認する。

必要に応 じ、新たに

浸水対策を実施

(7)耐津波設計の成立性の確認

調査結果をもとに、耐津波設計の成立性

に問題がないことを確認する。

(3)入力条件等の管理

設備改造等により耐津波設計の入力条件等が変更 となる可能性があ

る場合は、必要に応 じ (1)～ (6)に戻 り、再評価する。

図-2 耐津波設計の入力条件等の現場確認プロセスフロー図
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